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（午前 10時02分 開議）

○ 議長 仲地宗市

皆さん、こんにちは。ただいまから平成18

年第１回久米島町議会臨時会を開会します。

これより、本日の会議を開きます。

日程に入る前に報告します。

９番平田勉議員、10番上江洲盛元議員から

欠席の届けがありました。

以上で報告を終わります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 仲地宗市

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、14番平良朝幸議員、15番

仲原健議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 仲地宗市

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日30日の１日間とし

たいと思います。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、会期は本日

30日の１日間に決定しました。

日程第３ 平成17年度久米島町一般会計補

正予算(第８号)について

○ 議長 仲地宗市

平成17年度久米島町一般会計補正予算(第

８号)についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第１号、平成17年度久米島町一般会計

補正予算（第８号）のご説明を申し上げます。

まず、条文よりご説明をいたします。

第１条は、歳入歳出予算の補正の定めで歳

入歳出予算の総額に、それぞれ2億4千574万7

千円を追加し、75億4千394万3千円と定めま

す。第２項におきましては、補正の款項の区

分当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予

算によることと定めます。

第２条は債務負担行為の定めでございま

す。６ページをお開き下さい。

具志川中学校の校舎建築事業に係るもの

で、期間は平成18年度とし、限度額は2億2千

940万円とするものでございます。

３条でございますが、次の３表、７ページ

をご覧下さい。

町債の補正でありますが、合併特例債を1

億2千130万追加してございます。これは具志

川中学校の校舎建築事業に充当するものであ

ります。限度額、起債の方法、利率、償還の

方法は第３表、詳細補正によることといたし

ます。

それでは、補正予算の概要の説明を致しま

す。歳出の方からご説明をしたいと思います。

９ページをご覧下さい。

３款、民生費でありますが、１項社会福祉

費に114万6千円の追加計上をしてございま

す。主なものは在宅介護支援センター設置に

関するパソコン等の備品購入費を計上してご

ざいます。

次に、７款、商工費、１項商工費の50万円
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の補正でありますが、これはイーフ情報プラ

ザの靴箱やカーテン等の備品購入費を計上し

てございます。

次、10款、教育費、１項教育総務費、11節

需用費でございますが、122万円の追加計上

でありますが、これは大岳小学校に、次年度

から身体に障害を持つ子ども達が入学するた

め、教室の改装費用でございます。

10ページでございますが、中学校費、３項

中学校費、３目学校建設費においては具志川

中学校の建築事業費、2億2千990万円を補正

してございます。

同じ10款、教育費で６項保健体育費、３目

保健体育施設費の方ですが、15節、工事請負

費に1千458万円を計上してございますが、こ

れはＢＧ体育館のアスベスト除去をするため

の工事費が主なものでございます。

次、歳入でございますが、８ページをご覧

下さい。13款、国庫支出金、２項国庫補助金

でありますが、具志川中学校校舎建築事業8

千63万4千円と、ＢＧ体育館のアスベスト除

去工事費342万6千円に係る補助金を計上して

ございます。

次、20款でございますが、20款は、字比嘉

地内の県道拡幅工事に伴う伝統工芸センター

の建物の補償費を計上してございます。

21款、町債でございますが、具志川中学校

建築事業に係る合併特例債、1億4千130万円

を計上してございます。以上が歳入歳出の概

要でございます。ご審議よろしくお願いいた

します。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

８ページの具志川中学校改築事業というこ

とで合併特例債を使うということであります

が、現在の合併特例債の残高と、それと10ペ

ージの工事請負費、具志川中学校校舎建築工

事ということになっているんですが、老朽化

による工事なのか、また、統廃合を考えた増

設分も含むのかそれをお聞きしたいと思いま

す。

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

お答えします。16年度末の合併特例債発行

残高が12億9千100万円です。これは16年度末

でです。そして今回17年度で発行する部分が

2億6千262万円予定していますので、その分

を合計すれば全額となります。

○ 議長 仲地宗市

平良進教育課長。

○ 教育課長 平良進

校舎建築につきましては、老朽化によるも

のでございます。統廃合によるものではござ

いません。具志川中学校の校舎建築が昭和52

年に１棟は建設されまして27年になっていま

す。それから、あと１棟は、昭和56年に建設

されて24年になっています。これは耐力度調

査においても老朽化が見られるということ

で、今回、この具志川中学校の校舎建築の事

業として取り上げております。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

合併特例債のところで16年度で2億9千万

円、17年度で2億6千万円ということで、全体

としてこれは54億でしたか。
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16、17年入れて、15億くらいになるという

ことですか。

わかりました。

○ 議長 仲地宗市

12番大田哲也議員。

○ 12番 大田哲也議員

10ページの10款教育費、15節の工事請負費、

アスベスト、これはどこどこの工事費か。ま

だ、久米島にもいっぱいアスベストを使って

いる工事があるのか、説明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

現在教育施設の中でアスベストが使用され

ている施設はＢＧの体育館の方で、そこの体

育館の倉庫から機械室、器具庫ということに

なっております。

○ 議長 仲地宗市

12番大田哲也議員。

○ 12番 大田哲也議員

これはＢＧだけの工事費ですね。別にはな

いわけですね。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

15節に計上されている工事費につきまして

はＢＧの体育館の器具庫、機械室、トータル

で262㎡のアスベストを撤去するための工事

費となっています。

○ 議長 仲地宗市

３番宮里洋一議員

○ ３番 宮里洋一議員

10款の３項中学校費、学校建設費の委託料

が12月補正で150万円とってあったんですが、

これまた今回50万円の追加補正が出ておりま

すが、話に聞きますと管理棟と２カ所という

話を聞いたんですが、とごの教室なのか、１

点と。

それから14節で使用料のところでプレハブ

が出ておりますが、設置場所を。

それから、話を聞いたんですが管理棟だと

聞いたんですが、管理棟の設計、そういう場

合に現場との話し合いを十分やって設計を仕

上げているのか、職員室が２階になるという

話も聞いたんですが、大都市の大規模校の場

合には、そういうところもあるかと思うんで

すが、特に、管理棟の場合に、ＰＴＡが出入

りしたり、お客さんが出入りしたり非常に多

いかと思うんですが、現場との詰めをやって

からの設計の仕上げであるのか、お尋ねした

いと思います。

○ 議長 仲地宗市

平良進教育課長。

○ 教育課長 平良進

10ページの学校建設費の13節委託料につき

ましては、おっしゃるとおり、前回の補正で

も150万ございました。今回、50万追加で200

万円ということで、当初は、１棟の予定で計

画してありました。これが２棟ということに

なりまして、２棟分で200万の予算計上にな

っています。

それと、この棟につきましては、おっしゃ

っているとおり管理棟です。職員室と、本来

中の方の普通教室になります。２階建ての方

ですね、職員室も２階建てになっております。

特別教室と合わせてです。

設計につきましては、教育庁の施設課とも

調整しながら、大まかな基本の図面をつくり

まして、これを学校に提示しまして、今、学

校でも、現場側の方にも詰めてもらいたいと
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いうことで提示してあります。

それと、管理棟、職員室は２階ということ

ですけれども、調整段階では１階に持ってい

きたいということで、方針は、管理面からす

れば職員室は１階に設置が必要だということ

で、この意見も学校側には投げかけています。

プレハブの場所につきましては、当初は旧

校舎、壊した校門入口左手の方を予定してお

りましたけど、向こうは客土もやらなくちゃ

いけない。勾配がちょっときついかなという

ことで、今の特別教室の後ろ側の方に出入り

口がございます。ここに十分入るだろうとい

うことで、今のところ、そこの場所の案を持

っています。これもまた学校側と詰めて、場

所決定していきたいと考えております。

○ 議長 仲地宗市

３番宮里洋一議員

○ ３番 宮里洋一議員

学校側と詰めて設計をお願いということな

んですが、事務室、それから輪転機室とか、

湯茶室、そういうものがあって、今、具志川

中学校では階段の下に印刷室というんです

が、そこしか空いてないからということで、

ああいう狭いところで印刷やっております。

そこに行くには事務室を通って行かないと

いけないんで、印刷室も特別の一空間を利用

させてもらいたいと思います。そして事務室

と印刷というのは先生方がコピーしたり印刷

に行く場合に、なるべくは事務室を通らない

でも出来る方法ですね。

そして印刷の場合、輪転機を使う場合には、

用務員がやっておりますが、用務員から近い

所ですね、そういうところに配置できないも

のかなと思っておりますので、そういう点も

考えられて、学校側と詰めて設計してもらう

ようにお願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

16番本永朝辰議員

○ 16番 本永朝辰議員

アスベストの件ですけれども、それをただ

除去するだけなのか、その後、それに対応す

る施工あたりもやる考えなのか。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

ただいまの工事費の中に、そこの施設から

アスベストを除去して、これは沖縄では処理

できませんので、鹿児島の方に、特別な車に

梱包して、その車に乗せて、鹿児島の処理場

まで運んでいくと、そこまでの工事費になっ

ています。

○ 議長 仲地宗市

16番本永朝辰議員

○ 16番 本永朝辰議員

その後の施工は考えていませんか。除去し

た後の、それに代わる何かを考えてないかお

聞きします。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

現体育館につきましては、既に皆さんもご

存じのように雨漏りが非常にひどくて、町と

しても、床の方も腐っていて、あちこち穴が

あいています。そのアスベストが発見される

前から使用禁止にしております。そういうこ

ともありまして、今後、そこはこの間の庁議

の中でも撤去した方がいいんじゃないかと、

そういうことで、最終的には決定はしていな

いんですけれども、そういう方向で協議を進

めているところです。



- 7 -

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

今回の補正で、2億4千574万7千円補正とい

うことでなっていますけれども、主に今回、

具志川中学校の学校の校舎の建築工事に関連

する予算が2億2千990万円ということになっ

ていますが、どうしてこの時期になって、今

回補正に至ったのか、その理由ですね、今回

の建築する校舎の教室の数、何教室を建築す

るかについてお聞きしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。(午前 10時 23分)

○ 議長 仲地宗市

再開します。(午前 10時 24分)

平良進学校教育課長。

○ 学校教育課長 平良進

具志川中学校の建設が、どうして今の時期

かという件につきましては、これは県の方か

らいろいろ予算獲得した額がまだあるという

ことと合わせて、平成18年度から、学校建築

事業の補助事業につきましては交付金折り込

み、一般財源扱いになるということで、そう

いったことも合わせまして、交付金折り込み

になると、今の補助率は、この事業に係る経

費が落ちてきますので、県としても今回補正

でやって、繰越のかたちで事業をぜひやって

もらいたいという指示がございまして、急き

ょ、財政の方とも、先月からこの事業につい

て詰めてきました。

とりあえず17年度予算で半分補正しまし

て、これを18年に繰越して、17年度の分は補

助金のかたちで事業対応します。18年度から

はこの事業については、交付金折り込みとい

うかたちで一般財源扱いになってきます。

それと教室につきましては６教室、普通教

室も全部改築します。それと職員室、図書室、

湯茶室等、そしてその施設に入る部署につき

ましては、これから設計段階でいろいろ詰め

ていきます。

基本的には、今申し上げた普通教室、職員

室、図書室が基本的には折り込まれてきます。

あとの特別教室、部屋の割り振りにつきまし

ては、設計段階で詰めていく予定でございま

す。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

来年度から一般会計で支出するということ

での詰めでございますが、17年度で出来上が

った場合、補助率ですね、それが違うのか、

そのへんどうですか。

○ 議長 仲地宗市

平良進学校教育課長。

○ 学校教育課長 平良進

17年度は、今述べたとおり、17年、18年は

補助率は変わるかたちになります。17年度は

今までどおり補助金で対応していますので、

基準単価に対して75％の補助がつきます。ヘ

ーべー当たりです。18年度につきましては、

交付金折り込みになりますのでどういったか

たちの事業に対する交付がなされるか、これ

はまだ目に見えてきておりません。

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員

○ ７番 崎村稔議員

アスベストの件ですが、今、全国でだいぶ

問題になっておりますが、久米島でも、それ

が原因で亡くなられたような方が何名かおり

ますが、定かではございません。
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公的な建物などは、全面的に調査する必要

があると思うんですが、それをやっておるわ

けでしょうか。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長

○ 総務課長 平田光一

各公共施設についても、設計書とか、また、

設計された会社とか、そういうものを合わせ

て調査もだいぶ進んでいます。

今までの状況では、先ほどのＢＧの体育館

が非常にそれが基準以上に使われているとい

うことで早めの撤去と。

他については、いろいろ天井材については

基準以下とか、普通の天井材にもそれが入っ

ている部分があります。それについては壊す

ときにちゃんと対策をすれば大丈夫というよ

うな状況であります。

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員

○ ７番 崎村稔議員

調査中ということで認識していいですか。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長

○ 総務課長 平田光一

設計書とか、そういった目視とか、そうい

うものにおいては、今のところ基準以上のも

のはないということです。引き続き、それに

ついても調査を続けていきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

９ページの10款の教育費の教育総務費の中

で、11節の需用費で、修繕費が122万という

ことで、先ほどの助役の説明では大岳小学校

に次年度障害児が入学するために改装費用と

してこの説明がありました。

この大岳小学校では、３、４年前ですか、

特殊学級がありましたが、その後、入学者が

いないということで、一時閉鎖の状態になっ

ています。

その跡利用について、これまで前校長先生

もいろんな提案がありまして、ＰＴＡの活動

に教室を使わせてもらえないかということも

ありましたが、そして学校の展示場としての

使い方も考えられないかということもありま

して、つい最近までは、学校の子どもたちの

三線教室として土日使われていたと思いま

す。

今はもう使われていないと思いますが、そ

の教室を改装して、特殊学級に使っていくの

かどうか、そしてこれまで使っていた特殊学

級でどういった部分を改装していくのか、お

伺いします。

○ 議長 仲地宗市

平良進学校教育課長。

○ 学校教育課長 平良進

特殊学級の設置につきましては、教育庁の

方に申請しております。調整中でございます。

まだ、設置できる、できないは、県の方の判

定待ちなっています。とりあえず、設置して

もらいたいという申請は出してあります。

それと、需用費の中の122万円のバリアフ

リーについては、最低限の安全面を考えてや

ろうということで、学校側と保護者も同伴し

まして、現場調査いたしました。それが、玄

関前の手すりと、それから階段の分と、入口

の中に入っている手すり、それから体育館の

通路の手すり、あとは、スタンド側の階段手

すり、下に運動場に下りる手すり、体育館の

連絡通路のスロープ、下から体育館に入るス
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ロープ、あとは体育館の通路の人工芝もちょ

っと貼ります。負担がかからないようにです。

それから、便器の取替えです。和式を洋式に

替えるということです。諸々の予定を組んで

おります。

当初はいろいろやろうということでありま

したけど、保護者からも学校側からもある程

度、自助努力を促すためには、この分でいい

だろうということで、最低限の分を保護者も

相談して、学校現場も相談して、こういった

ことで決定しております。

○ 議長 仲地宗市

他にありませんか。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

○ 議長 仲地宗市

討論ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第１号、平成17年度一般会計

補正予算（第８号）についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、議案第１号、平成

17年度一般会計補正予算（第８号）について

は、原案のとおり可決されました。

日程第４ 沖縄県市町村自治会館管理組合

を組織する市町村の数の増減に

ついて

○ 議長 仲地宗市

日程第４、議案第２号、沖縄県市町村自治

会館管理組合を組織する市町村の数の増減に

ついてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第２号、沖縄県市町村自治会館管理組

合を組織する市町村の数の増減についての提

案理由のご説明を申し上げます。

本案は市町村の廃置分合により、平成17年

９月30日をもって、沖縄県市町村自治会館管

理組合から、平良市、城辺町、伊良部町、上

野村及び下地町を脱退させ、平成17年10月１

日から宮古島市を加入させ、平成17年12月31

日をもって佐敷町、知念村、玉城村及び大里

村並びに東風平町及び具志頭村を脱退させ、

平成18年、１月１日から南城市及び八重瀬町

を加入させることについて、地方自治法290

条の規定に基づきまして、議会の議決をお願

いするものであります。

以上、議案第２号についての説明でありま

す。ご審議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑ございませんか。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

○ 議長 仲地宗市

討論ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これから、沖縄県市町村自治会館管理組合
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を組織する市町村の数の増減についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、議案第２号、沖縄

県市町村自治会館管理組合を組織する市町村

の数の増減については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第５ 米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に対す

る抗議決議について

○ 議長 仲地宗市

発議第１号、米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に

対する抗議決議について、本案について提案

理由の説明を求めます。

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

発議第１号 平成18年１月30日

久米島町議会議長 仲地宗市殿

提出者 久米島町議会議員 仲村昌慧

賛成者 久米島町議会議員 國吉弘志

米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に対する抗議決

議

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14

条の規定により提出します。

提案理由、県民の安全な暮らしと生命財産

を守るため、本案を提出する。

米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に対する抗議決

議

去る１月17日午前10時頃、嘉手納基地所属

のＦ15戦闘機が訓練中に沖縄本島東方近海に

墜落する事故が発生した。

漁業関係者によると、墜落現場海域は訓練

区域とはいえ好漁場で日頃から多くの漁船が

操業しており、一歩間違えば大惨事に繋がる

事故であり、県民に大きな不安と衝撃を与え

ている。

同型機は平成６年４月、平成７年10月、平

成14年８月にも墜落事故を引き起こしてお

り、その他にも火災事故や空中接触事故、緊

急着陸などを頻発しているにもかかわらず、

今回の墜落事故の僅か２日後に、米軍が同型

機の訓練を強行したことは、県民感情を全く

無視したものであり、極めて遺憾で断じて容

認できるものではない。

久米島町においても、昨年５月17日12時45

分頃、嘉手納航空基地第18航空団所属のＨＨ

60ヘリが本町字上江城の農道に不時着する事

故が発生し、町民に大きな衝撃と不安を与え

たことは記憶に新しいところである。

相次ぐ米軍機の事故は、県民の不安を高め

るばかりか、米軍側の危機管理体制が機能し

てないという証拠であり、安全よりも訓練の

ほうが優先されている現状では、民間地域で

今回のような事故が今後起きないとも限らな

い。

よって、久米島町議会は、県民の暮らしと

生命財産を守る立場から、今回の米軍Ｆ15戦

闘機の墜落事故に対し厳重に抗議するととも

に、下記事項が速やかに措置されるよう強く

要求する。

記

１ 事故原因を早期に徹底糾明し、その結果

が公表されるまで同型機の飛行を一切中止

すること。

２ 徹底した防止策を講じること。

３ すべての米軍機の安全管理及び兵員の綱
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紀粛正を徹底すること。

以上決議する。

平成18年１月30日

沖縄県島尻郡久米島町議会

宛先

中日米国大使、在日米軍司令官、在沖米軍

四軍調整官、在沖米空軍嘉手納基地司令官、

在沖米国総領事

○ 議長 仲地宗市

これで提案理由の説明を終わりました。

本案については質疑を省略したいと思いま

すがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認め質疑を省略します。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これから発議第１号、米軍Ｆ15戦闘機の墜

落事故に対する抗議決議についてを採決しま

す。

本案は原案のとおり賛成の方は挙手願いま

す。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、発議第１号、米軍

Ｆ15戦闘機の墜落事故に対する抗議決議につ

いては、原案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。(午前 10時 41分)

○ 議長 仲地宗市

再開します。(午前 10時 45分)

日程第６ 米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に対す

る意見書について

○ 議長 仲地宗市

発議第２号、米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に

対する意見書について、本案について提案理

由の説明を求めます。

17番國吉弘志議員。

○ 17番 國吉弘志議員

発議第２号 平成18年１月30日

久米島町議会議長 仲地宗市殿

提出者 久米島町議会議員 國吉弘志

賛成者 久米島町議会議員 本永朝辰

米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に対する意見書

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14

条の規定により提出します。

提案理由、県民の安全な暮らしと生命財産

を守るため、本案を提出する。

米軍Ｆ15戦闘機の墜落事故に対する意見書

去る１月17日午前10時頃、嘉手納基地所属

のＦ15戦闘機が訓練中に沖縄本島東方近海に

墜落する事故が発生した。

漁業関係者によると、墜落現場海域は訓練

区域とはいえ好漁場で日頃から多くの漁船が

操業しており、一歩間違えば大惨事に繋がる

事故であり、県民に大きな不安と衝撃を与え

ている。

同型機は平成６年４月、平成７年10月、平

成14年８月にも墜落事故を引き起こしてお

り、その他にも火災事故や空中接触事故、緊

急着陸などを頻発しているにもかかわらず、

今回の墜落事故の僅か２日後に、米軍が同型

機の訓練を強行したことは、県民感情を全く

無視したものであり、極めて遺憾で断じて容

認できるものではない。
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久米島町においても、昨年５月17日12時45

分頃、嘉手納航空基地第18航空団所属のＨＨ

60ヘリが本町字上江城の農道に不時着する事

故が発生し、町民に大きな衝撃と不安を与え

たことは記憶に新しいところである。

相次ぐ米軍機の事故は、県民の不安を高め

るばかりか、米軍側の危機管理体制が機能し

てないという証拠であり、安全よりも訓練の

ほうが優先されている現状では、民間地域で

今回のような事故が今後起きないとも限らな

い。

よって、久米島町議会は、県民の暮らしと

生命財産を守る立場から、今回の米軍Ｆ15戦

闘機の墜落事故に対し厳重に抗議するととも

に、下記事項が速やかに措置されるよう強く

要求する。

記

１ 事故原因を早期に徹底糾明し、その結果

が公表されるまで同型機の飛行を一切中止

すること。

２ 徹底した防止策を講じること。

３ すべての米軍機の安全管理及び兵員の綱

紀粛正を徹底すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。

平成18年１月30日

沖縄県島尻郡久米島町議会

宛先

内閣総理大臣、外務大臣、沖縄及び北方対

策担当大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、

外務省沖縄担当大臣、那覇防衛施設局長

○ 議長 仲地宗市

これで提案理由の説明を終わります。

本案については質疑を省略したいと思いま

すがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認め質疑を省略します。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これから発議第２号、米軍Ｆ15戦闘機の墜

落事故に対する意見書についてを採決しま

す。

本案は原案のとおり賛成の方は挙手願いま

す。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、発議第２号、米軍

Ｆ15戦闘機の墜落事故に対する意見書につい

ては、原案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

以上で本臨時会に付された事件は全て終了

しました。

会議を閉じます。

これで平成18年第１回久米島町議会臨時会

を閉会します。

お疲れさまでした。

（午前 10時 51分）
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（午前 10時04分 開議）

○ 議長 仲地宗市

おはようございます。３月定例会の開会に

先立ち一言ごあいさつを申し上げます。今定

例会は平成18年度の当初予算等を審議する重

要な議会であります。本日までに提案された

案件は平成18年度の一般会計をはじめ、特別

会計補正予算、条例改正等16件が提案されて

おります。また、追加議案として、後日、条

例案件、工事請負案件、また、要請決議も提

案される予定になっております。

本定例会は、これまでの３月定例会とは異

なり、４月23日の町長選挙との関係で町長の

施政方針の提案がなされておりません。また、

新年度予算については、政策予算を除く、骨

格予算の提案となっています。

会期は本日３月９日から３月24日までの16

日間の予定で開会されます。本定例会の会期

日程及び議案等の取り扱いについては、去っ

た３月３日の議会運営委員会で決定されまし

た。一般会計、特別会計の新年度予算につき

ましては、議長を除く17名の委員で構成する

予算審査特別委員会を設置し、一問一答方式

で細部にわたって審査されることになってい

ます。

執行部におかれましては、円滑な議会運営

及び議案審議が行われますよう、予算関係議

案の説明にあたっては関係資料を十分準備し

て議場に臨んでいただきたいと思います。

また、議員各位におかれましては、本会議

において適正妥当な議決に達せられますよう

お願い申し上げまして、開会のあいさつと致

します。

ただいまから平成18年第２回久米島町議会

定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 仲地宗市

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、16番本永朝辰議員、17番

國吉弘志議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 仲地宗市

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日３月９日から３月

24日までの16日間にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、会期は本日

３月９日から３月24日までの16日間に決定し

ました。

日程第３ 議長諸般の報告

○ 議長 仲地宗市

日程第３、議長諸般の報告を行います。

平成17年12月13日から私が出席しました会

議等の概要をお手元に配布してありますの

で、ご覧になっていただきたいと思います。

これで諸般の報告を終わります。

次に、地方自治法第235号の２第３項の規

定により、例月出納検査の結果報告をお手元

にお配りしました。朗読は省略します。
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日程第４ 平成17年度久米島町一般会計

補正予算（第９号）について

○ 議長 仲地宗市

日程第４、議案第３号、平成17年度久米島

町一般会計補正予算（第９号）についてを議

題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第３号、平成17年度久米島町一般会計

補正予算（第９号）についてご説明を申し上

げます。まず、条文により説明を申し上げま

す。

第１条は、歳入歳出予算の補正の定めで歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2

千614万3千円を減額し、補正後の額を74億1

千780万円と致します。

第２条におきまして、補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出補

正によることと定めます。

第２条は、繰越明渠費を定めるもので翌年

度へ繰り越して使用することができる経費は

第４表繰越明渠費によるものと致します。

第３条は、地方債の補正の定めであり、地

方債の追加及び変更は、第３表、地方債補正

によるところと致します。

本補正予算の歳出におきましては、国保会

計及び老人保健特別会計への繰り出し金への

追加、アスベスト除去工事費の追加、また、

離島航空路確保対策負担金、伝統工芸センタ

ーの一部取り壊しによる補助金返還金の計上

を行う一方、事業費の確定に伴う差額金の整

理、各費目においては人件費の金額整理、旅

費、需用費など減額分を含めた事務的経費の

整理を行ったものでございます。

また、歳入におきましては、国、県補助事

業の変更に伴う補正措置や県からの通知を受

けて、地方督励交付金や地方交付税の追加を

行う一方、町税においては減額補正となって

おります。

それでは、補正予算の概要を説明致します。

24ページの歳出をご覧下さい。

第１款議会費は23万円の減額で補正後の額

を9千895万8千円と致します。職員の人件費

の整理の方、事務費の減額及び不用額の整理

であります。第２款総務費は2千754万3千円

を減額し、補正後の額を9億4千842万9千円と

致します。

第１項総務管理費は2千224万7千円の減額

でうち第１目一般管理費の1千954万2千円の

減額は人件費の整理のほか、３節職員手当等

において、本年度の退職者が見込みより少な

かったため減額したものが主なものでござい

ます。２目財産管理費及び３目企画財政費と

も事務費、人件費の不用額整理となっており

ます。次に、９目でございますが、電算管理

費、70万円の増額となっておりますが、これ

は18節備品購入費で150万計上してあります。

パソコンとＯＡ機器の追加設置及び取り替え

の経費を計上してございます。10目防災対策

費では、事務費と不用額の整理を行っており

ます。

次は、28ページ、２項町税費でございます

が、町税費におきましても人件費の減額整理、

物費等の不用額、そして整理を行っておりま

す。

次、29ページ、３項戸籍住民基本台帳費で

ございますが、275万1千円の減額で、職員の

人件費の整理と、物件費の減額整理をしてご
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ざいます。４目選挙費でございますが、選挙

費は需用費に消耗品費を計上してございま

す。５項統計調査費でございますが、国勢調

査など指定統計調査にかかる経費の整理でご

ざいます。

次、31ページにまいります。６項監査費で

ございますが、監査費におきましては旅費の

減額整理をしてございます。次、３款民生費

でございますが、7千816万2千円を追加し、

補正後の額を11億9千53万9千円と致します。

第１項社会福祉費は2千213万8千円の追加で、

うち第１目社会福祉総務費の5千698万円の追

加は国民健康保険特別会計への繰り出しが主

なものでございます。第２目国民年金事務費

でございますが、第２目の国民年金事務費、

そして第３目の障害者福祉費及び老人福祉費

においては、事務事業の確定及び今後の必要

経費の積算に伴う、差額金の整理をしてござ

います。第５目老人医療費でございますが、

28節繰出金において、老人保健特別会計への

繰出金として、2千213万8千円を追加計上す

るものでございます。

次に、33ページをご覧下さい。

第２項児童福祉費では74万7千円の追加で

ございます。第１目児童福祉総務費の54万1

千円の追加は、職員の人件費の整理の方ほか、

児童手当の改正に伴う電算システムの変更経

費を計上してございます。第２目保育所運営

費では、７節賃金職員の賃金不足によりまし

て、不足分100万7千円の追加、11節需用費で

は67万2千円の追加をしてございます。一方、

職員の人件費は減額整理、また法人保育所運

営費の確定に伴い、補助金の整理がございま

す。

次、34ページでございますが、第４款衛生

費は557万4千円を減額いたしまして、補正後

の総額を4億413万3千円と致します。第１項

保健衛生費でございますが896万1千円の減額

で、うち第１目保健衛生総務費の142万9千円

の減額は人件費の整理の他、特定町村人材確

保事業、旅費、精神障害者居宅生活支援事業

等の減額分の整理によるものであります。第

２目予防費、第３目環境衛生費及び第４目母

子衛生費においては人件費の整理のほか、事

務事業の確定及び今後の必要経費の積算によ

る不用額の整理でございます。

次、37ページをご覧下さい。第２項清掃費

は338万7千円の追加で、うち１目清掃総務費

の104万1千円はチリ袋製作費66万6千円、ス

クラップ搬出海上輸送費として200万円の追

加が主なものであります。４目のクリーンセ

ンター費でございますが、134万6千円を追加

してございますが、職員の人件費等について

は、減額整理をしていますが、一方、11節で

燃料費、光熱費及び修繕費を追加計上するこ

とが主な内容でございます。

次、第６款農林水産業費では１億6千847万

円を減額し、補正後の額を7億6千716万5千円

と致します。第１目農業費は1億5千617万7千

円の減額で、うち第１目農業総務費は28万4

千円の減額で職員人件費の減額分の整理でご

ざいます。

次、39ページをご覧下さい。第２目農業振

興費は、1千665万9千円の減額で、これはサ

トウキビ作付け面積の増によるサトウキビ種

苗安定確保事業で144万1千円の追加計上を致

しております。

一方、農業生産総合対策条件整備事業、こ

れは病害虫防止のパイプハウス施設の整備で

ありますが、事業導入希望者の適格者がなく、
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1千777万円の減額補正を行うものでございま

す。３目農業委員会及び４目畜産業費におい

ては人件費の減額整理や物件費の不用額整理

が主なものでございます。５目農地費の5千6

36万1千円の減額は地域資源リサイクル基盤

整備事業、宇江城地区会館施設整備事業及び

カンジンダム建設事業における本年度分の事

業費確定に伴う減額補正が主なものでござい

ます。

41ページをご覧下さい。第６目農村地域定

住促進対策事業費は物件費の減額整理であり

ます。次に、第７目構造改善事業費の8千76

万2千円の減額でありますが、これは19節負

担金補助金及び交付金の方に掲げてございま

すが、新山村振興と農林漁業特別対策事業、

これは農産物の集出荷貯蔵施設の整備事業で

ありますが、用地選定の調整に日数を要した

ために次年度以降に繰り延べするため、実施

するため今回減額をすることが主なものでご

ざいます。次に、２項林業費でございますが、

224万4千円の減額で事業費確定に伴う減額分

の整理でございます。第３項水産業費は1千4

万9千円の減額で、第１目の水産業総務費の

職員の人件費の整理でございます。第３目漁

港建設費では儀間漁港海岸整備事業の事業費

確定に伴う、減額分の整理でございます。

44ページをご覧下さい。第７款商工費は3

千563万円を追加し補正後の額を2億8千963万

6千円と致します。これは第２目商工費の伝

統工芸センターの解体撤去費85万円、そして

空路確保対策分担金と致しまして、3千127万

1千円、そして伝統工芸センターの解体撤去

に伴う補助金返還分として290万6千円を計上

しております。

45ページでございますが、第８款土木費は

456万3千円を減額致しまして、減額後の総額

を13億6千437万2千円と致します。第１項土

木管理費は、27万3千円の減額で職員の人件

費の整理と事務費等の整理でございます。

46ページにまいります。第２款道路橋梁費

は578万5千円の減額で、これは道路関係事業

の本年度分の事業費確定による減額整理でご

ざいます。

次、47ページ、第６項空港費は150万8千円

の追加で空港照明用の備品購入と修繕費等が

追加の主なものでございます。

48ページの第９款消防費は193万3千円を減

額し、補正後の額を2億5千278万9千円と致し

ます。第１項消防費も同額で職員の人件費の

減額整理と、消防関連の備品購入が主な追加

内容でございます。

51ページでございますが、教育費、教育費

は360万2千円を減額し、補正後の額を9億2千

830万1千円と致します。第１項教育費は94万

3千円を減額し、これは人件費の整理と物件

費の整理が主なものでございます。第２項小

学校費は77万9千円の減額で、人件費の整理、

そして物件費の整理でございます。また、美

崎小学校の特別教室改築事業費の確定により

減額も行っています。第３項中学校費では、

20万2千円の減額となっておりますが、これ

は各項とも人件費の整理と物件費の不用額等

々の整理を行ったものでございます。第６款

保健体育費は163万5千円の追加で、人件費の

整理そして物件費の整理のほか、ＢＧ体育館

のアスベスト撤去工事費の追加経費を計上し

てございます。

第11款災害復旧費は127万円を減額し、補

正後の額を1億3千925万2千円と致します。第

１項農林水産施設災害復旧費でございます



- 21 -

が、これは地方債充当による財源異動でござ

います。第２項土木施設災害復旧費及び第３

項衛生費、施設整備災害復旧費は事業費確定

に伴う補正を行っております。

第12款公債費は2億6千750万円を減額し、

補正後の額を10億1千538万5千円と致します。

これは歳入、借入額、町債利率の算出過程に

錯誤がありましたために減額措置をしてござ

います。

以上が歳出の概要でございます。

次に、歳入のご説明を申し上げます。12ペ

ージをご覧下さい。歳入、第１款町税費は2

千190万円を減額し、補正後の額を5億9千35

万円と致します。第２款地方譲与税は56万5

千円を減額し、補正後の額を1億697万8千円

と致します。第２項自動車重量譲与税の減額

でございますが、これは実績に基づく減額で

ございます。第３項利子割交付金は48万6千

円を追加し、補正後の額を185万5千円とし、

第４項配当割交付金は、58万7千万千円を追

加し、補正後の額を99万円とし、第5款でご

ざいますが、株式譲渡所得割交付金は91万7

千円を追加し、補正後の額を98万3千円と致

します。これらはいずれも交付実績に基づく

追加でございます。第６款地方消費税交付金

でございますが141万6千円を減額し、補正後

の額を6千992万8千円と致します。第７款自

動車取得税交付金は24万6千円を追加し、補

正後の額を2千156万7千円と致します。これ

も実績に基づく追加となっております。第８

款地方特例交付金726万3千円を追加し、補正

後の額を1千693万2千円と致します。第９款

地方交付税は563万円を追加し、補正後の額

を30億305万9千円と致します。普通交付税の

交付額決定後に法律に基づく調整率の変更が

あり増額となっております。第11款分担金及

び負担金は31万2千円を減額し、補正後の額

を7千258万7千円と致します。これは職の自

立支援事業の実績に基づく整理でございま

す。第12款使用料及び手数料は39万円を減額

し、補正後の額を5千211万9千円と致します。

第１項使用料は自然文化センターの入館者数

が見込みを下回ったための減額であります。

第２項手数料は戸籍そして住民基本台帳等の

これまでの証明件数に基づき整理をするもの

でございます。第13款国庫支出金には2千142

万6千円を追加し、補正後の額を12億8千912

万5千円と致します。第１項国庫負担金は1億

6千2万7千円の追加でありますが、第２項国

庫補助金に計上してありました公立学校施設

整備負担金の美崎小学校及び具志川中学校の

施設整備国庫支出金を第１項の国庫負担金に

移動したことと事業費の単価補正があり、追

加交付となったために増額することが、増額

の主な理由でございます。

17ページをご覧下さい。第２項国庫補助金

でありますが、ただいま申し上げましたとお

り、学校の施設整備を第１項国庫負担金に組

み替えをしたことと、特定防衛施設周辺交付

金を財源として整備する宇江城地区公民館整

備事業が17年度から18年度の２カ年継続とな

り、本年度計上分の一部4千462万6千円を減

額し、18年度の予算に計上することと致して

おります。

17ページ、第15款県支出金は7千705万3千

円を減額し、補正後の額を7億1千885万7千円

と致します。第１項県負担金では78万3千円

の減額でありますが、保育所運営負担金や保

健事業等の県負担金の決定に伴う減額でござ

います。第２項県補助金では7千768万5千円
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を減額してございます。これは職の自立支援

事業、介護用品支給事業、乳幼児医療費助成

など、実績に基づく歳出の補正とともに、各

支援費補助金についての整理をするものでご

ざいます。

19ページ、第４目農林水産費県補助金では、

歳出で説明申し上げましたが農業生産総合対

策条件整備事業、これはパイプハウスの施設

整備でございますが、1千770万円の減額、そ

して地域資源リサイクル基盤整備事業、457

万8千円の減額、新山村振興等農林漁業特別

対策事業、いわゆるこれは農産物集出荷場、

集出荷貯蔵施設整備事業でございますが、5

千333万円の減額等が主なものでございます。

３項県委託金では、サトウキビ優良種苗安定

化供給化事業の補助金、そして委託金、空港

管理委託金の増額があり、計上してございま

す。第16款財産収入は876万9千円を減額し、

補正後の額を1億5千464万6千円と致します。

第１項財産運用収入でございますが、102万5

千円の減額でありますが、これはこれまで滞

納繰越分としての細節が設定してございませ

んでした。今回新たにそれを新設し、これま

で法人及び個人の分に滞納繰越分があった部

分について、その収入の差し替えを行うもの

でございます。

第２項財産売り払い収入、774万4千円が減

額となっております。この内、不動産売り払

い収入でございますが、これは町有地の売り

払いでございまして、イーフの商業地区で１

区画、そして阿里住宅用地の１区画の売却で

1千209万7千円と計上してございます。

一方、２目県道拡幅土地財産処分の方で1

千984万1千円の減額としてございますが、こ

れは、県道拡幅工事に伴う伝統工芸センター

の部分でございますが、これは用地費の補償

と財産売り払いとそれと建物の補償も合算し

て計上してございました。この建物補償分を

先の補正で雑入に移してありますので、その

分の減額ということであります。

第18款繰入金は1千246万2千円を減額し、

補正後の額を2億365万8千円と致します。

第20款諸収入は6万9千円を追加し、補正後

の額を1億5千324万円と致します。これは指

定ゴミ袋の事業の収益の追加、その他実績に

基づいて整理をするものでございます。

第21款町債は3千990万円を減額致しまし

て、補正後の額を9億1千380万円としてござ

います。これは22ページにかけて説明欄の起

債の事業について事業の決定に伴う補正を行

ったものでございます。以上、歳入歳出の補

正の概要について申し上げました。

次に10ページをお開き下さい。10ページの

繰越明渠費についてご説明申し上げます。繰

越明渠費は12件の明渠費を設定致しておりま

す。まず、３款民生費１項社会福祉費、久米

島町地域福祉計画策定委託202万9千円及び第

３款民生費、１項社会福祉費、久米島町身体

障害者計画策定委託業務、146万8千円につい

てでありますが、両計画は策定に当たって整

合性を必要としますが、国からの障害者福祉

計画の策定指針が今月示される予定でありま

して、これを踏まえ、一体的に策定するため、

繰り越しをするものでございます。

次に３款民生費、社会福祉費、介護広域連

合支援システム事業でございますが、これは

当該システムの整備が平成18年度から補助事

業化する動きがございまして、その対象とな

った場合、補助対象に対応しようということ

で、広域連合と調整致しまして、111万4千60
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0円を次年度へ繰り越しをするものでござい

ます。

次に６款農林水産業費、１項農地費、地域

資源リサイクル基盤整備事業でございます

が、施行予定地付近で天然記念物であるキク

ザトサワヘビが保護されたために、その調査

が行われ、調査終了するまで着工できず、9

千657万4千円を次年度へ繰り越すものでござ

います。

第８款土木費、１項土木管理費、島の学校

体験交流施設整備事業でございますが、これ

は基本計画策定後歳月が過ぎましてその計画

と共に観光ニーズの変化、そして民間事業所

の参入によりまして、島の学校の事業の事業

拡大であります。そして施設の稼働率、将来

の収益性等を勘案して、設計変更を行う必要

が生じ、それが時間を要したために1億485万

5千円を次年度へ繰り越すものでございます。

第８款土木費、１項土木管理費、久米島町

総合運動公園整備事業につきましては、野球

場の規模及び施設内容の計画見直しをしたた

めに設計変更に日数を要したために１億510

万7千円を次年度へ繰り越すものでございま

す。

次に、第８款土木費、２項道路橋梁費、久

米島町海洋深層水線整備工事、8千863万3千

円でありますが、工事箇所に個人有の保安林

があり未登記物件であったことと、事務手続

き中に相続人の変動等も生じたために契約手

続きに日数を要しており、次年度へ繰り越す

ものでございます。

第８款道路橋梁費、仲泊８号線整備事業、

9千632万7千円でございますが、工事箇所の

物件内で営業を営んでいる居住者が移転先の

確保に日数を要したために次年度へ繰り越す

ものでございます。

第８款土木費、２項道路橋梁費、奥武島１

号線整備事業、2千510万5千円につきまして

は、２号橋改修により経済的なボックスカル

バート方式による施工としたために、公有水

面埋立免許の形質変更の手続きが必要とな

り、その調整に日数を要したために次年度へ

繰り越すものでございます。

第10款教育費、３項中学校費、具志川中学

校校舎建築事業でございますが、2億2千940

万円につきましては、校舎の配置等のより生

徒の安全を考慮した配置について学校やＰＴ

Ａ等々との協議をし、検討に日数を要したた

めに、設計時期の遅れが生じ、次年度へ繰り

越すものでございます。

次、10款教育費、６項保健体育費、アスベ

スト除去対策事業費、1千675万5千円につき

ましては、平成18年２月、これは先月ですが、

国から補助金の内定通知がありましたが、ア

スベスト除去工事の施工につきましては、安

全衛生法、労働安全衛生法、また廃棄物処理

に関する法律と多くの関係法令で規制があ

り、このことをクリアするために相当数の日

数を要するために次年度へ繰り越すものでご

ざいます。

第11款第１項農林水産施設災害復旧費、こ

れは農林水産施設災害復旧費528万3千円につ

きましては、17年度の災害事業として認定さ

れた事業でありますが、事業費につきまして

は沖縄県の補助金枠がございまして、その枠

配分の関係で、次年度へ繰り越すものでござ

います。以上、12件の繰り越し額は8億5千27

2万7千円でございます。

次の第３表、地方債補正は一般公共事業債

をはじめとする10件の起債目的事業の決定に
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沿った補正を行い、補正後の限度額を9億1千

380万円とし、起債の方法、そして利率償還

の方法は掲げてあるとおりでございます。

以上、議案第３号、平成17年度久米島町一

般会計補正予算第９号の説明であります。ご

審議よろしくお願い致します。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

39ページの19節の負担金、農林水産総合対

策条件整備事業、ビニールハウスの設置事業

ということですけれども、これができなかっ

た理由を、もう一度お願いします。

それと、42ページの新山村振興農林漁業特

別事業、これは集出荷場施設ということです

が、用地の取得ができなかったということで

すか、それともこれは当初から取得はしない

で事業を導入、計画したのかどうか。説明お

願いします。

○ 議長 仲地宗市

大田治雄農林水産課長。

○ 農林水産課長 大田治雄

質問にお答えします。まず、１点目の39ペ

ージの19節の負担金補助金交付金の中の農業

生産総合対策条件整備事業、これはＪＡの野

菜部会を中心にハウスを３個以上、集団化で

きる立地条件のあるところをやろうというこ

とで、いろいろ部会の方と調整しましたが、

その条件をクリアできる産地形成ができない

ということで、事業の本来の目的となるよう

なことができないということで、昨年、今年、

続いて同じようなことで、今回はできないと

いうことであります。

以前は、各地域に散っておっても採択基準

にできよったんですか、今は、集団化、団地

形成しないとできないというような制限等が

あって、今回はそのように断念しております。

続いて２点目42ページの新山村振興等農林

漁業特別対策事業、19節の負担金補助金です

ね、これは集出荷場をつくろうということで

ＪＡの部会としては、港湾の近くという要望

等がありまして、当初、旧具志川の役場跡の

用地につくろうということでありましたが、

あそこは以前から文化財の指定を受けており

まして、審議委員会に答申しましたところ、

そこはいかなる施設もつくってはいけんとい

う方針が出て、そこを断念せざるを得なく、

そして、再度、町長はじめ県の方に要請しま

して、港湾の一角にできないかということで、

今、占用協議を協議中であります。いい方向

でいくかということで、ある程度、関係者の

皆さんからの回答は得ておりますが、今年の

事業には間にあわんだろうということで先送

りして、正式な回答を得てから取り組もうと

いうことで、極力港湾の近くということにこ

だわって、計画を進めているところでありま

す。

○ 議長 仲地宗市

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

ビニールハウスの件につきましては、当初、

昨年の予算の時に質問しましたが、地域割り

当てということで、旧仲里地区においては既

に済んでいるので、今年は旧具志川地区だと

いう説明だったんですけど、それをずっとこ

だわってやってきたのか。全島的に見た場合

に基準にあった地域はなかったのかどうか、
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説明をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

大田治雄農林水産課長。

○ 農林水産課長 大田治雄

これはＪＡを中心にいろいろ調整させまし

た。それで今回は該当するところがないとい

うことと、そして希望はあってもＪＡの借り

入れの返済が厳しい皆さんとか、そういう基

準等もあって、今回該当することがないとい

うことであります。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

43ページの15節の工事請負費、儀間漁港海

岸整備事業ということで、900万円のマイナ

スになっているんですが、その内容と、それ

と44ページの負担金補助金及び交付金という

ことで、離島航路確保対策分担金となってい

ます。これは、久米那覇間の東京直行便も含

むのかどうか説明お願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

お答え致します。43ページの15節、工事請

負費でございますが、これは平成17年度の儀

間漁港の海岸整備事業、工事の確定によって

減額にしております。一応、県からの金額の

確定によって、その分は減額になっています。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

２点目の件ですけれども、離島空路確保対

策分担金ですけれども、この分に関しては、

東京直行便は含まれておりません。あくまで

も生活路線に対しての補助だということで久

米島那覇間の負担金でございます。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

ということは東京直行便の赤字補填もある

ということですか。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

東京直行便の負担金に関してはありませ

ん。平成11年に受給調整規制の撤廃で久米島

那覇間は自由路線になったということで、し

かしながら赤字は見えている中で一部に関し

ては国、県の負担も入れて残りを充当負担と

いうことでやっておりますので、東京直行便

に関しての負担金はございません。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

６番 上里総功議員

それと、２月、３月、午前中、ＲＡＣの便

が多いわけですよね、いろんな面で支障をき

たしているわけなんですよ、それだけ補填す

るんだったら、そういうのをもっと強く言う

べきじゃないですか。

それでもって赤字が増えるという可能性も

あるんですがね、その面はどのように今後対

策していくのかお伺いします。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

この赤字補填の分に関してはあくまでもＪ

ＴＡを対象にやっているわけですね、ＪＴＡ

のジェット機の赤字分から、今、ＲＡＣの分

に関しては黒字が増えているんですね、ＪＴ
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Ａの赤字分からＲＡＣの黒字分を引いて残り

の分を国、県、地元というかたちで補填をさ

れています。現状からするとジェット就航の

回数を多くするよりは、ＲＡＣを多くした方

が負担は少なくなるという傾向には来ていま

す。

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

40ページですけれども、13節の委託料、地

区会館に対して減になっているんですが、こ

の減になった理由はどういうことなのか、説

明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

お答え致します。先程助役からも事業費の

減額がありましたけれども、当初、１年で地

区会館建設予定だったんですけど、２年にま

たがるということで、その分、現場の施行管

理委託業務、その分が今回減にしてございま

す。

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

今、課長が説明しているように財源内訳を

見ると国からの4千900万円の減にもなってい

るんですが、先程の10ページの説明、助役か

ら説明がありましたように繰越明許費で行っ

ていく事業とそして新たに、同じ17年、18年

に続く事業なんですが、そこらへん、継続事

業だと思うんですが、繰越明許費で行ってい

く事業と、新しく18年度で予算措置するんで

すか、そのへんについて説明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

10ページの中身については繰越明許費には

入っておりません。あくまでも単年度という

ことでございますので、また、新年度予算に

その分を計上しています。

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

課長の答弁は理解はしていますが、この場

合、入札との関わりもあるのか。例えば、17

年度で事業費を掲げてありますよね、今現在

も施行しているような事業は予算の範囲内で

行っているんだが、予算の議会は通さないよ

うな予算範囲内ですよね、そして本来ならば、

予算額が大きいはずのものが一度に入札し

て、そして事業が１年か２年続くとしても、

随時契約になっていくか、そういったことは、

そのへんとの関わりも出てきますか。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

まず、基本的には、その年度年度で工事を

完了させます。例えば、３月なら３月で完了

させ、それを引き取った場合ですね。それか

ら４月以降になると新年度予算になってきま

すので、その完了して、引き渡しした場合に

ついては、業者は既に終わっていますので、

新しい予算につきましては今度新しく入札に

なろうかと思います。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

今回、繰越明渠費で、8億5千772万7千円で

すか、たいへん大きな額の繰越明渠費になっ
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ておりますけど、この事業は18年度にいって

実施可能かどうか、そのまま執行できるかど

うかお聞きしたいと思います。

それと、もう一つ、歳入についてなんです

けど、町税です。12ページ、固定資産税が1

千200万円ですか、減になっていますが、こ

れを見てますと土地が760万円、家屋が470万

減、償却資産は440万増になっているわけで

すけど、この土地と家屋については調停はし

たんだけど、この分が徴収見込みがないとい

うことで今回減になっているのか、そのこと

についてのご説明をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

繰越明許費で上がっている事業について

は、先程、助役から理由の説明がありました

とおり、17年度において完了出来ない事業で

す。ですから当然、18年度で完了するもので

す。

○ 議長 仲地宗市

太田喜功税務課長。

○ 政務課長 太田喜功

お答えします。平成17年度の町税、当初予

算額は平成16年度の水準の税目調停において

徴収率をかけて算出して予算計上致しまし

た。それと町税の補正額については税法の調

停上の確定したことによって普通町税は増額

補正を行っています。また、減額補正したも

のについては、対前年度徴収率を固定資産税

においては３％増、《町税 》については３

％増、それぞれの税目の滞納分で５％増の予

算見込みを措置いたしましたが結果としては

昨年並みの徴収率見込みの予想のため減額補

正となっております。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員｡

○ 11番 内間久栄議員

今回の繰越明許費については、事業実施は

可能だということでありますので、安心して

おりますけれども、これにつけて新しい事業

が18年度入るわけですので、ぜひ、職員一丸

となって、三役特別職も含めてこの事業の執

行に頑張っていただきたいと思います。

固定資産税については話を聞いたら徴収率

はいいということですか、上がっているとい

うことですか。

この前の議員の研修会で資料、県の方から

配られていたんですけれども、久米島の方は

資料からみましたら、町村別に見た場合に非

常に悪い状態の徴収状況におかれている状態

でありました。そういうことで心配している

んですけど、ぜひ、職員は徴収業務について

も新しく課、課長を配置して、頑張るという

ことでやっておりますので、ぜひ、徴収率ア

ップにつなげていただきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

繰越明許費についてお伺いしますが、仲泊

８号線についてお伺いします。仲泊８号線は

起点が久米島保育所の上の方の産業道路から

起点となって、当初の起点ですけれども、終

点が２期工事の下の方のプレハブで事業営ん

でいるところの方が終点となっていました。

これは旧具志川の議会ときに説明を求めて、

終点がそこですよということで、現在の琉銀

の駐車場の部分は県道拡幅で、県の事業で行

うという説明がありました。県の事業が困難

になったということでいつのまにか終点が県
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道までになりましたよということになってお

ります。

今回の繰越明許費の部分は先の方の助役の

説明の中では事業所の移転に時間を要したと

いうことでありますが、その部分だけのプレ

ハブの移転に時間を要しているのかどうか、

その終点と起点をはっきりさせてほしいと。

それと今の説明では移転に時間を要したと

いう部分は、その部分だけなのかどうか。そ

こをお聞きしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

まず、起点は議員がおっしゃった保育所の

ところです。８号線の起点です。そちらから

終点については琉銀の駐車場、それから県道

までの取り付けの部分になっております。先

程、移転の件が出ておりましたけど、一応、

以前に用地交渉何回か行きまして、補償の件

でいろいろ契約はしております。その方は。

その中で土地建物、それから中の補償関係は

殆ど契約は終わっております。３名いらっし

ゃるんですけど、地主さんと中入っている二

人、一人の方が移転先がなかなか決まらない

ということで、実際、中にものがあるんです

よ。ですから地主との約束は去年の12月には

取り壊ししましょうということでの約束で契

約はしたんですけど、まだ中に物があるとい

うことで、なかなか取り壊せないような状態

になっています。

今の繰り越しの件なんですが、この中には、

下の方の駐車場、それから建物の補償関係で

すね、これにつきましては去年不動産鑑定を

発注しております。そろそろその成果が上が

ってきておりますので、その分の補償につい

ても一部繰り越しということで、それをもっ

て地主さんや事業所関係には当たっていきた

いと考えています。

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

確かに去年の３月でしたか、この８号線の

完了は17年度完了予定といってました。今、

終点が下の方までと、県道の方までと、補償

で時間を要したと、遅れたということがプレ

ハブの分だけなんですよ、この下の方は去年

の10月頃から鑑定をしているんですけれど

も、まだ、その鑑定結果の動きがぜんぜん見

えない状況で、事業所にもまったく説明して

ないわけですね。そこの部分でそういった事

業計画があるということだけでも説明しても

らえばその準備はできると思うんですけれど

も、まったくそこも説明されてなくて、まっ

たく交渉がこれからなんですよ。17年度の完

了予定が何で遅れているのか、遅れた理由を

お聞きしたいと思います。

それと、一括質問になりますので、27ペー

ジの方で、総務管理費の中のまちづくり事業

助成金、当初予算50万でしたけれども、今年

度、募集して何件の募集に助成したのか、そ

れで15年、16年の追跡調査報告を提出もらう

ということで、その時にも行政の方が担当課

の方が現場を見て、それでその評価をし、助

言指導すべきじゃないかということを申し上

げたんですけれども、報告書提出するだけで

は、報告書はどうしても、その中身を調整、

いいように書けるんですよ、そこのところを

現場に行って、確かめて評価したのかどうか、

どのようにそれを評価しているのか、今後、

この事業をどう進めていくのか、そこについ
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てもお聞きしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

遅れた理由なんですが、先程、答弁で説明

したように下の方の用地、それから建物の補

償関係ですね、それに当初相当時間かかった

ということで、去年から繰り越しをして延び

てきているんです。

工事工期につきましては、今のところ平成

19年度完了を予定しております。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

17年度事業においては、まちづくり事業交

付金ですけれども、17年度事業においては３

件の申請がありまして、２件に交付をしてお

ります。それで18年度においては、検討委員

会の中で事業をどうやっていくかということ

で検討していきたいというふうに考えていま

す。それで、18年度においては予算は計上し

ておりませんが、その間に検討して方針を決

めていきたいというふうに考えております。

それと追跡調査の件ですけれども、資料集

めている段階で、これも検討委員会の中で今

後の事業の参考にしながらどういうふうにも

っていこうかということで資料集めているん

ですけれども、その後の調査についてはまだ

やっておりません。

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員｡

○ ４番 仲村昌慧議員

今、建設課長の答弁の中で遅れた理由につ

いてですが、いろんな交渉で折り合いがつい

ていないのに、この17年度で完了予定のもの

を10月から鑑定に入って、それから未だに説

明がない状況である。その遅れた理由、その

作業に着手するのが非常に遅れているんじゃ

ないかということなんですよ。交渉はまだ入

ってないんですよ。

それが17年にやると言いながら何で何も動

きがないかと、そういったことが住民にとっ

ても役場に対する不満が出てくるわけです。

そこのところを正直いって遅れた理由が何な

のかと。着手するのが遅れているのではない

かということを僕は聞いているんです。17年

完了予定と言いながら19年に延びたというこ

とになっていますね。

中身はわからないんですが、工事工期の予

定が18年ということを聞いていましたが、18

年度で間違いないということで、18年度の完

了予定で、今後どのように進めていくのか。

１年半以上前に僕は言っているんですよ。少

なくとも、１年ぐらい、半年前には地主、事

業所にそういった説明をもって、話し合いを

もたないとこじれてきますよということを言

ったんですけれども、そこのところをちゃん

としっかりしてもらいたいなということで課

長の方の答弁をお願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

今の補償の件なんですが、確かに不動産鑑

定の発注、時期、補償の、業者への発注が遅

れたというのは事実でございます。ですから

それによりまして、平成17年度予定しておっ

たのができなくて繰り越すということになっ

ております。

ですから、今、これは担当職員の方にも早

く成果品を上げるようにということで指示し
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てありますので、近々上がってくる予定であ

ります。それが上がってきたら交渉に入って

いきたいと考えています。

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員。

○ ７番 崎村稔議員

一つだけお願いします。42ページ、説明の

右側の下から２番目林業費ですけれども、枯

れ松の撤去委託料マイナス50万円ですが、こ

れまでの実績等、撤去作業の進捗状況並びに

どのぐらいまでまだ残っているか、ご説明お

願いします。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

枯れ松の撤去についてお答えいたします。

現状としましては、危険のある場所を重点的

にやっておりますが、何本撤去したかは把握

できておりませんが、現在はそういう状況で

ありまして、18年度、地域からもいろいろ景

観上見苦しいとか、そういったこともありま

すので、今年18年度は重点的に枯れ松撤去も

やっていきたいということで考えいます。

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員｡

○ ７番 崎村稔議員

私が回って見た感じではナガタケ松並木の

大木が枯れているのがまだまだそのままの状

態でありまして、一番ひどいのが上阿嘉の周

辺の枯れた松がいっぱいありますので、観光

の面から本当にイメージ悪いんです。18年度

の予算に計上されていませんが、来年もやる

予定ですか。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

枯れ松撤去につきましては、18年度は特別

その予算としては計上してございませんが、

通常の業務の中で出来る範囲でやっていく考

えであります。

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員。

○ ７番 崎村稔議員

もっと予算をとって、これは観光振興にも

だいぶ影響しますので、ぜひ、もうちょっと

予算を多めにとって、県道沿いの観光コース

の景観をよくするために頑張って下さい。

○ 議長 仲地宗市

17番國吉弘志議員。

○ 17番 國吉弘志議員

歳入の12ページの町税の法人分、法人税割

が800万円減額になっていますが、これ当初

では2千375万6千円計上されておりまして、

その内の33％が減ということで、大幅な減で

ありますが、その原因は、どういう原因であ

るのかお伺いします。

それと、37ページの衛生費の中の委託料、

スクラップ搬出海上輸送委託200万円、その

スクラップが、どういうスクラップであるの

か、また、その17年度で合計何トンぐらい輸

送されたのかお伺いします。

○ 議長 仲地宗市

太田喜功税務課長

○ 税務課長 太田喜功

11ページの法人税割の減額ですが、これは

4月末現在の実質の調停に基づいて予算減額

しております。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智
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37ページのスクラップの搬出についてお答

えします。スクラップの中身につきましては、

今現在リサイクルセンターの方で保管してお

りますスクラップ、これは再利用できないと

いいますか、処分しないといけない鉄クズ、

その他のスクラップ類なんですが、当初につ

きましては、これから搬出して実績で精算す

ることになりますので、今その総トン数につ

いてはまだ分かっていない状況であります。

○ 議長 仲地宗市

17番國吉弘志議員。

○ 17番 國吉弘志議員

町税については２月末の調停によるという

ことで、今の回答でありますが、当初、過剰

見込みで調停されたのか、800万円の大きな

減というのは。そうでなければ、やっぱり法

人ですから、何らかの事業をされております

し、その徴収ができないという理由ですね、

それを再度お伺いします。

それから、スクラップにつきましては金に

ならない鉄クズということで、いくらぐらい

搬出されたか、まだはっきり把握していない

ということでありますが、これは委託という

ことでここに計上されておりますが、これは

どこかに委託されて搬出しているわけです

か、それとも町の方で回収して、輸送費とし

て金額は支払いされているのかお伺いしま

す。

○ 議長 仲地宗市

比嘉収納課長。

○ 収納課長 比嘉

今の町民税につきましては収納課の方でお

答え致します。法人税の調停につきましては、

法人税の中身が法人均等割、法人所得割２つ

の金額がございまして、その調停につきまし

ては平成15年度実績に基づきまして、平成17

年度は当初予算を見込みます。しかし、今回

平成17年度におきまして、各事業からの申告

が上がった調停につきましては、先程、税務

課長から話がありましたように、だいぶ当初

予算が落ち込んでおりまして、そういったか

たちで調停が上がってきております。こと法

人税に関しましては、それぞれの事業所が申

告に基づきまして申告しますので、なかなか

調停そのものが、抑えるのが困難だというこ

とを理解していただきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

スクラップの搬出の委託につきましては、

沖縄本島のスクラップ業者に委託する予定で

ありまして、バージー船をチャーターしまし

て搬出する予定であります。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 11時 25分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時 27分）

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

財務、企画財政と繰越明許費の関係で教え

てほしいんですが、事業計画年度で実施でき

なかった時に、次年度に繰り越しをした時に、

財政全般に関して、この繰り越しをするとい

うことがどういう影響を与えるのか。これは

税収上の波及的な影響があるのかどうか、こ

こは税務課担当の部分からもお願いしたいん

ですが、８億円余りの事業計画をして次年度

に繰越をしたときに、例えば、単純な理屈で

我々が考えたら、今年度、この８億円の事業

が実施されておれば、町の購買力の関係とか



- 32 -

経済活動への波及効果というものが当然見込

まれるわけですね。それが１年遅れたために

どういう影響が出るのか。そこら辺の部分ち

ょっと財政担当とか、税務の部分とか、その

へんは議論したことがあるのか。それは事業

を主管している課との三者でのそういう議論

というのが庁議内の中でなされているのかど

うか。あまりにも額が多すぎるだけに、ここ

はちょっと説明をしていただきたいというの

が１点です。

特に税関系でいえば、これは先程も質問が

出ていましたが、16年度の決算ベースでいけ

ば、町民税で6千77万円の収入済額、16年度

決算書をめくってみました。そうすると、今

回のこの部分というのは16年度決算に比較し

てもかなりの落ち込みになっている。その原

因は久米島の経済が低迷をし、個人所得ある

いは法人所得が落ちたためにその税収が落ち

込んでいるのか。その原因をどう分析してい

るのか。そうであれば、今後、税収アップの

ためにどういうことをしないといけないの

か。自ずとそういうのが出てくると思うんで

すが、そこらへんが全く見えないので、そこ

を説明していただきたい。

次に、27ページ、３回しかできませんので、

あちこち飛びますのでお願いします。18節の

説明の01庁舎電算機器導入費というのが150

万円計上されていますね。イントラ整備とか

でかなり整備をしてまだそんなに年数が経っ

てないと思うんですが、これはどういう機器

を導入しようとしているのか。あるいは端末

機器なのか、サーバーとかそういう部分なの

か。あるいはリースでやったときとどういう

あれがあるのか。リースでやってバージョン

アップがあったときにリースの組み替えをし

た方が得なのか。このへんの比較もしたのか

どうか。そこまで説明お願いします。

次に、32ページ、これは繰出金の関係です

ね、国保関係、老人保健関係。当初予算で国

保が１億円の繰出金ですね。当初予算計上が。

これの5千700万円、当初予算のちょうど２分

の１ですね。これの繰り出しの補正上。一番

下の行の老人保健特別会計でも７千万円の当

初予算に2千200万円の補正増。このへんの実

績からはじいた分での、当初予算実績で計上

していると思うんですが、そこらへんからの

見通しの分、なぜ急激に増えたのか。特に国

保については、確か値上げしたはずなんです

ね、保険税の。にもかかわらずという部分は、

いったい何が原因でそれだけの大幅な補正増

になるのか。ここも教えて下さい。

先程も出ていましたけれども、37ページの

スクラップ関係、あれは自家用自動車等を廃

車するときに、事務経費を負担していますね、

自動車の所有者が。それは役場の窓口でも手

続きができますし、委託をされた上江洲商会

でしたか、向こうで委託をしている人もこれ

でかなりの額の金が出ているんですが、それ

とこのスクラップ海上輸送との関連、これは

全く関係のないものなのか。クリーンセンタ

ーで出てきたいろんな鉄筋とか鉄の廃材から

出てきた、コンクリの中から出てきたいろん

なもの、あるいは各家庭から出てきたいろん

なものも含めて、現在の最終処分場のあの辺

に置かれている金属類のスクラップの輸送の

あれなのか。廃棄自動車との関連もあるのか。

ここはちょっと教えて下さい。

40ページから41ぺージまで両方にまたがる

部分で、実はさっき繰越明許費の部分であの

質問をしたのは、実はこのページを見ていて
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疑問に思ったんです。財源内訳を見たときに、

いろんな工事とあわせたときに、例えば40ペ

ージの農地費の５目だけを見たときに、一般

財源、これは説明の部分に出ている部分殆ど

全部が補正が減額なんですね。ただ財源内訳

で地方債が460万円増えて、一般財源が1千17

5万円減になっている。逆に一般財源の持ち

出しの分は減るけれども、借金は増えますよ

というかたちですよね。その次のページで、

構造改善事業費、これは新山村振興等云々の

事業の８千万円とか、いろんなかたちでの全

部減額ですね、説明の部分を見たら、事業の。

ここで国県支出金が減るのは分かりますよ当

然、繰越をするから次年度入ってくるんでし

ょうと。その事業に伴う地方債というのも減

になります。しかし、一般財源で増えている

んですね1千400万円、約1千500万円近く。い

ろんなかたちで事業も繰越をした時に補正で

減になるけれども、一般財源とか地方債とか

増額が出てくるというのは不思議だという気

がするんですね。それを考えたときに、繰越

をした時に、財源全体で見たときに何らかの

影響が出るんですかというのが疑問に思って

いるところです。このへんも関連させて、先

程の分は答弁お願いします。

最後に、離島の航路関係の44ページ、これ

は前にＪＴＡの社長か専務がＲＡＣに切り替

えたいということで説明会があった時にもい

ろいろフロアーから質問がありましたね。運

営赤字の補填じゃないということをはっきり

言っていましたね。これはずっと前の議会か

らも言っていましたが、あれ機材の云々とい

うことでの補助金なんですね。この事業は。

最近、私自身も経験したんですが、機材の到

着遅れで那覇－久米島の最終便がよく遅れが

あるんですね。しかも１時間とか２時間の遅

れです。1時間半の。これ去年の９月から10

月、２月にそれがありました。空港で１時間

半、２時間近く待っていましたよ。我々は3

千万円を負担しながら機材のしわ寄せを食う

というのもおかしな話だなと思うんですね。

それと、訓練空域に伴う遠回りの問題。前

に空気を運ぶよりも云々という答弁もありま

したが、あの訓練空域の遠回りというのはＪ

ＴＡの説明会の時もＪＴＡ側も明確に、それ

は認めました。このへんに対して今後どうい

う対策をするのか。もっと厳しくものを言う

べきだと思います。ものを言わないでＪＴＡ

さんから出されてきた赤字というものに基づ

いて、国が算出をして、そのうちの地元負担

金の部分が3千万円を超すというのは大変な

ことなんです。もっと強く国に対しても、遠

回りしている分は国が負担すべきとか、乗客

の運賃に低減をさせて、そこをどうするのか

ですね、もうちょっと流通コストの問題につ

いては真剣に考える必要があると思うんです

が、そこらへん含めて答弁お願いします。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

まず繰越明許費での財政の影響ということ

についてお答えします。繰り越して財源に影

響があるかということについては、影響がな

いと考えております。ただ、繰越事業が、そ

の途中で変更があった場合とかにおいては影

響が出る可能性はあります。例えば道路につ

きましては法線を変更した時に、用地が余分

にかかったりということになれば、そういう

補償分については補助対象になりませんの

で、一般財源で対応しないといけないという
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ふうなことも可能性として起こってきます。

ただ、計画通り進めば影響ないと思っており

ます。

それから、27ページの方の電算機器ですが、

これについては端末が老朽化したり故障した

りということで13台、今回買い換えをする予

定であります。それで、リースについてはや

っぱり利息が発生しますので、購入した方が

有利だという判断で購入ということになって

おります。

それから、32ページからの繰り出しの方で

すが、国民健康保険と老人特別会計の繰り越

し、当初予算の編成においては１カ年予算を

見込んでいるわけじゃなくて、前年度の額を

当面計上しようという考え方でやって、補正

でその医療費の決定において増額していくと

いう考えで当初予算を計上した関係上、そう

いうかたちになっております。

それから、41ページからの財源内訳ですが、

この件については、一項目で考えた時には非

常に一般財源が増えているということになる

んですが、この項目に現れない、補正で現れ

ない項目もあって、どうしても財源内訳はこ

ういうふうな表現にしかならないということ

で、こんなに一般財源が増えるかということ

になるんですが、全体的に判断しないとこの

補正の状況の中ではちょっと説明しにくい部

分がありまして、全体で判断しないと説明出

来ないということです。これについては９ペ

ージあたりの全体の税源内訳の方で判断して

いただければと思いますので、よろしくお願

いします。

○ 議長 仲地宗市

比嘉収納課長。

○ 収納課長 比嘉

先程、平田議員の方からご指摘がございま

した平成16年度決算ベースとの開きについて

ですが、確かに久米島の経済状況から考えま

すと、だいぶ落ち込んでおります。これにつ

きましては法人市町村民税と個人市町村民税

の方で収納課の方としては意見を申し上げた

いと思います。

前年度調停につきまして、法人税につきま

しては約6千200万円の調停がありましたが、

今回は4千万円ということで、約2千万円の調

停減となっております。また、個人の市町村

民税、これは個人の所得に対しての申告に基

づき、収納課の方で抑えた調停なんですが、

これも約200万円ぐらい落ち込んで、結果と

しましてトータルで平成16年度の調停が6億3

千700万円。今回２月末ですが6億600万円と

いうことで、だいぶ久米島の経済状況そのも

のが反映されての数字となっているような感

じが致します。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

37ページについてお答え致します。今回計

上しておりますスクラップ搬出委託料につき

ましては、一般から出ます鉄くずのみの搬出

でありまして、廃自動車につきましては自動

車リサイクル法施行後は、許可を受けた引取

業者が行うこととなっておりますので、町で

はやっておりません。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

離島航空路線について関してですが、確か

に会社の赤字補填ということではなくて、運

航費に対する補助ということになっておりま
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す。先程の質問の中で、最近、とみに時間遅

れが多いということですが、その辺に関して

まだこちらとしても把握しておりませんの

で、最近の状況を調査して対応していきたい

と思います。

それから、あと１点の訓練区域を迂回して

くる部分が町民に負担になっていないかとい

うことの質問ですが、訓練区域を迂回してく

ることによって、どのようなかたちで町民に

負担をかけているかという部分が、まだはっ

きりした数字とかで見えてこないもんですか

ら、それも含めて今後調査をしていきたいと

考えています。

○ 議長 仲地宗市

長井聰助役。

○ 助役 長井聰

平田議員から先程、繰越明許費として8億5

千万円が繰り越された場合、その単年度17年

度ではその経済的影響はないかというご質疑

がございましたが、確かにその期間について

はこれだけの金がそこで執行されないわけで

すから、影響は確かにあると思います。

ただ、これはその17年度で全部執行せず、

18年度に繰り越したかということではござい

ません。17年度に着手をいたしまして、その

期間18年度までいわゆる２つの年度にまたが

って事業が実施されているわけですから、そ

の期間としてはわずかな期間であります。単

年度として、年としてはこれは把握すること

はできません。現在その事業自体実施されて

おりますので、同じ１年間、後半の方ではま

たその分いわゆる経済に波及するという考え

方でございます。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

財源には影響ないという話はわかりまし

た。税務課長の説明の部分で、収納課の方か

らありました町税の落ち込みの部分の説明を

聞いても、島の経済が低迷をしているという

のは皆さん理解できると思うんです。確かに、

当初から複数年計画で１期工事、２期工事と

いう感じで複数年にまたがるときには当然そ

れは分かります。しかし、用地の選定遅れで

着工ができなかったとか、いろんなのが出て

きたときに、当初事業計画で起債の問題とか

いろんなもの含めて単年度事業の投資的経費

がどれぐらいになるんだろうという部分から

比較すれば、当然、単年度での事業計画は自

ずとそこに一定の規制はあると思うんです。

それを繰越明許費で繰越をした時に、例えば

建設業でいえば、前にも工事の平準化の話も

した記憶があるんですが、日当で生活をして

いる作業員は、どんなに稼ごうが自分の日当

以上稼げないんです。ですから工事の平準化

をする、あるいは単年度の事業の中で個人所

得を上げていくとかという部分も税収の増の

一つの方法として、みんなで知恵を出し合わ

ないと、今回みたいな当初計画に対する税収

の落ち込みというものが、そこは目で見えな

いかたちとして、そこに影響はないんですか

というのが一番聞きたかったところなんで

す。

それは当然、個人々の税の単価にも影響出

てくるはずなんですね。個人所得が落ち込め

ば、それは国保の保険料の単価にも影響して

くる。それにプラスして徴収率が低下した時、

特に国保はペナルティが発生してくる。ペナ

ルティで減額になる分は一般財源から繰り出

しをしないといけない。その辺を含めて経済
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的な影響というものは本当に今年度できなか

ったから来年度に継続してやればいいとい

う、それだけで済む話なんですかというのを

私は知りたいわけです。ここはもう一度お願

いします。

あと、航空機の関係はぜひ調査をして下さ

い。他のものは予算委員会もありますので、

これが最終補正になると思うので、18年度予

算と関連させながらいろいろ解明したいと思

います。

先程１点だけ質問するのを忘れたんです

が、今職員の適正配置とか、行財政改革とか

何とかで人員の問題が出ているんですけれど

も、保育所の臨時職員賃金がこの２、３年ず

っともの凄い額の臨時雇用賃金なんですね。

おそらく退職後補充なしでずっと臨時雇で保

育士を雇用している。資格を持っている臨時

雇と資格を持っていない臨時雇がいると思う

んですが、保育士の資格を持っている臨時雇

であれば何名の人間が必要、本職員であれば

預かり定員何名に対して何名の保育士という

国の基準があると思うんですけれども、すご

いですよこれ、33ページ、これ4千500万円で

すか、当初予算、100万円余りの増額ですが、

年間費4千500万円。16年度が決算ベースで4

千280万円ですね。16年度は認可保育所の立

ち上げに向けての事前事業の絡みもあったよ

うな気がするんですが、なおかつ、これで4

千500万円ですね。本当にこれから久米島を

担っていくという一番の源になる保育所で、

あまりにも臨時雇が多いというのは大変だな

と思うんですけれども、例えば福祉行政とし

ての一つのビジョンがあって、こういう臨時

雇体制というもので推移をしてきているの

か、そのへん含めて答弁お願いします。

○ 議長 仲地宗市

長井聰助役。

○ 助役 長井聰

まず1点目繰越明許費の件でございますが、

ご指摘のとおり、これは計画して事業を予算

化するということでありますと、それはその

単年度単年度で着工し完了することが前提で

ございます。しかしながら、先程申し上げま

したとおり、いろいろ理由がございまして、

今回８億円という額が繰越明許費として規定

してございます。今後、計画した事業につい

ては単年度、単年度で実施し、そして完了で

きるよう努めてまいりたいと思います。

２点目の賃金雇用、これは保育所の保母の

賃金雇用が多いということで、将来的な考え、

あるいは構想をもって現在までそういった賃

金雇用をしているかということの質疑だと思

いますが、当然、少子化になってきておりま

す。更には３保育所ある分について、あるい

は認可保育所も今年度から運営されておりま

す。そのようなかたちで公立保育所が３保育

所必要なのか。あるいは現在の職員数からみ

て、保母を採用した方がいいのか、あるいは

保育所数との関連で賃金雇用した方が財政的

に有利かということ。その諸々の観点から考

えて、現在、賃金雇用の方がより妥当な方法

ではないかということで、現在、賃金の保母

を雇用しているところであります。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 11時 58分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時 59分）

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

ニワトリが先か卵が先かというとらえ方を
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してほしくないんですが、少子化という話を

よくするんですね。よく少子化という話を聞

くんですが、その前に子どもを生む若者が減

っていませんか、久米島は。雇用の場がない

ということで、若年層が島を離れていく。若

年層の定住化が低くなっている。若年層の定

住化、そのためには雇用の創出、あるいは住

宅の問題等、課題はたくさんあると思うんで

すね。全国的に若い者が、昔は３名４名子ど

もがいたのが、今は平均1.2名、こういう統

計的な数字での少子化の話ばっかりしない

で、1.2名でも２名でも子どもを生み育てる

若者が、いかにすれば久米島に増えるのか。

教育統合の問題とかいろいろ聞いても、少子

高齢化ということで少子化の話ばっかりする

んですが、単年度単年度で事業を実施すると

いうことは、その単年度単年度、そこに雇用

の場ができるということなんです。そこを意

識すべきじゃないんですかというのがさっき

から私が聞きたいところなんです。それは数

は少ないにしても、若年層の島離れ、それを

いくらかでも歯止めになるんじゃないですか

という気もするわけです。そこらへんはもう

ちょっと考えてほしいと思います。これが１

点です。

２点目は保育所の関係。保育士の関係。労

働力構成も念頭に、職員採用の問題を考えな

いと、先送り先送りでは将来大変なことにな

ると思うんですね。私が今心配しているのは

消防の労働力構成。消防設立した時に採用さ

れたメンバー、定年退職に近いですね。それ

に向けてどうするんですか。展望、中長期的

展望に立って、労働力構成はどうあるべきな

のか、そういうのを議論しないと、将来的に

大変なことになると思いますよ。

ですから、これだけの臨時での保育士雇用

というのは、異常だなという気がするんです

ね。そこを最後に答弁お願いします。

あと１点要望もしておきたいと思います。

航空運賃の関連、鳥島射爆撃場の返還要請の

問題、漁業組合等含めて、外務省に要請をし

ていこうというかたちで行動が出てきていま

す。今から調査をしたいという話が商工観光

課長からありましたが、そこらへんの、今、

航空燃料の原油高による高騰の問題も出てい

ますので、遠回りをすることによる経費の増

による赤字の部分、今後我々にどう跳ね返っ

てくるのか、そのへん要請に行くまでにある

一定の資料を整理して、ぜひ声高に要請をし

ていただきたい。これは要望しておきたいと

思います。最後の答弁お願いします。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

お答えします。ただいま平田議員からご指

摘のございました保育所の臨時職員の数が多

いというご指摘ですが、現在約30名の臨時職

員が保育所で勤務しております。その常勤職

員との比率から見てもかなり高いものがある

ということで、将来の保育所の運営の在り方

をどうするかということです。近々、公立保

育所の民営化がどうかという検討委員会を立

ち上げる予定でありますので、その検討委員

会の中で将来の久米島町の保育行政はどうあ

るべきかということも含めて検討していきた

いと思います。その方向性が決まりましたら、

将来に向けての職員の年齢構成をどう改めて

いくかという課題についてもある程度の方向

性が示せるのではないかと考えております。

消防につきましても、ご指摘があったとお



- 38 -

り、今、年齢構成が非常に団子状態になって、

将来、消防活動に支障があるということも指

摘されておりますので、それを町全体の定員

管理の中で、人事交流等も図りながら将来に

向けて調整を図ってまいりたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 12時 06分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 １時 32分）

午前に引き続き質疑を行います。

３番宮里洋一議員。

○ ３番 宮里洋一議員

29ページの総務費の中で戸籍住民基本台帳

費の13番委託料、04の区長事務委託料が88万

5千円の減になっているんですが、その内容

を説明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里勇町民課長。

○ 町民課長 神里勇

ただいま区長事務委託料の件ですが、これ

は委託の基本額5万円から4万5千円、5千円、

17年は減にしました。その要因で88万円の減

になります。

○ 議長 仲地宗市

３番宮里洋一議員。

○ ３番 宮里洋一議員

これは当初で減にしたんじゃなかったです

か。5千円減にして、32部落で12カ月という

とこれだけになるのかどうか。ちょっと計算

が合わないみたいですが、お願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里勇町民課長。

○ 町民課長 神里勇

当初の予算編成は総務の方で編成をしてあ

りますが、基本契約金額については総務課長

に答弁をお願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

基本については先程町民課長からありまし

たように、３月の時点で区長会にもお願いし

て５千円の減ということで、そして、予算は

組んでありましたので、予算は減にされない

ものが今残って、その基本額の減になってお

ります。差額については、区長のものについ

てはその基本給だけではなくて、世帯割りと

か、そういうようなものも含まれております

ので、実績にあわせての今回の補正というこ

とであります。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

（「進行」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第３号、平成17年度久米島町

一般会計補正予算（第９号）についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 １時 37分）
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○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 １時 39分）

日程第５ 平成17年度久米島町農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第２号）について

○ 議長 仲地宗市

日程第５、平成17年度久米島町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第２号）について

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

○ 議長 仲地宗市

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第４号、平成17年度久米島町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）の説明

を申し上げます。

条文でございますが、第１条、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ486万3千円と定

めます。

第２で、歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によ

ることと致します。

今回の補正は歳入のみとなっております。

４ページをお開き下さい。第２款繰入金、

第１項繰入金で、一般会計から繰入金1万3千

円を減額致します。第６款繰越金において1

万3千円を繰越金として受け入れます。

以上が議案第４号、平成17年度久米島町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

の説明であります。ご審議よろしくお願いし

ます。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第４号、平成17年度久米島町

農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

日程第６ 平成17年度久米島町国民健康

保険特別会計補正予算（第２

号）について

○ 議長 仲地宗市

日程第６、議案第５号、平成17年度久米島

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

○ 議長 仲地宗市

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第５号、平成17年度久米島町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）についてご
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説明申し上げます。

まず、条文でございますが、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ8千903万5千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ11億3千567万4千円と定めます。

第２項歳入歳出の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は「第１表歳入歳出予算補正」によること

と致します。

概要をご説明申し上げます。歳入の方でご

ざいますが、第４款第１項の国庫負担金の補

正前の額、3億3千615万7千円に2千301万4千

円を増額し、補正後の額を3億5千917万1千円

と致します。また、２項国庫補助金の補正前

の額、2億473万6千円から782万5千円を減額

し、補正後の額を1億9千694万1千円と致しま

す。これは財政調整交付金変更申請における

見込額による整理をしております。

第５款の療養給付費交付金を1千万1千円を

増額し、6千228万3千円と致します。これは

現年度分の退職者交付金変更決定通知書によ

り金額の変更があったので増額で計上をして

おります。

第６款の県支出金、第１項県負担金は9万4

千円を増額し、660万5千円と致します。これ

は高額医療の増加により負担金の追加がある

ためでございます。また、同２項県補助金を

115万7千円を減額し、補正後の額を3千940万

円と致します。これは交付金の対象となる保

険基盤安定事業の金額が見込まれるため、都

道府県財政調整交付金が減額補正となってい

るためでございます。

第８款でございますが、638万7千円を増額

し、補正後の額を3千243万2千円と致します。

これは高額医療の増加に伴いまして、国保連

合会からの配分が増加したものでございま

す。

第９款繰入金、他会計繰入金は5千720万1

千円を増額し、補正後の額を1億7千955万2千

円と致します。一般療養費等をはじめとする

医療費が予想以上に増額し、歳出に見合う予

算を確保するために一般会計から繰り入れす

るものでございます。

第10款繰越金は132万円を増額し、補正後

の額を260万3千円と致します。

歳出の方でございますが、主なものを申し

上げます。第１款の総務管理費でございます

が、64万3千円を減額し、補正後の額を2千16

6万4千円と致します。これは職員の人件費等

の整理によるものでございます。

第２款保健給付費でございますが、8千929

万7千円を増額し、6億9千423万3千円と致し

ます。これは平成17年の４月から12月までの

療養諸費高額療養費の実績の平均で、前年度

の医療費の伸び率を乗じた金額を見込んで計

上するものでございます。

第５款共同事業拠出金、38万1千円を増額

し、補正後の額を2千651万3千円と致します。

これは高額療養費の増加による拠出金の負担

額が多くなったためであります。

以上が議案第５号、平成17年度久米島町国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説

明でございます。ご審議よろしくお願い致し

ます。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市
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質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第５号、平成17年度久米島町

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

日程第７ 沖縄県介護保険広域連合規約

の変更について

○ 議長 仲地宗市

日程第７、議案第７号、沖縄県介護保険広

域連合規約の変更についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第７号、沖縄県介護保険広域連合規約

の変更についてご説明申し上げます。

本案は、沖縄県介護保険広域連合の収入役

を廃止し、同広域連合長の職務を明確にする

と共に、地域支援事業に関する事務及び障害

者程度区分審査判定に関する事務を、同広域

連合で処理するため、地方自治法第291条の1

1の規定に基づき、議会の議決をお願いする

ものでございます。

規約の内容でございますが、添付してござ

います新旧対照表もあわせてご覧いただきた

いと思います。

まず、第４条では、これまでの介護保険に

基づく事務に地域支援事業に関する事務等を

加え、第１号として定め、新たに第２号を加

え、障害者自立支援法に基づく事務として障

害者程度区分審査判定に関する事務等を規定

するものでございます。

第５条では、新たに障害者支援事業の実施

に関連する広域連合及び市町村の事務に関す

る改正でございます。

次に第11条でございますが、11条及び12条

では、同広域連合長の職務の明確化及び収入

役の廃止に係る改正でございます。

別表の方でございますが、別表２において

は、文言、字句の整理でございます。別表３

は第17条の経費の規定を明示する表の改正で

ございます。

補則で、規約の施行日を平成18年４月１日

と定めます。

以上が議案第７号、沖縄県介護保険広域連

合の規約の変更についての説明でございま

す。ご審議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第７号、沖縄県介護保険広域
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連合規約の変更についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 １時 58分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 １時 59分）

日程第８ 久米島町情報公開条例につい

て

○ 議長 仲地宗市

日程第８、議案第８号、久米島町情報公開

条例についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第８号、久米島町情報公開制度の制定

についてご説明申し上げます。

町が保有致します情報は町民共有の財産で

ございます。町民からの請求に応じて公開す

ることを実施機関に義務付け、町民の知る権

利を具体的に保障することにより、町民の町

政への参加を推進し、民主的で公正な開かれ

た町政の健全な発展を目指すことを目的にこ

の条令を定めるものであります。

条例の概要を説明致します。第１章は総則

として、この条例の総則的事項について、第

１条から第４条まで定めるものであります。

第２章は情報の公開の請求として、情報の

公開の手順について、第５条から15条までに

定めます。

第３章は救済手続き及び救済機関として不

服申立、情報公開審査会の設置について第16

条から21条に定めます。

第４章は制度運営審議会の設置について第

22条で定めます。

第５章は補則といたしまして、情報公開施

策の推進、検索目録の作成、実施状況の公表

及び規則の委任について、第23条から28条ま

でに定めます。

個別の条文についてご説明を申し上げま

す。

第１条は目的規定の定めであり、条例の目

的を明らかにし、この条例の解釈の指針とな

るものでございます。

第２条は用語の定義の定めであり、この条

例の主な用語であります実施機関は執行機関

に議決機関を加えた町の全ての機関とするこ

とと定めます。第２号においては、公文書の

範囲、その意義を定めてございます。

次のページでございますが、第３条は実施

機関の責務の定めであり、町政に対し町民の

知る権利が十分に尊重されるよう、この条例

の解釈、運用の基本方針を明らかにし、これ

を実施機関の責務と定めてございます。

第４条は利用者の責務の定めであり、情報

公開制度の推進及び利用をしていこうとする

利用者の責任について定めます。

第５条は公開を請求できるものの定めであ

り、この条例に基づきます権利の内容と権利

を行使することが出来るものの範囲について

定め、請求権者は情報の公開を求める全ての

ものと致します。

第６条は公開の請求についての定めであ

り、情報の公開請求に関して具体的な手続き
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について定めます。

第７条は実施機関の公開義務の定めであ

り、原則公開の例外として情報の公開請求に

対し、実施機関が公開しないことが出来る情

報の範囲についても定めます。第１号は、法

令に関する守秘義務情報であります。法令の

定めるところにより明らかに公開できないと

される情報をいいます。第２号は個人識別情

報であり、個人のプライバシー保護の観点か

ら、個人が識別され、また、識別され得る情

報をいいます。但し、法令等の定めるところ

により、何人でも閲覧することができる情報

や、実施機関の職員の職務に関する個人情報

等は公開することと致します。第３号は事業

活動情報であります。法人等又個人の事業に

関する情報であって、公開することにより競

争上又は事業運営上の地位等が明らかに損な

われると認められる情報をいいます。但し、

事業活動が違法、不当な場合に限らず、適法

妥当な事業活動に基づくものであっても、市

民の権利、利益等に重大な侵害を加えるよう

な場合は、公益上これを公開するものと致し

ます。第４号は行政の執行に関する情報で、

国と協力関係情報で、国等との協力関係を確

保する必要のある情報や行政内における審

議、検討、調査、監査及び入札、執行などに

ついて公正な意思決定を担保する必要のある

意思形成過程情報、更には公共の安全等秩序

の維持を確保する必要のある情報や、町の行

う事務事業の公正又は円滑な運営を確保する

必要がある情報として規定してございます。

次のページをお開き下さい。第８条は部分

公開についての定めであります。請求された

情報に非公開部分が含まれている場合は可能

な限り非公開部分を除いて情報の一部を公開

するとして定めてございます。

次に、第９条は請求に対する決定等につい

ての定めであります。情報公開請求に対する

公開の可否を決定する場合はその旨を書面に

よって通知するものといたしてございます。

第10条は公開決定等の期限の定めで、公開

の日から原則として15日以内に行うこと。や

むを得ない事情がある場合は最大30日以内と

するとし、遅滞なく延長の理由を書面で通知

するものとして規定してございます。

第11条は公開決定期限の特例の定めであり

ます。公開請求の公文書が著しく大量で、事

務に支障が生じる場合の公開についての定め

であります。

先程ご説明いたしましたが、訂正を申し上

げます。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ２時 08分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ２時 10分）

長井聰助役。

○ 助役 長井聰

先程ご説明申し上げましたが、８条は部分

公開についてでございます。

そして、９条は公益上理由による裁量的公

開ということで、公開請求者に対して当該公

文書を公開することが出来るという規定でご

ざいます。

次、10条、公文書の存否に関する情報とな

っております。

次、公開請求に対する決定等でございます

が、公開文書を決定した場合は公開請求者に

その旨公開の実施に関する規則で定める事項

を書面で通知するということでございます。

次、第12条でございますが、公開決定の期
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限の定めでございます。請求の日から原則と

して15日以内に行うこと、やむを得ない事情

がある場合は最大30日以内とし、遅滞なく延

長の理由を書面で通知するものを致します。

次、13条でございますが、公開決定等の特

例の定めでございます。公開請求の公文書が

著しく大量で、事務の執行に支障が生じる場

合は公開について実施及びその方法について

の定めでございます。

次、14条でございますが、第三者に対する

意見書提出の定めであります。第１項で請求

に係る文書に国、地方公共団体及び公開請求

者以外の第三者の情報が記録されている場合

は、当該第三者の意見の機会を与える規定で

ございます。第２項では第三者に関する情報

文書を公開しようとする場合には、人の生命、

健康及び生活の保護をするため公開すること

が必要と認められるときは、公開決定に先立

ち、第三者に対し意見の提出の機会を与える

とする定めであります。

次のページをお開き下さい。第３項では第

三者が当該情報文書を公開に反対する意見書

を提出した場合は、公開決定の日と公開実施

の間に２週間をおかなければならないとし、

第三者に対し公開決定した理由を書面で通知

するものとしてございます。

第15条でございますが、公開の実施につい

てで、第１項では公開を決定した時は請求者

に速やかに公開することとさだめます。第２

項では公文書の公開方法を規定してございま

す。

第16条でございますが、他の法令等との町

政の定めであり、他の法令等で閲覧などの手

続きが定められている情報及び市民の利用の

に寄与することを目的で管理している情報に

つきましては、この条例を適用しないことと

定めます。

第17条でございますが、17条は費用負担の

定めで閲覧による方法は無料とし、第２項に

おいて、この条例による情報の写しの作成及

び送付に要する費用は請求者の負担とするこ

とと定めてございます。

次、第18条でございますが、18条は審査会

への諮問の定めで、情報の公開請求に対して

実施機関が行う処分について、行政不服審査

法の規定による不服申立を行うことができる

旨を確認すると共に公開の請求が拒否された

場合においても、公平な第三者的機関による

迅速な審査を保護することと定めてございま

す。

第19条は前条の規定により諮問した場合に

は１号から３号までに掲げるものにその旨の

通知をすることを定めてございます。

次、第20条でございます。第三者からの不

服申立を棄却する場合等の手続きの規定でご

ざいます。

第21条、情報公開個人情報保護審査会につ

いての定めであり、審査会の位置並びにその

組織及び運営についての基本的事項について

定めます。審査会の委員は町長が委嘱し、任

期は２年、３人の委員で組織するものと致し

ます。

次に、22条は審査会の調査権限の定めで、

諮問長に対し、当該公文書の提示を求めるこ

とが出来るとし、不服申立に係る事件の当事

者又は諮問長に意見書や資料の提出を求め、

適当と認めるものに陳述を求めるなど必要な

調査について定めてございます。

次、23条は委任の定めで、第３章に定める

ものが審査会等に関する必要事項は規則に委
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任する規定であります。

24条でございますが、情報公開個人情報保

護制度運営審議会についての定めでありま

す。審議会の設置は設置並びにその組織及び

運営についての基本的事項について定めま

す。審議会の委員は町長が委嘱をし、任期は

２年、10人以内の委員で組織することと致し

ます。

25条は情報公開の推進についての定めで、

実施機関は町政に関する情報が町民が容易に

得られるなどして、情報公開の推進に努める

と共に実施機関相互間の協力にも努めるもの

とする規定でございます。

26条では情報公開制度の市民に分かりやす

く利用しやすいものとするために、実施機関

に対して検索目録を作成しなければならない

とする定めでございます。

27条でございますが、運用状況の公表につ

いての定めでございます。制度の適正な運用

を確保するため、実施状況の公表について定

めてあります。

28条は町の出資又は出資する法人、その他

財政的な援助を行う団体もこの条例の基づき

情報公開を必要な措置を講じるよう努めるも

のと定めてございます。

29条は指定管理者の情報公開でございま

す。指定管理者は、この条例の趣旨に則って、

必要な措置を講じるよう努めなければならな

いと定めてございます。

30条でございますが、先程申し上げました

町長の助言等でございます。町長は実施機関

に情報公開について報告を求め助言すること

ができるという機会でございます。

31条は委任の定めでございます。この条例

に定めるものか必要事項は規則に委任する規

定でございます。

附則第１項におきましては、この条例は平

成18年10月１日から施行するものと致しま

す。第２項１号においては、この条例の施行

の日以降に作成し又は取得した公文書につい

て適用することと致します。２号におきまし

ては、この条例施行日前に作成し又は取得し

た公文書であっても、目録等が整備完了した

情報について適用することと致します。

以上が久米島町情報公開条例についての説

明であります。ご審議よろしくお願い致しま

す。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

２、３点お願いします。目的の部分で町の

諸活動を町民に説明する責務、それが全うさ

れるようにしたという部分があります。しか

し、請求をした公開請求に対して情報を公開

するという１つの部分と、補則の部分でいっ

ている部分がこの説明責任を全うする施策な

のか、目的を達成するための説明責任の部分

がどうもはっきり見えてこない気がするんで

す。どの部分が、補則の部分で表現している

部分なのか、説明責任の部分と条例の中身の

部分での説明を分かりやすくお願いしたいと

思います。

次に、出資法人等の情報公開、これは例え

ばオーランドみたいに第三セクターでやって

いる法人を想定しているのか。その他にも出

資をしている法人というのはいくつかあると
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思うんですね。ここで、必要な処置を講じる

とか、そういう感じはあるんですが、規則で

定めるという分があったような気もします

が、この出資法人というのはどこどこを想定

しているのか。実施機関がやるということに

なるのか。実施機関というのは当然執行部に

なると思うんですが、そこと出資法人との関

連ですね。

適用区分で気になるのは、目録等が施工日

以前のものは目録等が整理されたものに限定

されていますよね。一番最後のページです。

２号の部分、施行の日以降に作成したものは

当然目録は整理されているという前提になっ

ていると思うんですけれども、以前のものは

目録が整理されたものとなっているんです

ね。施行日は10月の１日になっていますね。

なぜ10月１日なのかというのも不思議なんで

すけれども、通常だったら条例を制定したら

区切れのいい４月１日からとするんですが、

10月までの半年間はこの目録の整理期間とい

う位置づけもあるのか。逆にいえば10月１日

以前のものは目録が整理されていませんとい

うことで、公開請求が却下される、拒否され

るという可能性があるわけですね。10月１日

までにその目録はピシャッと整理するという

前提なのか。そこらへん説明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

１条の目的の件ですけが、この情報公開に

ついては請求があったものに対しての公開だ

けではなくて、今現在でもやっている住民の

請求によらないものですね、法令等に基づい

て義務的に情報の公表をしているものとか、

それから、自主的な情報の提供等、情報公開

に努めなさいということの、この条例の目的

となっております。

それから、出資法人についてですが、出資

法人の対象については規則等で定めるという

ことになっておりますが、主に第三セクター

とか、25％以上の出資ですね、そういうとこ

ろを対象にということで検討をしておりま

す。それと補助金の出しているところとか、

例えば久米島物産公社は今25％です。オーラ

ンドは57.2％とか、農業開発組合は50％とか、

そういうかたちのと、それから補助金を出し

ている社協とか土地改良区とか、そういうと

ころが対象に今後なると思います。それ以下

については対象にはならないのではないかな

と。例えば久米島空港ターミナル株式会社と

か、そこについては12％とか、そして、久米

商船には15％とか、そういうかたちで25％以

上ということを対象ということで検討をして

おります。

それから、適用区分ですが、今現在でも多

くの情報は公表公開の機会をつくっていこう

ということでやっております。この条例に関

して、請求に関してのものがまたこの条例に

よって入ってきますので、その庁内での周知

期間とか、各課での準備態勢とか書類の整理

とか、そういうことも含めまして施行期日を

10月１日ということで今やっております。そ

して、対象としましてはより万全に書類は整

理できたものは責任をもって公開していくと

いうことの趣旨から、今10月１日以降の文書

を対象にすると。それ以前のものについては

より早く整理をして、整理の段階でないにし

ても公表できるものはやっていきたいと考え

ております。

○ 議長 仲地宗市
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９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

再度確認したいんですが、出資法人では25

％とある一つの明確な物差しをもっているの

ですが、特に説明責任の関連では地方分権法

の関連、三位一体関連でいろんな施策が国の

施策と関連しており、議会の場でも同僚議員

含めてこの間ずっと問題提起されてきたのが

説明責任の課題ですね。その部分が先程の答

弁でいえば第５章補則の25条から26条にかけ

ての部分と理解しているんですが、この中で

はあくまでも、努めなければならないという

単なる努力義務の条例なのか。そうじゃなく

てもっと広く、例えば議会の会議録とかも、

区長さんには配布していますが、各地域の公

民館にその会議録等を置いておき、住民がそ

こで閲覧することができるとか、あるいは町

の広報も各家庭に配っているが、いろんな団

体含めてどうなんだろうかとか、あるいは町

のホームページにいろんなかたちでの工夫は

できると思うんです。それを含めて施策が実

施に移されるときに、説明責任というものは、

単なる努力義務じゃなくて、本当に住民参加

を求めるのであれば、説明責任は当然の行為

だという、そこらへんの気持ちがあるのかど

うか。そこをぜひお願いしたいと思います。

あとは10月１日までに出来るだけ公開に向け

ての条件整備をしていく、資料の整備をして

いくとか、ここらへんもぜひ徹底していただ

きたいと思います。最後にその１点だけ答弁

お願いします。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

ここ２、３年、より町のもっている情報、

職員の給与とか、いろんな財政とか、そうい

うものに関してもより透明化といいますか、

町民に公表するように努めております。そし

て、この条例を制定することによって町民の

知る権利を保障していくということも合わせ

て、ぜひそれを受けて、町民の目線とか外部

の目線を意識しながら業務の執行に努めてい

き、またその内容等も町民と共有できるよう

な状況等をよりつくっていきたいと思ってお

ります。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

公文書という範囲で、それがどうも私には

理解できないんですが、そこに定義で公文書

ということは実施機関の職員が作成し、又は

取得した文書、図面及び電磁的記録であって、

当該実施機関の職員が組織的に用いるものと

して、当該実施機関が保有しているものをい

うと、こういう定義をされているわけですが、

つまり職員が仕事上今まで使っている公図で

すね、固定資産評価する公図とか、そういっ

たのはその公文書の中にはいるのか。それは

あとに整理して10月１日から公文書として取

り扱うのか。

あと、公開請求の手続きにはそういった様

式等とかも備わってなければならないと思い

ますが、そのへんは規則でちゃんとうたって

この条例が走っていくものと理解しておりま

す。そのへんは10月１日までに整理してやる

のか、ご説明お願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ２時 36分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ２時 37分）
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平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

登記所が証明している公図がありますが、

それについては役場の方にも資料としてあり

ます。そういう資料も含めて公文書になりま

す。

公文書を請求する場合の様式等について

は、規則で準備をしております。それも併せ

て条例の施行に伴って、また規則の施行も図

っていきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第８号、久米島町情報公開条

例についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ２時 39分）

○ 議長 仲地宗市

引き続き会議を開きます。

（午後 ２時 53分）

日程第９ 沖縄県市町村総合事務組合規

約の変更について

○ 議長 仲地宗市

日程第９、議案第９号、沖縄県市町村総合

事務組合規約の変更についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第９号、沖縄県市町村総合事務組合規

約の変更について、提案理由のご説明を申し

上げます。

本案は市町村の廃置分合に伴い沖縄県市町

村総合事務組合の構成団体の数が減少するた

め、選挙区の変更及び議会議員定数を削減す

るため、地方自治法290条の規定に基づき議

会の議決をお願いするものでございます。

規約の内容変更でありますが、添付してご

ざいます新旧対照表の方も併せてご覧下さ

い。

第５条第１項で組合議会議員の定数を16名

から12名に改正するものでございます。別表

第３においては、これまでの５つの区に区分

されていた選挙区を、市区と町村区の２つの

選挙区に改め、議員定数を市区４人、町村区

８人に改める改正でございます。

規約の施行月日は平成18年６月１日であり

ます。

以上が議案第９号、沖縄県市町村総合事務

組合規約の変更についての説明であります。

ご審議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市
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質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第９号、沖縄県市町村総合事

務組合規約の変更についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

日程第10 久米島町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例

について

○ 議長 仲地宗市

日程第10、議案第15号、久米島町特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第15号、久米島町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例についてご説明申し上げます。

本案は現行の旅費の実態を考慮し、条例の

一部を改正するものであります。２ページ目

の新旧対照表もご覧下さい。

７条の別表中、宿泊料について、甲地方の

宿泊料を2千800円減額いたしまして1万2千円

とし、乙地方の1万3千300円を2千300円減額

し1万1千円とし、県内を2千800円減額し7千

円に改め、嘱託料800円を減額し2千200円に

改めるものであります。

備考で宿泊料については、宿泊施設の領収

書添付を義務付け、領収書添付がない場合は

半額支給とする旨の定めでございます。施行

期日は平成18年４月１日と致します。

以上が議案第15号、久米島町特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の説明であります。ご審

議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

まず、宿泊料の算出根拠ですが、前の説明

では他の離島町村のものも参考資料であった

んですが、この算出根拠とその考え方をもう

一回説明して欲しいんですけれども。

それと、宿泊料については宿泊施設の領収

書の添付を要する。但し、添付できない場合

には半額を支給するという部分、これの考え

方ももうちょっと整理してもらえませんか。

領収書を添付して宿泊実費という考え方なの

か、その半額という部分の整理をしないと、

領収書を添付したけれども、例えば宿泊費は

６千円のところに泊まりましたといったとき

に１千円の差が出ますね。そのへんの考え方

をはっきりさせてほしいという部分がありま

す。

県内と県外の違い。これも従来と同じです
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が、甲地方、乙地方とか、地域性を備考の部

分で書いてありますが、そこの地域設定の考

え方。当初のそれを考えた時代と今の時代、

地域事情というのはかなり違うと思うんで

す。交通網の整備の部分とか、そこらへんの

関連も含めて、全体的にもこの際だからメス

を入れる方がいいのか、そのへんを含めても

うちょっと分かりやすく説明してもらえませ

んか。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

県内の７千円の査定根拠については、前に

資料等でお示ししましたが、周辺離島におい

ては6千500円とか、６千円とかそういう実情

があります。宮古とか石垣については８千円

とか7千500円とか、そういうふうな実情があ

ります。それは周辺離島、また他の離島等の

状況ですが、実態ということを申し上げてお

りますが、例えば自治会館クラスで、中クラ

スというお考えでいいと思います。そこが6

千700円の程度ということもあって７千円が

現状のところは適当じゃないかという実態も

含めて、そういうかたちでの数値の設定とな

っております。

それから、県外の件ですが、いろいろ県外

について出張頻度等とか、その土地勘とかそ

ういうような状況等もあると思います。県内

でしたらどこにどういうホテルがあるとか、

宿泊所があるとか、そういうところをつかん

でいて、より利用しやすいということだと思

いますが、県外についてはそういうことも考

慮して、今出張で行った場合にはだいたいそ

このクラスの宿泊所等を選択しているという

ような、その実態状況からして、県内とは異

なった宿泊料の設定ということになっており

ます。

それから、領収書の添付ですが、宿泊料に

ついては実費ではなくて定額と。今示してい

るものの定額ということです。領収書を添付

したら、例えばそれ以上の所に泊まっていて

も定額の７千円ですよと。本島の方にお家が

あるなり、アパートがあるなりで、その固定

の宿泊所を利用しない場合には領収書が取れ

ませんので、そういうものについては定額の

半額を支給しますということで、領収書添付

については実費ということじゃなくて、宿泊

所に泊まったか泊まらなかったかということ

の判断にするということの意味です。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

それは分かりました。あと１点、これは後

払いに変更するということになるんですか、

旅費の。その領収書を添付し、旅費を前払い

して後日精算というかたちになるのか。領収

書を添付して半額というのであれば、当然領

収書でチェックをして返納事務が出るのか、

あるいは後払いなのかによって業務量が違っ

てくると思うんですが、そこらへんの考え方

はどうなりますか。最後にそこを教えて下さ

い。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

現在も行われておりますが、これについて

は概算も出来るようにしていきたいと思いま

す。そして、必ず精算をしなければいけない

かということですが、領収書の添付になりま

すので、そのものを変更がある場合は又精算
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もということで、今と変わらずにということ

になります。

○ 議長 仲地宗市

他に質問はありませんか。

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

ただいまの宿泊費の領収書の件ですが、こ

れは非常勤の公務員と常勤の公務員との取り

扱いは異なるんじゃないかと思いますが、そ

ういうのをはっきりうたって改正にするとい

うことですか。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

旅費の規定については議員の費用弁償につ

いても、常勤の特別職に準ずるということで

条例でなっていますので、自ずとその特別職

の常勤のものの条例が改正された場合には、

非常勤の方たちについても同じように適用さ

れます。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第15号、久米島町特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例についてを採決しま

す。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ３時 10分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ３時 14分）

日程第11 久米島町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例

について

○ 議長 仲地宗市

日程第11、議案第16号、久米島町職員等の

旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第16号、久米島町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。

第７条の別表中、宿泊料についてでござい

ますが、甲地方を1万2千円に、乙地方を1万1

千円にし、県内を7千円に改め、嘱託料を2千

200円と改正致します。

備考で宿泊料については、宿泊施設の領収

書添付を義務付け、領収書添付がない場合は

半額支給とする旨の定めでございます。施行

期日を平成18年４月１日と致します。

以上が平成16年久米島町職員等の旅費に関

する条例の一部を改正する条例の説明であり

ます。ご審議よろしくお願い致します。

（長井聰助役降壇）
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○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

１点だけ、直接それと関連するかどうか疑

問ですが、最近職員の日帰り出張がかなり目

立つ気がします。最終便で日帰りで帰ったと

きに、勤務時間との関連、そこらへんがどう

なのかなというのが気になるんですが。

それと、金曜日に宿泊出張でも帰りが土曜

日だという部分もありますね。これは代休措

置なのか、あるいは時間外の措置がされてい

るのか、このへん労働条件との関連でそこら

へんどうなるのかと思って、いい機会ですか

ら教えて下さい。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

まず、旅行の場合、出張の場合、勤務時間

の取り扱いについて、これは原則として出張

の場合は正規の勤務時間を勤務したものとみ

なすという規定になっております。例えば、

特別に出張を命ずる時点において、土曜日、

あるいは日曜日の勤務があらかじめはっきり

していて、なおかつこれを証明する書類があ

る場合は時間外勤務の取り扱いをすることは

可能であります。原則は正規の勤務時間をし

たものとみなすという規定になっております

ので、例えば、日帰り出張の場合の５時過ぎ

て帰ってくることにはなりますが、これは通

常勤務をしたものとみなしますよということ

です。帰りが土曜日に当たる場合も同じよう

な扱いになっております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

1,000㎞というのは旅行行程の1,000㎞です

か。必然的に久米島ー那覇であれば100㎞で

すよね。それは一泊して翌日帰るという話を

した時に、当然勤務したものとみなすという

ことですか。みなすということで、通常勤務

というかたちであれば、時間外の対象になる

ということですか、勤務とみなすということ

は。それとも、例えば代休にするのか何か別

にして、その１日は勤務したものとみなすと

いう、時間外が適用になるということですか。

もうちょっとはっきり教えてくれませんか。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

お答えします。まず、みなすというのは、

仮に実際その勤務時間に実際の勤務時間が足

りない場合にも勤務したものとみますよとい

うことです。逆に実質的にオーバーしている

場合もその８時間を勤務したものとみなしま

すよということで、これについてはなぜそう

いう取り扱いをしているかといいますと、こ

の官公所を離れて旅行する場合、そこまで管

理監督者の管理権限が及ばないということ

で、これは職員を信頼して、それは足りない

場合でも足りるものとみなしますよと。ある

程度オーバーした場合でも、これは正規の勤

務時間を勤務したものとみなしますよという

扱いでございます。

それから、必ずしも時間外は全く支給でき

ませんよということでもありません。これは

先程も申し上げたとおり、あらかじめ、例え

ば日曜日に那覇での調整会議が入っている

と。どうしても日曜日じゃないとできないと

いった場合、あるいはそれが事前に分かって
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いる場合、あるいは復命書とか、向こうの会

議資料等で、向こうで勤務したことが明確に

証明できる場合は時間外支給も可能ですよと

いうような扱いとなっております。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第16号、久米島町職員等の旅

費に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 仲地宗市

挙手多数であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

日程第12 久米島町議会議員の報酬、費

用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例に

ついて

○ 議長 仲地宗市

日程第12、議案第17号、久米島町議会議員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第17号、久米島町議会議員の報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。

沖縄県町村特別職給与等基準設定審査委員

会の答申に基づき、町議会議員の報酬月額の

減額措置を講ずるため、条例の一部を改正す

るものでございます。

対照表の方も併せてご覧いただきたいと思

います。

第２条第１項についてでありますが、議長

の月額報酬を26万6千円を26万5千円に改め、

副議長の月額報酬22万1千円を22万円に改め、

議会議員月額報酬20万5千円を20万4千円に改

めるものでございます。

施行期日を平成18年４月１日と致します。

以上が議案第17号、久米島町議会議員の報

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例の説明であります。

ご審議よろしくお願い致します。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ３時 25分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ３時 26分）

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

提案理由の中で、答申に基づきという理由

でありますが、どのような根拠でこのような

答申で、この26万6千円から5千円に1千円の

引き下げ。それとまた、議員と議長、副議長

は1千円の引き下げですが、常任委員長の方
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はそのまま据え置きになっています。今回の

今朝いただいた資料ですが、３月１日現在の

資料の中で、常任委員と議員の格差について

調べてみましたが、１万円から２千円の格差

があります。１万円の格差があるのは町村で

30町村のうち常任委員を置いている24町村、

６町村は置いてないみたいであります、この

資料から見ると。その中で１万円の格差が４

町村、９千円の格差が３町村、８千円の格差

が８町村、７千円が４、６千円が１自治体が

あります。３千円の格差があるのが２自治体

です。２千円が２ということで、24の内訳に

なっていますが、久米島町においてはこれま

で３千円の格差でありました。これは据え置

きして４千円になるんですけれども、その中

では久米島は格差がない方で、そのまま据え

置きになったかなと思います。そこのところ

をちゃんと説明していただきたいです。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

特別職の報酬、給与等につきましては、職

員でしたら人事勧告に準ずるということでや

っております。特別職については、町村会含

めて、全体の審議会に一任ということで、そ

こから出されたものに準じて今行っていると

ころです。他の市町村については、それを基

礎としますが、その各市町村のいろんな財政

事情とかそういうものによって下げたりとか

という部分はあります。殆ど今、本町におき

ましては、その審議会の答申に沿ってやって

いるところであります。

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

誤解のないように、審議会の答申の中でこ

の常任委員のものが据え置きされているの

が、そこが少し誤解を招くところがあります

ので、今数字申し上げたんですが、そういう

ことも考慮して据え置きになっているのかと

いうことを、そこで答弁できますかどうか。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

これについては、どういう具体的な理由で

この金額が据え置きとか設定になったとかい

うことはこっちでは理解をしておりません。

その答申に沿ってということで今までされて

おりますので、そういうことで今回の上程と

いうことになっております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

１点だけ、私は以前から疑問に思っている

んですが、これは議会の中で議論すべきなの

か、皆さん含めて議論すべきなのかちょっと

分からないので、いい機会ですからちょっと

聞いてみたいんですが、議会だよりが発刊さ

れまして、今かなり定着をしている。広報特

別委員会という位置づけになっているため

に、委員会の設置の段階から特にそこらへん

の議論がなされていないでずっときているん

ですが、議会の中で議論すべきなのか、条例

の中に特別委員会でも広報特別委員長の報酬

というものは条例化できないものか。今、実

際に常任委員会より、議会終わったあとにや

ったり、その議会だよりの実際の発行を各住

民の家庭に配布するまでの間、事務局まかせ

ではなくて、特別委員会を中心にして、原稿

の整理をしたり、初稿の校正をしたり業務を
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している。そこらへんの部分は今後の課題と

して、どういうかたちで議論をした方がいい

のか、皆さんの中でそういう考え方があれば

示してもらいたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

今の提起について、これまでも事業実施と

か、また条例等の改正とかについても、協議

会においてその機会を設けさせていただいて

おります。そういう機会を要して、議会の方

から取れる情報、議会で取れる情報、そして

私たちで取れる情報等を持ち寄って、そうい

うことについての検討ができたらなと思って

おります。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ３時 32分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ３時 33分）

他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第17号、久米島町議会議員の

報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

日程第13 久米島町辺地総合整備計画の

変更について

○ 議長 仲地宗市

日程第13、議案第18号、久米島町辺地総合

整備計画の変更についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第18号、久米島町辺地総合整備計画の

変更についてご説明申し上げます。

本案は辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別措置等に関する法律第３

条第５項の規定に基づき、議会の議決をお願

いするものでございます。

変更の手続きは事業の追加又は中止、大幅

な事業量の増減など、計画全体に及ぼす影響

が大きいものについて行われ、県知事と協議

をした後、町議会の議決を経て国の関係機関

に報告する流れとなっております。また、計

画にない事業は地方債、これは辺地債でござ

いますが、も充当できないこととなっており

まして、今回変更するものであります。

計画は宇江城、比嘉、儀間、仲泊、西銘の

５つの辺地の区分がございます。今回は比嘉

辺地と西銘辺地を変更するものであります。

内容といたしましては、事業の追加による変

更となっており、１ページの比嘉辺地、これ

は３公共的施設整備計画の一覧表でございま

すが、その中で一番上の方に掲げてございま

す電気通信施設を新たに追加してございま

す。また、それに伴い事業費及び辺地対策事

業債の予定額が増額となっております。
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次、３ページですが、この３ページの上段

にございます電気通信施設で、これは括弧し

まして（離島地区ブロードバンド環境整備事

業）でございます。を新たに追加してござい

ます。また、それに伴い合計の事業費が増額

となっております。

次に４ページをご覧下さい。これも３ペー

ジと同様、変更後の方に電気通信施設と離島

地区ブロードバンド環境整備事業として追加

変更となっております。

次に５ページの西銘辺地の方をご覧下さ

い。西銘辺地の３番目３公共的施設整備計画

の中の一覧表でございますが、農業経営近代

化施設と、これは下段の方に新たに追加して

ございます。また、それに伴いまして事業費

及び辺地対策事業債の予定額が増額となって

おります。

次に７ページの方をご覧下さい。７ページ

の辺地別公共的施設整備計画の概要の変更の

方でございますが、これも農業経営近代化施

設ということで、これはカンジンダムの建設

負担金でございます、を新たに追加してあり

ます。また、それに伴いまして合計の事業量

が増額となっております。

８ページをご覧下さい。８ページも申し上

げましたとおり、農業経営近代化施設として

の県営カンジンダムの建設負担金が新たに加

わって追加に伴う変更となっております。

以上が議案第18号、久米島町辺地総合整備

計画の変更についての説明でございます。ご

審議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第18号、久米島町辺地総合整

備計画の変更についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

以上で本日の全日程は終了しました。

これで散会します。

(午後 ３時 43分)
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(午前10時 開議）

○ 議長 仲地宗市

おはようございます。これより本日の会議

を開きます。

日程に入る前に報告します。

太田正己さん、本間孝武さん、祖根洋子さ

んから会議傍聴の申出がありましたので許可

しました。

以上で報告を終わります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 仲地宗市

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、１番山城宗太郎議員、２

番翁長英夫議員を指名します。

日程第２ 一般質問

○ 議長 仲地宗市

日程第２、ただいまから一般質問を行いま

す。

一般質問の発言時間は、会議規則第56条第

１項の規定によって30分以内とします。

また、質問の回数は一括質問を含め、質問

事項毎に３回まで行います。

順次発言を許します。

６番上里総功議員。

（上里総功議員登壇）

○ ６番 上里総功議員

６番上里です。１点ほど質問したいと思い

ます。

選挙公約について。町長は創造と連帯を基

本とした平和で、活力のある新生久米島町を

めざして、八大政策を公約に掲げて当選して

以来、５月11日には、４年の任期を終え、公

約で「活力」「潤い」「文化創造」の町づく

りを目指した「町民主体」「町民が主人公」

の久米島町政を実現しますとなっている。

自己の選挙公約をどう評価しているのか伺

いたい。

（上里総功議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

６番上里議員のご質問にお答えします。私

は、久米島町の初代町長に当選し、以来、久

米島町民と気持ちを一つにし２１世紀の久米

島町の歴史の幕開けにふさわしい町政発展の

ため新町建設計画に基づき、「活力・潤い・

文化を創造する元気なまち久米島」を基本理

念に計画された各種事業を円滑に推進してま

いりました。

そして、創造と連帯を基本に平和で活力あ

る久米島町実現のため、地域特性を活かした

諸事業の展開を図り、校正公平な行政サービ

スができることを基本に八大公約を掲げ、こ

の４年間町政発展のため取り組んでまいりま

した。

公約に掲げた事業で実現できた事業、継続

中の事業、財政等の事情により実現できない

事業などがありましたが、私としては久米島

町発展のため全身全霊を込めて取り組んでき

たつもりであります。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員

○ ６番 上里総功議員

答弁では、「新町建設計画に基づき、活力、
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潤い、文化を創造する元気な町久米島を基本

理念に計画された各種事業を久米島町発展の

ために全身全霊を込めて取り組んできた」と

述べられている。はたして現在の久米島町は、

活力、潤い、文化を創造する元気な町になっ

ているのか、疑問である。

この４年間で財政は観光振興のために箱物

づくりをした結果、地方債残高は特別会計と

一般会計の合計金額は平成16年度末で約132

億円となり、町民一人当たり約132万円の借

金を背負わされた状況である。今後、地方債

の償還も毎年12億円以上で、平成21年にはピ

ークとなり、14億7千万円となっている。こ

れは将来において町民に負担を負わす結果に

なるのは明らかである。このように財政は破

綻状態になっているのに、選挙公約の「活力、

潤い、文化を創造する元気な町」を実現した

と言えるのか。また、財政破綻になった責任

はどのようにとるのか伺いたい。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

箱物ばかり造ったということですけど、13

2億円は、これの９割、８割は補助事業です。

１千億円余りの事業が私は久米島の発展のた

めに貢献されたと思います。もしこれがなけ

れば、何も事業がないということになりまし

て、果たして今の建設業の皆さんがこれまで

できたかどうかです。しかもこの132億円は7

5％は交付税で返ってくる、さらには地方債、

過疎債も入れると後の１割くらいしか負担し

ないような状況になります。

箱物がないとどうするか。例えば畜産セリ

市場を造ったからセリも４回から６回になっ

た。バーデも赤字だけれども、健康増進、観

光振興のためには非常に助かっているという

ことで、私は今の厳しい財政状況はどの市町

村も同じだと思います。久米島町の平成18年

度当初予算は対前年比で0.9％の減となって

います。さらには他の市町村では予算も組め

ないような危機的状況というような町村もあ

るということを聞いていますので、私は今の

ところ町財政は厳しい状況ですけれども、破

綻にはなってないと考えています。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

今、バーデの件も出ていたんですが、バー

デを造って、最初の目的は、医療費の軽減化

とか観光の誘客の誘致とかということで造っ

たんですが、本当に観光団は増えていますか。

その他に、楽天誘致するということで仲里球

場とか、久米島野球場を造ったんですが、そ

の効果というのはまだ出てないんですよね。

首長というのは、結果責任です。４年間に結

果を出すということで公約を掲げているのに

も関わらず、これだけ、補助事業を使ってい

るから、将来的には大丈夫だという、そうい

う保障はないと思う。はたして、ほんとに将

来を見越して、今まで事業をやってきている

かというのが非常に問題なわけなんです。造

れば観光団も来るだろう、それくらいの認識

しかないんじゃないですか。そういうことで、

これだけの132億円の地方債残高になってい

る。これは由々しき問題だと思います。私の

質問は、これで終わります。

○ 議長 仲地宗市

これで６番上里総功議員の一般質問を終わ

ります。

次に、16番本永朝辰議員。
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（本永朝辰議員登壇）

○ 16番 本永朝辰議員

16番本永です。一般質問を行います。

歌碑建立についてですけれども、現在、島

内各地に現存する歌碑ですね、これは未設置

も含むということですけれども、次の３点に

ついて質問します。

１番目に、歌碑の現在の建立数ですね。そ

れと未設置数。そして今後の設置予定はどう

なっているのか、お伺いします。

（本永朝辰議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

喜久里幸雄教育長。

（喜久里幸雄教育長登壇）

○ 教育長 喜久里幸雄

16番本永朝辰議員の歌碑建立についてお答

え致します。

１点目、歌碑建立については、旧具志川村

が９件、旧仲里村が４件でございます。未設

置数は10件ございます。それから３点目の今

後の設置予定につきましては、財政状況を勘

案しながら順次設置できるよう取り組んでま

いります。

（喜久里幸雄教育長降壇）

○ 議長 仲地宗市

16番本永朝辰議員。

○ 16番 本永朝辰議員

ただいまの答弁につきましては、全部で建

立したのが合計で13件ですね。そして未設置

数が10件ということなんですけれども、この

歌碑につきましては、ぜひ後世に残すために

は建立していただきたいと思います。ですか

ら、例えば旧具志川村時代には毎年１件以上

建立しようということでやってきたんですけ

れども、合併後、１件も建立されておりませ

ん。いろいろ財政面もあって、財政状況を見

ながら随時設置できるようにということなん

ですけど、そこでこの文化財調査審議会で設

置に向けての調整などもしているかと思うん

ですが、これまで何回審議会をもって、この

歌碑の建立の話し合いをなされたか、その結

果をお伺いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

ただいまありましたように、平成17年度は

文化財調査審議委員会を１回開催しておりま

す。その中で文化庁の指定民俗文化財、それ

から答申について、この議題で、仲村渠節と

保持者との関係、また、兼城の獅子舞（保存

団体認定）と白瀬走川節（舞踊）、しゅんど

う（醜童）、そういうのを久米島の無形文化

財として指定すべきである。この２件につき

ましては審議委員会から教育長の方に答申を

しております。ですから、この２件につきま

しては、これからまた指定してもらうという

ふうに考えております。

○ 議長 仲地宗市

16番本永朝辰議員。

○ 16番 本永朝辰議員

ただいまの答弁につきましても、これから

審議会で協議して、ぜひ毎年設置できるよう

に、財政とも調整をなされてやってもらいた

いと思います。

そこで、現在建立したもの、そして未設置

の数ですね、これを一覧表にまとめて、後で

もらいたいと思います。そして、この文化財

審議会のメンバーですね、これは10名以内と

なっているんですけれども、そのメンバーも

一緒に、後でよろしいかと思いますので、作
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ってもらいたいというふうに思います。以上

で終わります。

○ 議長 仲地宗市

これで16番本永朝辰議員の一般質問を終わ

ります。

次に、10番上江洲盛元議員。

（上江洲盛元議員登壇）

○ 10番 上江洲盛元議員

日本共産党の上江洲盛元です。４点ほど質

問したいと思います。

まず１点目に、宇江城城跡の国指定につい

て、宇江城城跡の国指定については、去る９

月議会でも取り上げたが、あれからどのよう

な進展があったかお伺い致したいと思いま

す。

２点目に、海洋深層水温浴施設バーデハウ

スの運営についてであります。現在、身体障

害者の皆さんも入浴されていますが、この人

たちから入浴料の無料化の訴えがあります。

このことについて、町はどうお考えかお伺い

したいと思います。

次に、入浴者数の現状をどう見ているのか。

また、新たな方策で入浴者を増やさなければ

ならないと思いますが、その方策等を考えて

いるのかどうか、お伺い致します。

さらにまた、温浴施設の目的が何であった

のか、今、改めてお伺いしたいと思います。

３点目に、慰霊碑についてであります。昨

年、久米島町は新しい慰霊碑を建立しました。

しかし、犠牲者の中には刻銘漏れがあるとの

ことであります。新たに調査をして刻銘すべ

きだと思いますが、お伺い致します。

さらに旧具志川村の碑が現在の慰霊碑のか

たわらに放置されたままであります。ちゃん

とした何らかの儀式のもとで片付けるべきで

はないでしょうか。お伺い致します。

４点目に、南宋ロマン久米島紫金鉱活用事

業についてであります。１点として、この事

業については、広く町民に知らせるため、フ

ォーラムや講演会等を持つ必要があると思い

ますが、どうお考えでしょうか。

二つめ、この事業は久米島「青瓷の里」構

想を策定することを目的として、有識者、専

門家、技術者等よりなる検討委員会を設置し、

検討しているところでありますが、あまりに

も仕事量が多いため担当職員が四苦八苦して

いる現状のようであります。従って、この事

業を成功させるためにはどうしても一人の専

従職員が必要だと思いますが、専従職員を配

置してはどうかお伺い致します。

（上江洲盛元議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

喜久里幸雄教育長。

（喜久里幸雄教育長登壇）

○ 教育長 喜久里幸雄

10番上江洲盛元議員のご質問にお答えしま

す。宇江城城跡の国指定について。３月２日

に文化庁の文化財調査官と県教育庁の主任専

門委員が来島され、宇江城城跡を綿密に調査

し、国指定文化財としての要件について指導

・助言を賜っております。今後とも国指定の

方向で、国、県、町当局と調整してまいりま

す。

（喜久里幸雄教育長降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

上江洲議員のご質問にお答えします。身体

障害者の入館料無料については、関係者の意
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見を聞きながら今後の課題として検討致しま

す。

２点目について。現状では島内利用者は前

年度に比べて減っております。しかしながら

島外利用者については増えてきているのが最

近の特徴であります。このことは着実にバー

デハウスの知名度が上がってきているという

証拠であり、今後とも島外利用者は増えるも

のと期待しております。現在、オーランドに

おいても、島外利用者が利用しやすい料金体

系を工夫しながら取り組んでおり、行政側と

してもオーランドと連携を密にして積極的に

誘客活動に取り組んでまいります。また、町

民に対してもバーデハウスを利用した健康づ

くりを推進し、町民の声を聞きながら、町民

が利用しやすい環境を随時検討していきま

す。

３点目について。一つ目は、町民の健康づ

くりを目的としています。二つ目は、久米島

の観光の起爆剤となって観光誘客を行い、地

域活性化に貢献することを目的としておりま

す。以上、二つの目的でございます。

次の質問。現在、久米島町遺族会の組織づ

くりの準備をしております。組織ができまし

たら遺族会の中で戦没者の刻銘漏れを新たに

調査するのか検討をしていきたいと思いま

す。

２点目、旧慰霊碑の側には具志川中学校に

慰霊碑があった時の岩石の線香立ても置かれ

ており、遺族の意見等も聞いて碑を片付けて

あります。慰霊碑、線香立てのかたづけにつ

いては、遺族会と検討をしていきたいと思い

ます。

また、工事のために切り土した部分は慰霊

碑の周辺には植栽をしていきたいと思いま

す。

３点目、南宋ロマン久米島紫金鉱活用事業

は、平成17年度及び平成18年度にわたり２カ

年間で行う事業として取り組んでいます。平

成17年度の事業概要としては、検討委員会、

先進地視察、試験研究、試作品制作等々、調

査事業を主とした内容で実施してきました。

平成18年度においては、人材育成事業及び紫

金鉱活用等を中心に行う計画で進めておりま

す。フォーラム及び講演会につきましては、

平成18年度事業の経過を確認しながら実施し

てまいります。この事業の重要性からして専

従職員の必要性を感じておりますが、職員の

配置が可能かどうか検討していきたいと思っ

ております。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

まず、１点目でありますが、城跡の国指定

です。これはおわかりのとおり、久米島にと

っては最高の観光地としてもなっているし、

もう９年間いろいろと発掘したりして修復を

してきていますが、去年も私は質問しました

けど、国との関わり、国指定ですから県と国、

あるいは町が一体となってやるということで

すが、これはやっぱり見通しはどうなってい

るのか、ちょっと心配なんですね。だいたい

そういう方向に捉えていいんですか。指定は

できるというふうな確信的なことが国の方か

ら何か情報が入っていますでしょうか。お願

いします。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信
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先程、教育長の方から答弁がありましたけ

れども、３月２日に国の調査官が来島されま

して、まず最初に具志川城跡、これは現在国

指定ですけれども、向こうのこれまでの工事

状況を視察しております。その中でいろいろ

その史跡の整備に対する町としての取り組み

方、そういったものも指導を受けております。

そして町長表敬を受けまして、宇江城城跡の

現場の方を視察しております。その現場の中

でまた具志川城跡と今現在取り組んでおりま

す宇江城城跡のそういった整備のあり方、町

としての基本的な考え方といいますか、姿勢、

そこらへんのところを現場の方でもいろいろ

ご指導を受けております。そして、それが終

わりまして、役場に戻りまして、それを踏ま

えまして事務的にどういった作業量があるの

か、どういった事務の流れでそういった手続

に向けて取り組んでいけばいいのかというと

ころのいろんな事務調整をしております。

その中で、まず第１点目に、一番、現在、

宇江城は県指定ですけれども、県指定から国

指定に向けて、まず最低限必要なのがどうい

ったものかという話も出まして、まずは現在

国指定の具志川城跡ですけれども、一人で担

当しております。それでもまだ事務的な作業

が遅れがちだと。これは別の国指定を受けて

いる市町村では２人とか３名とか、そういっ

たふうに担当されて整備に取り組んでいると

いう状況の中で、１人でそういった作業を担

当しているということで、非常に事務が遅れ

がちであると。

現にまたこれは、前の会計実施検査の中で

も、これまでの報告書が未作成で、まだ発刊

されてないという、そういった事の指摘も受

けております。ですから現場の保存修理、そ

ういった作業自体そのものはある程度の年次

の計画で取り組みがなされておりますけれど

も、ただ単にそれを発掘作業をして、それを

保存修理するだけがこの国指定、あるいは県

指定の文化財の整備のあり方ではないという

ところを強く指摘されまして、その中にはど

うしても作業した報告書をまとめて、それを

発刊して初めて一つの整備作業が完了すると

いうことを強く指摘を受けております。

ですから、これまで旧具志川村、旧仲里村

のそういった指定の史跡についても同様な指

摘を受けております。ですから、まだまだそ

ういったこれまでの旧仲里村時代の宇江城城

跡の報告書もまだ作成されてないと。やっぱ

りそういうものが18年度、それから19年度に

向けて整備がなされないと、まずは国指定に

向けての協議に入っていけないということが

あります。

２点目は、もちろんその作業の中で対応す

るには、どうしても宇江城城跡を整備してい

く中では、具志川城跡とは別の担当の職員を

置かなければ事務的に不可能であるというと

ころを指摘を受けております。

ですから、こういった二つの条件を提示さ

れまして、それを受けまして、それが町とし

て基本的にそういうものに取り組んでいくと

いう姿勢があるのか。基本的にそういう考え

方があるのかどうか。それを18年度の事業年

度の当時の計画が終わりますけれども、それ

を踏まえまして､随時､国、県ともいろいろ事

務調整をしながら県、それから国の方に打診

をしていくということになるかと思いますけ

れども。

今のような状況の中で、まずそういった条

件がクリアできたとして、平成20年度に向け
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て申請の手続が可能になっていくのではない

かというふうな、この間の１日の国の調査官

からの指導助言でありました。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

９月議会の時に私が指摘したことそのまま

のことが今出ているのは、国指定、今、具志

川城跡そのものが１人の担当職員がやってい

る。宇江城城跡、二つにみれないよというこ

とは、町長は県の担当官から聞いていると思

うんですよ。ですから、専門のそこを担当す

る方が１人しかいない。従って、今さっきも

ありましたように、調査して、まとめて、報

告書を作って初めて県を通して国へ持ってい

って、こういう実態を明らかにして初めてこ

れを文化庁も検討して国指定にするかどうか

の判断材料になると思いますが、これはあの

時に取り上げたのと一緒ですよ。１人の人が

二つを見ることはできないということははっ

きりしているわけですから、そこいらいろい

ろ町としての財源の問題もありますけれど

も、これは人材の問題、これは大事なことで

ありますから、調整しながらぜひとも確保し

て、そこに専念できるような職員を貼り付け

て、こういう久米島の文化遺産を、宝を早く

国に指定して、国のものとして、そうすると

我々町も財政がそんなにつぎ込まなくてもい

いわけですから、そういう方向で考えていた

だきたいと、こう思っています。

次、２点目の海洋深層水温浴施設バーデハ

ウスの運営についてですが、まず１点目に、

身体障害者のものを取り上げました。私もバ

ーデハウスに行きますといろんな方々とお会

い致します。その方々がこういうお願いがあ

って、議会で取り上げているわけですが、ま

ず、島内に３級の方がいらっしゃるし、それ

からリウマチで65歳が本土の方から２泊で来

られた方もいらっしゃいますし、花粉症の方

が神奈川県からもみえたし、花粉症というの

は身体障害とは関係ないと思いますが。それ

から三重県の方から車いすの方が見えており

ます。いずれにせよ、全国的な問題との関わ

りもありますけれども、１人が来るのではな

くて、付き添いもいらっしゃるわけです。

その中でお一人は、滞在期間はどうなって

いるかといいますと、この方は東京からみえ

ているんですが、始めは２週間滞在してかな

り良好になった様子です。東京に帰って担当

の医師に相談しましたら、段々良くなったと。

１カ月くらい滞在してはどうかと、こう言わ

れたそうです。こういう勧めでもって、杖を

ついていた者が、それも段々と良くなって、

場合によっては杖つかなくてもいいというと

ころで、バーデハウス自体が非常にこのよう

に効果があるということです。

そして、ツアーの方、この方は２週間滞在

し、そしてその後に14日間入っていますが、

1万8千円の２回、これはホテルパックとの関

係もありますが、そういうふうに多額の金を

費やしております。それから２月に１カ月間、

いわゆる28日間の方が、ツアーで来て15万2

千800円にバーデハウス代が3万6千円という

ことですけど、18万8千800円で実は本土の方

から来ている方もいらっしゃいます。それか

ら、これはホテルですが、民宿に泊まってい

る方々もいらっしゃいます。

いろいろな方々が、いわゆる久米島のバー

デハウスがいかにいいかということをこうい

う方々もあります。そして付き添いもいらっ
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しゃいますし、そのことについては無料にす

ることが全国にこれが知れわたりますと、全

国からたくさんみえると思いますね。そうい

うふうなことで、そういう方もいらっしゃる

わけですから、そのようにしてぜひとも、話

を聞きますと、全国でそういう例がいろいろ

いっぱいあるそうです。無料で身体障害者の

皆さんを入浴させている、温泉なんかもそう

ですし、私は宜野座の、調べてはありません

が、宜野座のものはどうなっているのかわか

りませんけれども、そういうことがあります。

それから、島内の問題ですが、ちょっと、

島内の利用者が減っていますということで

す。ここに資料も持ってきましたけれども、

これは17年度４月から１月まで、実は私が行

くたびに同じ顔の人たちしか会いません。で

すから、前にも私は提起しました。無料体験

をさせて下さいと。そうすると、10名のうち

７名は来ますよと。６名から７名。あるいは

部落で懇談会開いたらどうかという提案をし

ましたが、答弁はなんでしょうか、「随時検

討いているところであります」と言うことな

ので、これが具体化されないと、私もわざわ

ざ質問、目的は何だったのだろうか、改めて

お伺いしますということです。

観光客多いんです。しかし島内の人々を、

あるいは年配のお年寄りの方々にどう利用し

ていただいて、健康づくりをするかというの

が非常に大きな目的だったと思います。そこ

いらが町として欠けているのではないかとい

うふうに思われます。この資料を見ましても、

実は観光客の方が島内の人よりも多いんです

よ。例えば、この統計を見てますと、累計で

すが、４月から今年１月までですが、入館者

が35,220人に対して町民が14,747名、これは

累計ですよ。観光客は20,473名、パーセント

にしますと42％が久米島島民で、観光客が58

％です。元々は久米島の人が多いのが私は当

たり前だと思っておりましたら、こういう逆

の結果になっています。私たちの造った目的

が半分はいいんですが、半分はなされていま

せん。そして私は非常に心配しています。い

つも顔を合わせている人たちも心配していま

す。実はこれ、倒産しないかなと。

琉球新報の２月19日に、こういうことが書

かれています。これは宜野座のかんなタラソ

沖縄、私ら議員団も見てきました。このよう

な記事が載っています。１千万円の赤字を資

本金から取り崩していると。ちょっと読みま

すと、「島田懇談会事業など、約24億円で建

設されたかんなタラソの利用者数は、開業以

来毎年目標の14万人に達している。しかし施

設管理費がかさむため、毎年約１千万円の赤

字を計上。資本金を取り崩しているのが現状

だ」ということです。島の人たちが非常に心

配しているんです。これをどうするかという

ことを一つ考えていただきたい。こういうこ

とです。

それから、内外からもたくさんいらっしゃ

る方策を考えた場合に、私たちもそちらに方

策としてどういうことがあるか、入っている

人たちが隣に民宿やホテルがたくさんあった

らいつでも出入りできるがなということも絶

えず言われています。今のものも含めて、再

度ご答弁をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

先程上江洲議員がおっしゃったように、現

状としては、確かに町民と観光客は逆転して



- 69 -

います。ということは、やはりバーデハウス

の良さという部分が、島外に関してかなり認

知されてきたのではないかなという部分で、

観光客につきましては、今後、かなり期待さ

れている部分はございます。ただ、町民がか

なり減ってきているというのは何かというこ

とで、そのへんの原因をいろいろ調べている

んだけれども、なかなかわからないという部

分があって、町、そしてオーランドにしても、

いろんなかたちで町民に対してのピーアール

はやっているわけです。例えば、そういうシ

ステムを開発した須藤先生を呼んで講演会を

やったり、町民に対しての特典であります料

金体系の部分で、町民ピーアール用としてチ

ラシで周知させたり、例えば送迎バスを試行

させてみたり、バーデ祭をやったり、いろい

ろなかたちでやってはいるんですけれども、

なかなか町民が来ないと。何が原因かという

のは、まだまだ調査している段階でございま

す。ただ、入っている方々はリピーターがけ

っこうおります。というのは、皆さん当然そ

のバーデハウスの良さというのはわかって入

っているわけですね。それをわからない方々

をどうやって呼び込むかという部分がまだま

だこれからやらなくてはいけない課題だとは

思っております。

それと、奥武島の環境、いわゆる長期的な

宿泊施設があれば島外からも呼べるのではな

いかというお話もありました。確かに先程上

江洲議員からお話があったように、長期滞在

が何名かおられまして、彼らの声も聞いてお

ります。それからすると、ホテル滞在ではな

くて、いわゆるコテージとか近くにそういう

宿泊施設があればかなり島外からも呼べるの

ではないかなという部分で、町ができなけれ

ば民間を入れるとか、それを含めて検討して

いる最中ではございます。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

いろいろといい例を挙げて、ありがとうご

ざいます。身障者については、例えば脳梗塞

で倒れたとか、障害のある方、何名かわかり

ませんけれども、500円でやっています。午

前、午後を問わずオール500円です。それは

バーデハウスの事務所の支配人に届け出て、

その状況を見て、500円で利用できるような

手続でやっております。今のところ無料化と

いうのは大変厳しい状況にあると思いますの

で、できるだけそれに応えていきたいと思い

ます。

それから、本土の方でも長期については安

く料金を設定してやっております。

それから、月２回、レディースデーという

のを設けて、それからメンズデーというのも

設けて、若い人たちも安く入れるような。そ

れから夫婦で１千円ということで、そういう

のもやっております。将来的にはスローツー

リズムというんですか、ゆっくりと奥武島の

自然を満喫しながら、心の豊かさを感じるよ

うなものにしていきたいと思います。

それから、今、千葉県の病院の名前は忘れ

ましたけれども、そこにぜひそういう長期滞

在型の施設を作りたいと。メディカルツーリ

ズムというんですか、またヘルシーツーリズ

ムというんですか、そういうようなことをし

て奥武島のバーデで癒し、それから奥武島の

砂浜とか、そのへんの自然を満喫しながら、

人間性の回復を図っていくというような、将

来、そのへんの取り組みができないか検討を
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していきたいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

身障者も500円だということですが、500円

でも毎日入ると大変ですよ。ですから、少な

くとも当面、そして別の施設、他府県のもの

を調べながら、どういう実態なのか。当面、

500円というのも、例えば１週間に５回行く

と、半分は無料とか、そういう方法も考えら

れるのではないかと。500円というのは65歳

以上の方々の料金ですよね。これは僕もそう

ですけれども、そういうことも含めて検討し

ていただきたいんですが、いかがですか。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

毎回スタンプを押しまして、何回か押され

たら１回は無料という制度もあります。今お

っしゃるように、確かに500円で１カ月する

と1万5千円になりますので、そのへんの割引

がもっとできるかどうか。それと回数券とい

うのもやっていまして、４千円で５枚分、８

千円で10枚と、そういういろいろ施策も講じ

てやっていますので、今後もっといい方法が

あるのか、検討をしていきたいと思っており

ます。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

そういうことで、ご検討をお願いしたいと

思います。次にいきます。

慰霊碑について、昨年から答弁やられてい

ましたけれども、遺族会を合併してからまだ

できていませんが、結成します、しますとい

うことでもうどれくらいの月日が経っていま

すか。これだけでは困ると思うんですよ。早

く結成をして、犠牲者もまだ刻銘されてない

方々もいらっしゃるそうですが、やっていた

だきたい。

それから先程の具志川へ行ってみたらわか

ります。横に転がっていて、旧具志川村の慰

霊碑はかわいそうです。何とかすべきですよ。

次に移ります。

南宋ロマン久米島紫金鉱活用事業について

です。１番の問題は、職員を配置して下さい

ということです。２点目は、いわゆる私たち

議員の中にも十分紫金鉱について知っておら

れない方々もいらっしゃいます。あるいは役

場の職員にもいると思います。ましてや久米

島の一般住民もこのことについておわかりで

ない人たちもいます。

これまで県と進めてきていますが、検討会。

この間、いわゆる静岡県の島田幸一先生、陶

芸家ですが、この方がテレビで２月24日、久

米島の振興について。そして28日にも放映さ

れています。素晴らしい。800年前の南宋時

代に中国でやっていたものが、日本にも15ほ

ど飾られているようですけれども、非常に貴

重なものだと。これは国の内閣府が沖縄の美

ら島、いわゆる沖縄振興計画の中で久米島は

それを取り上げて、既に内閣府として認めら

れているわけです。一島一物語、各離島は何

をするか。久米島は一島一物語、この紫金鉱

でもって、大きいことになると青瓷の里、青

瓷を造ろうと、そのことがひいては別に敷衍

していくことだと思います。一島一物語とう

たわれて、内閣府に認められているわけです

から、これを久米島の一つの目玉としてぜひ

とも成功させていただきたいと思います。
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また、新聞を利用しますが、３月２日の琉

球新報です。小池沖縄担当相が新聞に載って

いるものを見ましたら、離島振興について、

ちょっと読みますと、「美ら島ブランド検討

会議の開催をあげ、沖縄の離島がそれぞれの

魅力を存分に活かし、自信を持ってオンリー

ワンの輝きをはなてるよう、地元の取り組み

を支援する」と伸べている。いわゆる美ら島

ブランド、久米島は一島一物語は青瓷の里で

あります。これをぜひ成功させるために、一

般住民への啓発が必要だと。島をあげて取り

組めるようにしていただきたいなと。これは

大きなブランドになりますよ。これは専従職

員を置くことは検討委員会での会議でたえず

出ている問題ですから、検討委員会の委員長

をなさっている助役からも一言お答え願いた

いと思います。よろしくお願いします。

○ 議長 仲地宗市

長井聰助役。

○ 助役 長井聰

ただいまご質疑のありました南宋ロマン久

米島紫金鉱活用事業の検討委員会ということ

で、これまで４回委員会を持って、その方向

性について検討してまいりました。その中で

いわゆる委員から重要性等々から専属の職員

を配置した方がいいのではないかという意見

も２、３上がっておりました。ただいまその

事業量がどれほどの事業で、兼務でできない

かどうか、まずそのへんも含めて検討してま

いりたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

これで10番上江洲盛元議員の一般質問を終

わります。

休憩します。（午前 10時 50分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時 12分）

引き続き一般質問を行います。

次に、５番宮田勇議員。

（宮田勇議員登壇）

○ ５番 宮田勇議員

５番宮田です。１点だけ質問をします。揮

発油税の減税措置について伴う離島の石油の

価格について。

沖縄県が復帰によって復帰特例措置という

ことで揮発油税が他府県より１リットルにつ

き７円減税措置されております。そしてその

うちから１円50銭、全体で約８億円くらいに

なるそうですが、離島振興策として全離島へ

の石油の海上輸送に当てられているようだ

が、久米島町においては、久米島だけではな

いですけど、本島との石油価格がガソリン１

リットル当たりで約20円以上も高値でありま

す。せっかくの減税措置の恩恵が見えないよ

うであります。原因を調査し、行政指導を行

うべきでありますが、当局の見解を伺い致し

ます。

（宮田勇議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

５番宮田議員のご質問にお答えします。県

においては、離島における石油製品の価格安

定と円滑な供給を図るため、石油製品輸送等

の補助事業を実施し、県内離島への石油製品

輸送経費の全額を補助しています。一方、県

の価格調査員による物価調査によりますと、

昨年12月時点での県内のレギュラーガソリン

１リットル当たりの平均小売価格は、本島の

126円に対し離島平均は141円となっており、



- 72 -

久米島においては142円で16円高くなってい

ます。これは輸送経費以外に、市場規模や経

営効率に起因する離島の物価高要素があるこ

とや、石油製品の販売施設、輸送施設に係る

設備投資、維持管理費があること等によるも

のと考えております。町としましても国、県

とも連携をして石油製品価格の推移に留意し

つつ価格の安定につとめていきたいと考えて

います。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

５番宮田勇議員。

○ ５番 宮田勇議員

今の答弁は、輸送経費以外に市場規模や経

営効率に起因する離島の物価高要素があるこ

と、石油製品の販売施設、輸送施設に関わる

設備費投資、維持管理費があること等による

もの。販売施設、輸送施設に関わる設備投資、

これは企業努力でもってやるべきであって、

離島だからといって、我々は今までこの揮発

油税というのは復帰後32年も経った今日ま

で、ちっともそういう認識も指導もなかった

もので知らなかったんですね。その間に、本

島と久米島と何で燃料の差がこれだけ高いの

かと、輸送費がかかっているとよく聞きまし

た。給油所職員だってそういうのは知らなか

ったようです。職員にもそう教えていたのか

もしれないが、輸送費がかかっていると。我

々は最近改めて知って、海上輸送費は全額国

から措置されていると。12月現在の平均価格

が120円というんだが、実際に那覇市内では1

10円なんですよ。それでも本島内では経営は

成り立っているのに。石油製品の販売施設、

輸送、設備投資とか維持管理費というのは事

業者の経営努力でやるものであって、それを

製品に転嫁すると言うのは私には理解できま

せん。久米島は離島といえ、そういった輸送

経費はプール性で、メーカー持ちのものがい

っぱいあるんで、本島よりも安いのもいっぱ

いあります。例えば飲料水であれば、コカコ

ーラだって本島と同じじゃないですか。県産

品のビールだって、本島と同じ値段で売られ

ているんですよ。じゃあ我々が倉庫こしらえ

て、配達、経営用の車を購入しいろいろな経

費を掛けてやっているから、それを経費だと

転嫁されて売るわけにはいかないでしょう、

今の価格競争時代の中で。そういったのを消

費者に転嫁するというのはおかしいと思いま

すよ。沖縄は離島県だということで県も離島

振興に力を入れたいという構えで国へ特例措

置の延長を要請しているところで、多分延び

るでしょう。来年３月31日ではこの措置が切

れるというんだが、県としてはまた延長可能

だということもありますので、今後、そうい

ったことで行政としてしっかり指導をやるべ

きだと思う。

二十数年前、ひどい時には40円くらい変わ

る時期もありましたよ。もちろんこれは久米

島の給油所が日石という会社の同じ系列の中

でやっているものですから、今は価格競争時

代ですから別会社の給油所も誘致する運動を

やってもいいんじゃないかなと思う。農協も

スタンドもありますし、そういった誘致もし

てほしいと思うんですが、町民からそういう

声もあります。役場としてはそのへんはどう

考えていますか、もう一度答弁をお願いしま

す。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三
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その件は、各離島とも非常に不満をもって

います離島町村で組織されている離島振興協

議会というのがありまして、最近この件につ

いて話し合いがありました。どの離島からも、

おかしいと。そうしたら、今の質問のように、

競争原理だということで、八重山、宮古だっ

たらあれだけの人口だから競争も成り立つだ

ろうと。久米島の場合、それ相当の人口もい

て、努力しないで町民負担にさせるのはおか

しいのじゃないかということで、私も意見を

述べ、また、各離島の首長からも言われてい

まして、県が非常に態度が優柔不断だと。地

元任せだという考え方ですね。当然、これは

国もちゃんと補助しているんだが、また県の

言い分は、今、それだけの補助をやっている

から今の値段で止まっているからと言うか

ら、これはおかしいと。これはもっと県が行

政指導すべきだと我々も要望したんですけれ

ども。これは相当な金額なんですね。

今の物価高の時代に、漁民も今、漁獲高が

少なくて大変な時代。こういう中に、当然、

補助としてあるべきものが、これがないとな

ると、非常に不公平があり得るということで、

我々も強く要望しています。ならばその分を

県が上乗せして補助してくれたらどうかと聞

いたら、県も、今、財政が厳しいので、この

今の現状が精一杯であるということで、非常

に納得のいかない県の返答でした。

また、現実に我々が合併前に県から指導が

あって、各給油所に指導するようにというこ

とでやりましたら、儲けがないからやってい

ますという、そういう返答でした。そういう

ことで、これからも引き続き何とかしてこれ

があるならば、町民が恩典を受けるような施

策にしないと、今の調子では恩典は何もない

と。全体で８億円ですのでね。

それから、この制度は今年で終わります。

それでこの間の離島振興協議会でも、延長の

要請をしようということで、県も一緒になっ

て延長方を共々に力を合わせていきましょう

ということで話し合いがついております。そ

ういうことで、県ももっと指導助言して、改

定すべきですけれども、なかなか県がそのへ

ん立ち上がらないので、何でかなという疑問

を感じております。

○ 議長 仲地宗市

５番宮田勇議員。

○ ５番 宮田勇議員

答弁の内容はよく理解はしていますが、や

はり久米島においては、同じ会社系列なもの

だから、競争意識がわかないんですね、今、

車社会ですから、9,000人の人口では給油所

は４カ所くらいあっても経営は成り立ちそう

です。そして、海上輸送費を全額補助されて

いるのに、久米島の石油基地から運ぶコスト

がかかっているという。これが１リットルに

つき20数円もかかるわけないんですよ。沖縄

本島だって、石油基地から各給油所へ運ばれ

ておりながら、そう高くないじゃないですか。

だいたい沖縄本島と同じ値段で石油を利用す

べきであって、そのへん、町長、県の方に強

く指導するようにやってほしいことを強く要

望して終わりたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

これで５番宮田勇議員の一般質問を終わり

ます。

次に、７番崎村稔議員。

（崎村稔議員登壇）

○ ７番 崎村稔議員

ご苦労さんです。儀間出身の崎村です。７
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番です。一つだけ質問します。縁むすび係に

ついて。「小子化高齢化」「農業後継者不足」

「学校の統廃合問題」など、このすべての問

題の原点が結婚である。

今、全国では、役場内に「縁むすび係」を

置き、希望者の登録や紹介、若い女性の農業

体験を長期的に募集し、独身男性との交流を

全国に展開している市町村が増えてきてい

る。

我が久米島も花嫁不足は、例外ではなく、

この様な思い切ったことをしない限り、人口

減少には歯止めがかからない。役場内に「縁

むすび係」を作り、特色ある行政サービスを

し、１人でも人口を多く増やすべきです。行

財政改革だけではこの問題は解決できませ

ん。計画する考えはないか伺います。

（崎村稔議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

７番崎村議員のご質問にお答えします。結

婚問題は全国どの町村においても大変深刻な

問題になっております。我が町においてもも

ちろん当然ですけれども、結婚問題につきま

しては、大変重要な問題と認識しております。

本町においても独身男性・女性の割合が、相

当高いと思われます。この問題は基本構想で

提示した将来人口にも影響します。また、地

方交付税の算定においても相当のウエイトを

占めています。これらの観点から若者の雇用

対策と関連しますので、町の優先課題に位置

づけ、島内の独身男性と島内外の女性の体験

滞在交流を通して出会いの場を設けていくよ

うなイベントの開催ができないかどうか等も

対策を講じていきたいと思います。

「縁むすび係」については、今後引き続き

検討していきたいと思っております。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員。

○ ７番 崎村稔議員

前向きな答弁でありがとうございます。私

が議員になって今年の９月で丸12年になりま

すが、議員になった当初からこの問題に対し

ては大変危機感を覚えたものでございます。

私だけではないと思いますが。それで、旧仲

里村時代から今回で５回目だと思いますが、

この一般質問にこの問題を取り上げておりま

すが、なかなか行政は危機感が弱いのかもし

れないが、なかなか取り上げてもらえません。

この前、テレビを見ておりましたら、新潟

県の津南町では、役場内に「縁むすび係」を

い置いて体験滞在交流を全国に募集しており

ました。50歳くらいのラン農家の男性でした

けれども、30代の女性が来て、ランの手入れ

とか、１カ月くらいの長期にわたって勉強し

ながら、そしてカップルが誕生していくよう

な放送をしておりましたが、その町では今ま

でに14カップルが誕生したそうです。本当に

羨ましいことだと思います。何回もそうです

が、結婚は、答弁では、デリケートな問題で

すから、なかなか口に出しては言えません。

そこで行政が仲人役として手を差し伸べて、

その場をつくってあげれば何とかこの数も増

えていくのではないでしょうか。その必要性

が多分大いにあるわけです。このままでは10

年後はまだしも、20年後、30年後になった場

合、老人が老人を介護する状況が本当に目に

見えております。一番心配されるのは、共倒
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れとか介護疲れでいろいろな事件が起きない

かという心配ですが、そうならないように執

行部の皆さんのこれからの検討をお願いした

いと思っております。

これは企画財政課の答弁ですが、課長とし

て誰か、この問題に対してどれくらいの危機

感を持っているか、行革室長、違った面から

の危機感があったら、所見をお願いしたいと

思います。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

いろいろな場において、各地域においても

独身の皆さんが非常に多いということを耳に

して、なんとか対策をとる必要があるなとい

うふうに感じてはいます。ただ結婚というの

は個人的な問題が非常に大きくて、なかなか

踏み込めないのが現状ではないかなというふ

うに考えております。

他の市町村の事例を見ましても、イベント

を通して、この出会いの機会を増やしていく

というような取り組みもありますので、そう

いうものを町として、今、担当課として具体

的にこういう問題はここが担当するというふ

うなことも含めて、先程答弁がありましたイ

ベントとか、そういうもので何とか機会の場

を設けるというふうなことの、まずはそうい

う取り組みから初めていく必要があるのかな

というふうに考えております。

○ 議長 仲地宗市

７番崎村稔議員。

○ ７番 崎村稔議員

私の考えでは、例えばイーフ情報センター

あたりに結婚相談所の看板をでかでかとあげ

て、それを観光協会あたりに事業を任せてや

ればどうかなと思いますね。

一番もったいないと思っているのは、今、

本土の若い女性がいっぱいいるんですよね。

特にホテル関係、飲食店関係、ダイビング関

係、ほとんど若い女性が久米島に憧れて来て、

そして結婚したという女の子もおりますが、

なかなかその機会がないという話をよく聞き

ます。この前もホテルの若い従業員が話して

いたんですが、どうしても結婚を相談する場

所がないという話をしておりました。結婚相

談所があれば利用しますかと聞いたら、必ず

利用しますと言っておりましたね。本当にこ

の受け口があれば、いろんな若い男性との交

流ができて、カップルが増えていくと思いま

す。

この前、半年くらい前の話ですが、これも

私はタクシーをやっておりますので、ある大

阪の二十歳になる若い女性を乗せましたけれ

ども、その子が言うには、久米島で結婚した

いけれども、なかなか相手がいないという悩

みを私に打ち明けておりました。スナックに

勤めている女の子でしたけれども、「ママさ

んに相談すれば紹介してくれるんじゃない」

と私は言ったんですが、それはやっているけ

れども、紹介してくれるのはほとんど40代、

50代の年配の男性ばかりで、私の年には合い

ませんということで、仕方なく大阪に帰ると

いって、半年くらい前に帰って行った子もい

ます。そして、２、３日前でしたか、カーフ

ェリーまで若い女の子を乗せたんですが、ど

うしたんですかと聞いたら、結婚に破れて失

恋状態で本土に帰るという、そういう悲しい

話もありましたけれども、いつかは結婚相談

所を作るから、ぜひまたこれに懲りず、ぜひ

久米島に来てちょうだいと、私は送り出しま
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したけれども、これもどうなるかわかりませ

ん。ですから、この仲人役のこの場を設けて

くれるのなら、行政の最大の行政サービスで

はないかと私は思っております。

今、本町ではハードの面の街づくりを一生

懸命やられておりますが、ハードの面だけで

はダメだと思いますね。子づくり事業、ソフ

トの面での、子どもがいなければ将来は久米

島はなくなりますので、そのハードの面、ソ

フトの面を並行してやらなければ、本当に潤

いある街づくりはできませんので、ぜひ執行

部の皆さん、頭の隅に置いて、頭の真ん中に

おいて、今後取り組んでいってほしいと思い

ます。

最後に、町長、もっと所見がありましたら

伺って終わりたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

どうも色々ありがとうございます。しかし

結婚問題については、相手のあることだし、

お互いが相思相愛で初めて成立するものだと

思っております。また、一旦紹介して、うま

くいくと非常にけっこうですけれども、もし

仮に破綻した場合に、その責任をどうするか

など、現実にそういうのも何回も我々も体験

していますので、非常に重要な問題ですけれ

ども、相手の立場、立場を尊重し、できる範

囲内で頑張っていきたいと思います。

私も若い者の結婚については重要問題とし

て取り組んでいきたいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

これで７番崎村稔議員の一般質問を終わり

ます。

休憩します。（午前 11時 40分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 １時 30分）

午前に引き続き、一般質問を行います。

次、11番内間久栄議員。

（内間久栄議員登壇）

○ 11番 内間久栄議員

私は本定例会に２件の質問を致したいと思

います。まず、１番目に、久米島庁舎建設に

ついて。久米島町は住民サービスの向上を図

るために住民サービスの拠点として、新町の

統合庁舎を建設し新町職員及び住民の速やか

な一体性の確立を図ると新町建設計画にあり

ます。久米島町は合併してから５年目を迎え

ようとしておりますが、新庁舎の建設を今後

どのように推進するお考えなのか、町長の所

信についてお伺いします。

２番目に、久米島町野球場の排水処理につ

いて。久米島野球場は素晴らしく建設されて

おりますが、雨水時の排水は全部東側の土地

改良の排水溝を通って海に流れるようになっ

ている。大雨時の際は大量の雨水が流れ、海

辺の砂が押し流され、清水小学校前の海浜の

景観を悪くしている状況にあるが、今後、今

の状態で排水の処理を行う考えなのか、町長

の所信についてお伺いします。

（内間久栄議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

11番内間議員のご質問にお答えします。現

在、庁内において、公共施設統廃合準備委員

会を設置し、町民や地域代表等で構成する委

員会の設置を準備しているところでありま

す。町民や地域の意見を十分反映させた委員
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会の答申を受けて庁舎建設の方向性が示され

ることになると思います。

２点目、この排水路は既設の排水路を野球

場建設により潰れたため放線変更したもの

で、機能的には下流側は野球場建設以前と変

更はありません。流域面積は小さくなってお

ります。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

新町の庁舎の建築については、合併協議会

ですか、合併協議会の中では、合併して後10

年以内に庁舎建設委員会を立ち上げて建設す

るということで町民に約束したと思います。

今回、財政が厳しということでいろいろ問題

になりまして、いろいろ公共施設の統廃合等

の考えがあるようでございますが、町民とし

てはやはり新しい庁舎を望んでいるのではな

いかと思います。そういうことで合併協議会

の話し合いを尊重して、ぜひ建設委員会を立

ち上げて庁舎の建設をしていただきたいと思

いますが、改めて、やはりこのことは、今答

弁にありますように、公共施設の統廃合の準

備委員会を設置して、その中で審議してやる

のか、再度お答え願いたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

私も理想としては、また町民の皆さんも新

しい庁舎の建設は望んでいると思います。こ

れは誰しも同じ考えだと思います。しかし今

の財政状況、それから建設する場合には庁舎

建設委員会を組織して、そして地域、町民の

意見、それから各階層の意見も聞いて、決定

をしたいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

今、久米島町は旧庁舎を利用して、分庁方

式で行政事務を行っているわけですけれど

も、具志川の庁舎は古い建物で、その中での

起債等とかそういったのはないと思います。

新しく造った西側の庁舎も、これもふるさと

創生資金の一部を利用して建設し、その中で

の建設で、起債等はないと思うんですけど、

この庁舎を調べてみますと、まだ後10年くら

いですか、返済までには10年くらいかかる状

況になっていますね。この庁舎もやっぱり老

朽化が進んでいるようです。雨降り時期には

雨漏りも出ているようでありますし、どうし

ても早い時期にやっぱりそういう計画を立て

てもらいたいと思います。

今、町のそういった基金の積立においても、

基金の目的としての積立ですが、これは庁舎

建設資金としては100万円ですか、平成15年

度の予算ですか、予算に積み立てて、その後

行っておりません。やはり、今後、庁舎の統

廃合を考えるにおいても、どうしてもやはり

積立というのは庁舎の新改築の積立は必要だ

と思います。

中国のことわざに「備えあれば憂いなし」

ということわざにもありますように、ぜひ、

建設においてはいくらか準備資金が必要だと

思います。今後、統廃合にしても、新しく新

築するにしても、庁舎建築については、毎年

度の予算でちゃんと基金積立をしていただい

て、今後の建設に備えていただきたいと思い

ますが、その考えはないのか。お聞きしたい

と思います。
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○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

庁舎建設については、先程も答弁致しまし

たが、建設委員会等での今後の検討になりま

す。その中においても、積立をしていくのか

とか、そういうことについても、その中にお

いてご意見を承っていきたいと思います。

どういう状況であろうが、早めのと言いま

すか、できるだけ早い時期の庁舎の統合とい

いますか、そういうものについては、今も両

方に庁舎が置かれていて、非常に住民にも、

また職員も不便を感じているところで、それ

についても早めの検討が必要になるのではな

いかなと思います。

どういうことにしても予算が必要となりま

すので、それについては、また目的がどうで

あっても基金として積み立てするとか、そう

いうことも必要になるのではないかなという

ことも考えられます。そういうことも含めて、

建設委員会とか、そういうところにおいて検

討をしていきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

せっかく町条例においても、庁舎等新改築

資金に充てるための基金条例も設置されてお

りますので、ぜひ庁舎建設に備えて積立をし

ていただきたいと思います。この件について

はこれで終わります。

次に、久米島野球場の排水処理について質

問致します。排水の処理については、機能的

には下流側は野球場建設以前と変更はありま

せんという答弁でございますけれども、私は、

新しい施設を作る場合、やはり末端の処理を

ちゃんときちっとしなければ、やっぱり地域

の環境は良くならないと思います。今回、野

球場建設だけでも10億円の予算を投じて、そ

の地域の整備を行っておりますが、今回、排

水の処理を見た場合、どうしても排水処理が

東側の排水溝に流れているように管工事がな

されております。この影響による海辺の環境

ですか、それが今後心配されます。長い年数

においていろいろ問題が生じてくるのではな

いかと私は懸念しておりますが、ぜひこの末

端の処理については、やはりこれからて゜も、

その水は溜めておけば球場の中の散水にも利

用できるし、維持費についても軽い予算で済

むということもありますので、ぜひそのこと

については見直ししていただいて、その排水

の処理の問題、そして今流れているそういっ

た末端の砂浜のところなんですけど、護岸と

の間ですけど、そこは基礎をしっかり工事を

していただいて、そこの環境が悪くならない

ように考えていただきたいと思いますけど、

そういった考えは持ってないのか、ご答弁を

お願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

お答え致します。先程の答弁にもありまし

たけれども、その排水路につきましては、東

側はずっと以前からその所に流れておりま

す。土地改良の中で排水路を建設しまして、

それがそのまま東に流れて、処理場の側の川

の方の排水路に流れております。ですから、

野球場を建設したから、そこらに放線を変え

たということではありません。逆にその分の

約25,000㎡あるんですけれども、土地改良の

半分は西側の方に流しておりまして、流域と
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してはだいぶ少なくなっております。ただ見

たとおり、今、未整備なものですから、ブル

ーシートを一部かけてありますけど、雑な状

態だからおそらく気になるのかというような

感じがあろうかと思うんですが、今後、その

周辺の整備を致します。植栽など。それから

駐車場の舗装、そうするとだいぶ水も良くな

ると思います。

あと１点、その水を貯水して散水したらど

うかということですが、その施設を造るとな

ると、施設の建設費、それからポンプアップ

した場合の電気費とか、維持管理にまた非常

に金がかかってくるもので、これについては

検討を要すると思います。

それから、護岸の基礎なんですが、護岸に

つきましては、これは県営の農地海岸の大原

地区として県で整備した護岸であります。基

礎の工事は今すぐには出来ませんが、将来的

に、例えば洗掘されたり、あるいは壊れた場

合は災害復旧と、そういうので対処していく

ものだと考えております。

○ 議長 仲地宗市

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

排水は西側と東側に流して、西側には流れ

が多くなって、あまり影響ないのではないか

ということでございますが、西側の方もちゃ

んとご覧になったかどうかはわかりませんけ

ど、西側に流れた排水の所も砂が大きく動い

ております。砂が溜まったかと思ったら、ま

た雨降り時には流されると。そういうことが

繰り返しありますので、そこはやっぱりどう

しても最小限に食い止めるためには、今後そ

この方の環境整備も、最初の流れのところの

環境整備も必要ではないかと思いますので、

ぜひそのへんはご検討いただきまして、そう

いった面の環境を良くしていただきたいと要

望致しまして、私の質問を終わります。

○ 議長 仲地宗市

これで11番内間久栄議員の一般質問を終わ

ります。

次に、４番仲村昌慧議員。

（仲村昌慧議員登壇）

○ ４番 仲村昌慧議員

４番仲村です。議員定数の見直しについて。

議員定数については、平成14年両村合併時32

人から平成15年11月の第１回久米島町議会議

員選挙では18人の定数になったところであり

ますが、行政改革大綱の中で「現在の議員定

数18人は、地方自治法第91条２項に定める定

数の上限になっているが、本町の人口の減少

傾向及び厳しい財政状況の下にあることを踏

まえると議員定数の見直しが必要であるとし

て、数値目標を６人減の12人として、実施予

定を平成19年度としている。議会内では見直

しについては時期尚早ではないかとの意見も

あるが、町長は議員定数の見直しについて、

どのように考えているのか。19年度実施に向

けてどのように検討を進めていくのかお伺い

します。

（仲村昌慧議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

４番仲村議員のご質問にお答えします。現

在の厳しい財政状況の下で行政の改革に併せ

て議会の改革も避けては通れない問題だと考

えています。議員定数の見直しにあたっては、

平成18年度中に町長から議長に対して議員定
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数の見直し依頼を行い、それを受けて議会内

で県内他市町村の状況等を踏まえて議論して

いただき、定数や実施時期については協議を

進めていきたいと考えています。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

この行政改革大綱の中で、議会との話し合

いの中で、この見直しについては時期尚早で

はないかという意見がありました。そのこと

について担当課の方ではこの時期尚早という

ことについてどのように受けとめているの

か。そして、今、上限が18になっております

が、14年度の上限定数、法定定数をどう把握

しているのか。そして数値目標の12人という

ことについての根拠は何なのか、そこのとこ

ろをお伺いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

ただいまの仲村議員の質問にお答え致しま

す。まず、議員定数を先の選挙で32人から18

人に見直したばかりであると。時期尚早では

ないかという件につきましてなんですが、議

会内において、そういう考え方もあるという

ことも直接お聞きしておりますし、よく理解

しているつもりです。これもひとつの常識的

な一般的な考え方だろうかと思っておりま

す。この時期が尚早かどうかという問題につ

きましては、これは現在の財政危機の状況を

どう認識するか、それによって考え方がかな

り違ってくるのではないかと考えておりま

す。

参考までに、八重瀬町、去年合併しました

八重瀬町が現行の議員定数36名ですね。これ

も次期一般選挙において20名にしようという

計画をもう既に立ててあります。これは法定

定数を６名下回る人員になるということです

ね。そういう計画を持っている。

あと、南部地区全体でこの次期一般選挙を

含めて、これは法定定数上限を31％下回る定

数を設定していると。それだけ各市町村の財

政状況が非常に深刻であるということです。

それが反映されているのではないかと考えて

おります。

そういう財政危機の状況をどう認識するか

という問題がその時期については大きく左右

してくるだろうと考えています。我が町の足

下を見てみますと、現在、17年度予算、これ

は３月補正、この前補正した補正後において

も歳入不足が約2億3千万円ございますね。そ

れだけ基金から調達しているということにな

ります。あと、18年度の当初予算においても、

約2億7千万円の歳入が足りないという、平均

してはここ２カ年で約2億5千万円の歳入不足

があるという状況です。この状況は、結局基

金から補てんしているわけですが、この基金

がいつまでもあるわけではないわけですね。

財調基金も既に後２億円くらいしかございま

せん。そういうことで、早急に今現在の歳入

と歳出のバランスを整える必要があるという

ことです。そうしないと持続的な行政運営が

できないということになってきます。

それと併せて、行政は常に10年先の見通し

を立てて計画的に進めないといけないという

ことがあるわけですね。これも本町の状況を

10年先をある程度予測してみると、この徴税

の増収というのは、それほど多くは期待でき

ません。これは人口がどんどん減少して、高
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齢化が進んでいる。あと、現在の税制などを

考えますと、それほど多くは期待できないと

いうことですね。それと、交付税の抑制が今

後とも続くと、減少傾向が続くということ。

あと、平成24年度から28年度にかけて行われ

る交付税の算定で、この５カ年間だけでも現

在の計算で4億6千万円の歳入が減ります。そ

ういったことを考慮すると、16年度の決算に

比べたら、恐らく完全にこの合併、交付税の

算定替えが終了する28年までには７億円から

８億円くらい交付税が減ると考えて、今から

そういう考えのもとに行政を進めていかない

と、急には転換できないわけですね。そうい

った財政状況があるということで、早めに対

処すれば対処するほど、後での出血が少なく

て済むわけです。そういった財政状況がある

ということですね。

そういったこともございますが、これから

いろいろ議会とも議論をして、この定数をい

くらにするかということも含めて進めてまい

りたいと思います。

それから、執行部から長期のそういった財

政見通しですね、この数値をしっかり示して、

議会とも相談をしながら、これは進めていき

たいと考えております。

２点目の措置の根拠、12人の根拠というこ

とですが、現在のこの財政危機というのは、

特に規模の小さい町村ほど大変深刻な問題で

あるということで、先程お答えしました南部

地区においても次期一般選挙においてはこの

法定上限定数の32％で平均して設定している

と。さらにこれを人口１万人未満の市町村だ

けに限ってみれば、もう40％、50％減として

いる市町村もあるということでございます。

その12人の根拠につきましては、類似市町村

のそういった取り組みを踏まえたものである

ということです。

○ 議長 仲地宗市

４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

合併前に、14年度の法定定数、旧仲里村が

22名、旧具志川村が16名、その中で22名の中

で仲里村は６人減の16名としてきました。そ

の合併時点で久米島町になった場合の法定定

数が22名ということでの18名、４名減の18名

で第１回の久米島町議会議員選挙で18名定数

になりました。そのような状況の中で、この

久米島は他市町村と比較する場合に、その背

景が違うと思うんですよ。合併したという。

その合併する時の合併の必要性の中で、議員

が減ることによって財政基盤の強化が図れる

ということで32名から18名になりました。そ

してまた合併当時の説明会の中でも、議員定

数についても、32名の議員がいるが、合併す

ると現行法の22名となり、10名減となると。

その説明会の中では。10名分の人件費の節減

は、これは住民にとってはメリットである。

しかし議員にとっては当選確率が低くなるか

らデメリットではないかというようなこうい

った説明がありましたけれども、そういった

状況の中で、合併は両村の全会一致で合併し

ました。具志川村も賛成多数で合併しました。

議員自らの自分の身分を守っていこうという

考えは全くございません。

今回のこの時期尚早の中でも、議会の活性

化、議会のあり方、そういったものを踏まえ

て財政状況も踏まえて論議すべきなんですけ

れども、議会のあり方とか議会の活性化につ

いては全くどちらも財政が厳しいから定数削

減しようという考え方、そういったことに対
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しての時期尚早的な意見も出ていると思いま

す。全くこの行政改革の中でも、文書の中で

は、今までのこの過程が全く考慮されてない、

そういったことで住民に対する、議会が自分

たちの身を守ろうと、自分たちの補償をしよ

うという、そういった誤解が生じてくるので

はないでしょうか。合併して非常に範囲が広

がりましたので、まず第１回選挙を終えて２

カ年数カ月後にまたこういった状況が出てく

る。ただ財政が厳しいからということだけで

は論じてはいけないと思いますよ。そういっ

たものも含めて、住民にもちゃんと説明でき

るようにやっていただきたいなと思っており

ます。

実は先だってのこの学校の統廃合の問題も

そうですけれども、町当局で方針を伝達して、

そしてまた話し合いが十分なされていないと

いうような中で不満とか反対とかそういった

ものがありましたが、十分対話して、議会に

も、非常に議会そのものが論議したんですけ

れども、それ以外に何もないと。17年、18年

は検討しますけれども、18年に入って検討し

ますよね。すぐ議会もその検討に入るべきで

はないかと思います。18年のいつ頃検討する

のか。少なくとも18年の９月、遅くとも12月

までは、この定数の方針は決定しなければい

けないと思います。来年の11月に選挙があり

ますので。あまりにもその取り組みが遅いの

ではないのか。そういった誤解のないような

説明の仕方、そしてまた取り組みについてど

うお考えなのか。18年のいつ頃議会に依頼す

るのかお聞きします。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

お答えします。ただいま仲村議員からご指

摘のございました、合併からここに至るまで

の経緯、そういったものについて、十分に協

議の過程において十分な議会と執行部の意見

調整をして進めてまいりたいと考えておりま

す。大綱の方においても、この議員定数や議

員の見直しにつきましては、特に議会が住民

の代表機関である以上、これは多様な住民意

志の繁栄や議員の専門性向上のために一定の

議員定数が必要でありますと。これを踏まえ

て本町の実情に応じて議員の定数の決定や議

員の処遇に関する報酬に関する議会改革を推

進する必要がありますというようなかたちで

うたっておりますので、その協議の中に置い

て、いろんなこと、これまでの経緯等も踏ま

えて進めてまいりたいと思います。

まずもう１点、ただいまご質問がございま

した18年度中の時期はいつかという、その次

期の問題でございますが、まだ具体的にその

時期を町の方針としては詰めてございませ

ん。それで、行政改革推進室としての見解と

いうことで、ご理解をいただきたいと思いま

す。町長選挙が６月にありますので、町長選

挙終了後に町長から議長に対してこの見直し

の依頼をまずしまして、それで議会内でも議

論を踏まえて、議会内にもいろいろなご意見

があると思いますので、議会内での議論や執

行部との協議を踏まえて、それで早ければ12

月定例議会、どんなに遅くても次の３月定例

議会までにはどうするかということを決定す

る必要があるだろうと考えております。

○ 議長 仲地宗市

仲村昌慧議員の本件に関する質疑は既に３

回になりましたが、議会規則第５条但し書き

の規定によって、特に発言を許します。
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４番仲村昌慧議員。

○ ４番 仲村昌慧議員

ただいま行政改革室長の答弁のとおりで、

この32名から18名の定数になったわけです。

そしてまたそういった状況の中で現在の財政

状況を踏まえて議論してもらいたいというこ

と。そこも当然理解できます。18年度に町長

は議会に依頼しますと。選挙終わって６月に

提案しますと遅すぎますね。先程も述べまし

たように、これまでの行政手法、あまりにも

計画性がなくて、急にしようとするからみん

な反発がくるんですよ。なんで３月、もう今

でもやってもいいじゃないですか。議会に依

頼して、議会でそれを議論してくれ、論議し

てくれと。それはすぐ出来ることだと思いま

すよ。そういったことは時間を十分議論させ

て、少なくとも９月、12月にはその方針は決

定すべきだと。１年前からいろんなその道を

とる人たちにとってはいろんな取り組みがあ

ると思いますので。６月からでは遅すぎると

思いますが、いかがでしょうか。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

それはあくまでも答申を重んじるというこ

とです。あくまでも議会の皆さんが協議して、

皆さんの意見も尊重すると。また地域の一般

の意見も尊重するということで進めますけれ

ども、６月にできるんだったら新しい首長が

やるものだと思っております。私がもし仮に

出来るのであれば、早めに提案して皆さんと

ご協議をして進めていきたいと思っておりま

す。

○ 議長 仲地宗市

これで４番仲村昌慧議員の一般質問を終わ

ります。

次に、２番翁長英夫議員。

（翁長英夫議員登壇）

○ ２番 翁長英夫議員

２番翁長です。２点ほど質問致します。は

じめに、地方財政制度改革についてお尋ねね

します。政府は、三位一体改革により、補助

金や地方交付税を削減し、現行制度の仕組み

とは異なり、一般財源化を行う改革論ですが、

税源移譲を行う政府案は、具体的にはどのよ

うな方法で実施されていくのか町長の答弁を

求めます。

耐震強度偽装問題について。国土交通省は、

再発防止のため建築行政全般の見直しに入り

ましたが、通常、制度改正には時間を要する

が迅速な対応が必要だとの判断で、今国会で

建築基準法の改正をめざすとのことで、社会

資本整備、審議会の諮問機関で専門部会を設

置して、議論を重ね建築確認制度の全面見直

しなどの方針を掲げられています。そこで県

の２月25日定例会の代表質問の中で学校教育

施設の耐震診断が必要とされるには、1981年

以前建てられた813棟（約32％）という実態

ですが、本町の教育施設は耐震診断の必要の

指示はあったのか、教育長の所信をお伺いし

ます。

（翁長英夫議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

２番翁長議員のご質問にお答えします。平

成16年度から平成18年度にかけて行われる国

庫補助負担金改革、税源移譲について簡単に

説明します。
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１点目、４兆円を上回る国庫補助負担金の

改革を実施。２点目、平成18年度税制改正に

おいて、所得税から個人住民税に３兆円規模

の税源移譲を行い、個人住民税所得割の税率

を10％（都道府県税４％、市町村民税６％）

の比例税率とする。（現行５％、10％、13％）

であります。３点目に、18年度において3兆9

4億円の所得譲与税を譲与するとなっており

ます。以上の内容となっております。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

喜久里幸雄教育長。

（喜久里幸雄教育長登壇）

○ 教育長 喜久里幸雄

２番翁長英夫議員の学校教育施設耐震診断

についてお答え致します。1981年以前の旧耐

震設計で建設された学校教育施設の耐震診断

については、対処するように県からも指示が

あります。

久米島町におきましては、平成16年度時点

の県の資料では、小中学校教育施設面積30,5

92㎡に対し、旧耐震設計の教育施設面積は12,

005㎡となっており、施設全体面積の39.2％

を占めております。旧耐震設計の学校教育施

設の改築については、事業実施計画を県と調

整し、町の財政状況も勘案しながら対処して

まいりたいと考えております。

（喜久里幸雄教育長降壇）

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

ただいま町長からご答弁ありましたが、ご

承知のように昨日の新聞でもタイムス、新報

でも報道されておりましたが、これまでの現

行制度を新しく変えていくようなことです

が、10％、４％、それから住民税は６％とい

う現行制度ですが、これから18年度に向けて

は新たな3兆94億円の所得譲与税が移譲とい

うことですが、こういうことからするとお互

いこれまでの現状維持に対して、地方に及ぼ

す影響はどのような程度になっていくのか、

もしお分かりになれば説明してほしいんです

が。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

この三位一体改革が本町に及ぼす影響です

が、まず、補助金関係、特に18年度の税源移

譲に結びつく国庫補助負担金の改革でござい

ますが、たくさんございますので主な部分だ

けちょっとご紹介したいと思います。

まず、消防防災設備補助金、これは消防車

を買ったり、あるいは救急車を買ったり、そ

ういったものが緊急消防援助隊を除いたもの

が全廃になります。従って、これまで補助金

で買っていたものが単独事業になっちゃうと

いうことです。緊急消防援助隊として活用す

るものについては、これまでどおり補助の対

象になるということです。

あと、公立学校の施設整備補助、これが耐

震不足の建物以外については全廃になりま

す。耐震補強の建物については５カ年の特別

措置がつきますので、当分は使えるというこ

とです。

あと、社会福祉施設関連もほぼ一般財源化

です。ハード面が主にこういったものです。

あと、経常経費的な補助金、国庫負担金で

すが、福祉関係の補助金、これも一般財源化

されます。あと、大きいものが児童手当の国

庫負担金です。これが負担率が３分の２から
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３分の１で、本町においてだいたい346万1千

円ほど減ります。あと、農業委員会の交付金、

これが人件費にかかる部分、これが約200万

円程度減ります。経常的な部分ですね。あと

大きいのが公営住宅家賃対策補助です。これ

が約800万円ほどございますが、これも一般

財源化というようなかたちで、たくさんある

中で主なものは以上のようなかたちになりま

す。

あと、市町村に対する税源移譲の仕組み、

ちょっと見えるかどうかわかりませんが、こ

れが平成16年度の所属改革の分です。16年度

は保育所の運営負担金、これは国、県併せて

約1億2千万円ございましたが、これが一般財

源化されております。それで入ってきた所得

譲与税が約1千500万円余りです。残りは交付

税算定して交付税でみられるということにな

ります。

同じようなかたちで他の補助金も一般財源

化されまして、それに変わる所得譲与税が平

成17年度が約3千200万円というかたちです。

これは16年度17年度の所得譲与税は人口比例

で配分されてきます。それ以外のものは基準

財政需要額に算入されるということになりま

す。

18年度につきましては、これまでの17年度

の所得譲与税、3千291万2千円に対しまして、

更に税源移譲見込額に応じてプラス2千104万

円が加算されまして、トータルで5千395万2

千円が所得譲与税として入ってくるというこ

とになります。18年度で税制改正ですね。こ

れは税源移譲のための税法改正が行われまし

て、所得税から住民税へ税が移譲されるとい

うことになります。従って、ほぼ同額が19年

度からは個人住民税に税源移譲されてくると

いうことです。これは税源を移譲するんであ

って、税金そのものを移譲するということで

はございません。これだけの税源が移譲され

て、徴収率が仮に現行と同じ80％だと４千万

円ぐらいしか入ってこないということです。

それと、この平成18年度の所得譲与税と、

あと移譲予定額、これはあくまでも理論上の

数値であって、また税法上それぞれ控除額が

違いますから、必ずしもその数字にはならな

いということです。

あと、税源移譲の部分ですが、これは所得

税と住民税の関係です。課税所得が200万円

未満の方については、現在の３％が６％に、

３％引き上げになります。その対象者が約1,

600名、本町ですね、1,600名となります。あ

と、200万円から700万円の皆さんにつきまし

ては、現在の８％が６％に減税されるという

ことです。あと700万円を超える方は現在の1

0％が６％に引き下げされまして、フラット

化６％です。これに県税が上乗せされて10％

のフラット化がなされるということになりま

す。あと、町民税が増税される方は、所得税

がその分減税される。町民税が減税される方

は、その分所得税が増税されるということで、

両方併せてプラスマイナス、現在と変わらな

い負担になるような調整が行われる見込みで

あります。

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

ただいまの答弁は専門的な解説がありまし

て、私にすれば本当に聞いていても歳入はど

うなってくるかという非常に不安もあります

が、おっしゃるようなご答弁でしたら、方法

は変えていくんだけれども、実際にはお互い
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負担には影響ないということですか。こう理

解してよろしいですか。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

経常経費の部分につきましては、その経常

経費については交付税に算入されてきます

が、しかし、交付税そのものが次第に抑制さ

れてきますので、全く影響ないということは

ございません。

それから、施設整備、ハード部門について

は、その国庫補助金で対応していたものを起

債で対応するということになりますので、そ

の起債の負担がかなり今後は大きくなってく

るということで、かなり影響はあります。全

くないということではございません。

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

ただいまの説明も一応ある程度分かりはす

るんですけれども、その前に遡るんですが、

ここまでくるからには、これは政府間の話で

そういった報道とか内容ですけれども、国の

全般をみる財務省と、お互い地方財政をみる

総務省との意見の違いもあったということも

ある側面で拝見したところもありますが、や

はりこういった国の制度というものは非常に

厳しさは増してきているんですけれども、地

方のお互いの負担を強いているものですか

ら、こういう不満がある場合は、制度に対し

ても、これは直接、市町村の上にある県、そ

して国というふうな順序もありますので、私

は地域にいる者としてまた住民の声も聞きな

がら、こういったところにお互いは住民の声

を聞いた場合は、また当局に尋ねるところも

ありますので、この面については十分住民が

納得いくように、今後の将来についていろい

ろとあろうかと思いますので、関係課の皆さ

んひとつまたご指導よろしくお願いします。

次に、耐震問題についてですが、お互い社

会状況というのは既にご承知のとおり、いろ

いろと複雑化なったようなことも伺えるんで

すが、確かにこれは今に発覚したことで、お

互いも先は見通せなかったということが結果

から出てきているんじゃないかと思うんです

が、先程教育長からのご答弁の中にもありま

したように、本町地域でも39％を占める実態

があるということですが、これはいったい誰

に責任があるのかですね、そのへんご答弁で

きる範囲内でひとつよろしくお願いします。

○ 議長 仲地宗市

平良進学校教育課長。

○ 学校教育課長 平良進

答弁致します。これは偽装ということでは

なくて、旧耐震設計で設計された建物がこの

面積になっているということです。偽装とい

うのは、今後この設計等の分析、それから現

場の調査が入らないと、偽装であるのかとい

うことは分かりません。これはあくまでも旧

耐震設計で設計されて、残った面積が32％、

12,005㎡ということであります。これは偽装

ということではありません。

○ 議長 仲地宗市

２番翁長英夫議員。

○ ２番 翁長英夫議員

今のご答弁を聞きまして、大変申し訳ない

質問をしたと思います。大変失礼しました。

こういった実態が起きたということではな

くして、以前の施設ということで受けとめて

おりますので、私もここは承知しております
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ので、ここで私の質問は終わりたいと思いま

す。

○ 議長 仲地宗市

これで２番翁長英夫議員の一般質問を終わ

ります。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ２時 24分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ２時 36分）

引き続き一般質問を行います。

次に、９番平田勉議員。

（平田勉議員登壇）

○ ９番 平田勉議員

９番平田です。２点質問致します。まず最

初に、合併の検証について質問致します。久

米島の住民は４年前、合併に伴う新生久米島

町の誕生と町民が主人公の町政をはじめとす

る初代町長の八大公約及び政策方針に、また

その行政運営に大きな期待をしました。この

４年間が本当に合併して良かったと町民が実

感できる４年間であったのか、今日の久米島

の状況を踏まえて４年間の具体的な総括を示

していただきたい。

次に、今後のまちづくりについて質問を致

します。先程質問致しましたこの４年間の取

り組みを踏まえた今後の新しいまちづくりに

ついてどう考えているのか具体的な説明を求

めます。

以上、２点についてより具体的な答弁をお

願い致します。

（平田勉議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

９番平田議員のご質問にお答えします。平

成14年の合併以来、旧両村民が久米島町民と

して一体感をもっていろいろなものに取り組

んでまいりました。その最たるものが平成15

年に久米島出身の県会議員を誕生させたこと

であります。

振興策としましては、畜産基盤再編事業の

導入、優良雌牛導入、家畜共済保険への助成

等により畜産業がかなり伸びており、野菜、

花卉においては輸送費の一部補助、平張り事

業の導入。サトウキビ振興においては共済掛

金の一部負担など振興策を図ってきました

が、度重なる台風などの自然災害により農家

所得は伸びておりません。

また、製造部門においては、海洋深層水関

連企業の誘致で雇用の拡大が図られ、今後も

企業立地が拡大することが期待できます。

観光分野においては、バーデハウス開業や

タチジャミ周辺整備、展望台の改築など観光

資源の開発や基盤の整備もかなり進んでお

り、また、東北楽天ゴールデンイーグルスの

キャンプ誘致により久米島の知名度アップ、

観光客増につながるものだと考えています。

一方、16年度から三位一体の改革により財

政的にたいへん厳しい状況にありますが、各

事業の選択を図り振興策を推進する必要があ

り、町民へもある程度の負担をお願いし、事

業の展開をしてまいりたいと思っておりま

す。

２点目、本町の財政を取り巻く環境はたい

へん厳しいものがありますので、行政改革大

綱及び実施計画に基づき改革を図りながら、

久米島町総合計画の将来像「豊麗のしま久米

島」を目指し町民と協働によりまちづくりを

推進してまいるつもりであります。



- 88 -

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

この４年間、私は議会の中でもいろんな問

題提起をしたり、あるいは提案をしてまいり

ました。高齢者福祉の問題、あるいは教育の

問題、地方分権に伴う住民参画の問題、ある

いは説明責任の問題等、多岐にわたって皆さ

んとこの４年間議論をしてまいりました。私

自身のその４年間も総括をするという立場で

これから再質問をしたいと思います。

なお、今回この定例議会で同僚議員からも

いくつかの問題の一般質問がございました。

その質問、あるいは答弁とも関連する部分が

ありますけれども、その部分は若干角度を変

えて再度質問をしてみたいと思います。

まず、答弁の中で、もっと町民の生活実感

からしてこの４年間がどうであったのかとい

う答弁が欲しい部分がありましたけれども、

その部分がまずないなというのが１点気にな

るところであります。

具体的な身近な問題からすると、いろんな

ものが公約の中でもありました。教育施設の

充実というのもありました。それから私たち

美崎小学校の校舎の新築移転の問題、蔵元の

整備の問題等もありました。埋設物調査の結

果を踏まえた蔵元の整備計画という答弁等も

過去にございました。しかし、美崎小学校の

旧仲里村時代に計画をした県教育庁とも調整

をしながら計画書まで出来上がったものが、

この間どうなったのか。その経緯さえ住民に

は十分な説明がなされているとは思えない。

危険校舎の問題も指摘をしました。４年間

先送りをされてきて、18年度以降、年次的に

やっていくんだという答弁がございます。先

程の翁長議員の質問に、耐震問題での校舎の

問題もありました。先程休憩時間に確認をし

ましたら、危険校舎の部分と不適格校舎との

違いがあるとの話も聞きました。それを踏ま

えた時に、本当に住民は合併して良かった、

あるいはその実感が持てるんでしょうか。持

てないというふうに思います。

更に、高齢者福祉の問題、あるいは幼児教

育、保育所の問題等を含めて考えますと、保

育士の臨時雇用が30名という状況です。臨時

雇用賃金が4千500万円近くにものぼる。保育

士の退職後補充が全くなされてきていない。

高齢者福祉でいえば総合福祉センター建設計

画も委嘱状委任をしただけで自然任期切れと

なり、それがどこにどうなったのか住民に対

する説明責任はどうなんでしょうかという疑

問が出てきます。

しかし、こういう実態でありながら17年度

の町長の施政方針は、「安心して子を産み育

てる環境を整備していく」というのが施政方

針です。ＢＧのプールの管理の問題も考えて

下さい。旧仲里村で学校にプールがある学校

は１校もございません。ＢＧのプールを利用

して水泳教室、学校教育に利用しているんで

す。学校教育を補完する教育施設として管理

をすべき、等しく教育を受ける権利を保障す

るためにも十分な管理をし応えるべきなんで

す。このような状況をみた時に、果たして安

心して子を産み育てる環境というのはどうな

んでしょう。

住民にある程度の負担をお願いして事業を

展開したという答弁もあります。久米島の本

町の人口、年齢構成を見て下さい。高齢化率

が24％になろうとしています。近々25％にな
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るでしょう。４名に１人が65歳以上という状

況になるんです。それを考えた時に、17年度

からスタートをした水道料金の値上げ、ごみ

の有料化、国保税の増税、65歳以上の老人の

立場からしたときの負担増の感じというのは

どういう感じなんでしょうか。私は、住民は

期待をした分だけ今失望しているのかなとい

う気がしてなりません。

流通コストの問題も取り上げてみました。

空気を運ぶよりも安い運賃で云々という答弁

もございました。一次産業、建設業や製造業

を含めて、流通コストというのはたいへん大

きな問題なんです。生産資材のコスト、作物

を島外に売りに出す時のコスト、産地間競争

が激しくなる中でのこのコストの問題という

のは、久米島の重点課題だという答弁が、久

米島町になって最初の議会で質問した時に共

通認識としてそういう答弁をしてございまし

た。しかし、この４年間全くメスが入れられ

ていないという気がしてなりません。このよ

うに、住民の生活実感の角度から捉えたとき

のこの４年間はどうであったのか。再度ご答

弁をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

厳しい財政の中で、１点目の合併をして良

かったという方、または議員みたいに評価し

てない方、様々ありますので、私は自分とし

ては合併して良かったと言えるんじゃないか

と思っています。これは自信もって言えます。

それから、美崎小学校の学校の新築につい

ては、学校の統廃合も出た時点でどうなるか

と、先を見極めながら、更には現在特別教室

をつくっております。更に、文化財の蔵元に

ついては調査をしたけれども、確かにそれは

やってないのは事実です。しかし、文化財の

保存育成再建については、具志川城趾しかり

宇江城城跡も取り組んでおります。更に、住

民が安心して子どもが生めるということにつ

いては、私は名護のあの大きい病院でさえ産

婦人科の先生がいなくて北部市町村が国まで

行って産婦人科の派遣を要請するという中

で、久米島はちゃんと産婦人科の先生がいて、

安心して子どもが産めると。育児面について

の施設は十分じゃないですが、そういう面で

も私はやったと思っております。

それから、安心安全ですが、今の不況の中

で、どの町村においても厳しい情勢の中であ

ります。ですから、応分の負担というのは私

は町民にお願いして共々に痛みを分かち合い

ながら住民福祉の向上を図っていくというこ

とが、これからどの行政においても行われる

方法ではないかなと。財源があれば料金等も

改定しないで、安くしてと思うんですけれど

も、今の財政状況は大変厳しいですので、応

分の負担をお願いしているということであり

ます。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

財政が厳しいということは、みんな十分分

かっています。ですから、表立っていろんな

かたちでの不満は出ていないと思います。

ただ、久米島の今の経済状態というのも見

て欲しいなという気がするんです。一番分か

りやすいのは、９日の補正の中でも言いまし

たけれども、町民税、16年度2億1千900万円

です。これは最終補正になると思うんですが、

1億9千600万円。これから審議される18年度
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当初予算2億1千万円。楽天効果の税収にはね

返ってくるのが18年度の予算の分からだと思

います。これを見ても税収が落ち込んでいく、

町民の所得がそれだけ落ち込んできていると

いうことなんです。これは徴収率や決算段階

での調定額で比較をした方が一番いいと思う

んですけれども、そこらへんみなさんは当然

その予想の調定額と徴収率等をみながら最終

補正、あるいは当初予算の計上をしていると

思うので、皆さんそこらを比較できる資料を

持っていると思います。当然必要だと思いま

す。

関連して、先程の答弁の中でもありました

交付税で公債費の75％は入ってくるんだと。

こういう箱作りがなければ建設業はもたなか

ったでしょうというふうな答弁もありまし

た。その建設業の関連は、確かに大きな事業

で、その額自体はあるかもしれません。しか

し、作業員個人の日当とか、その所得分を考

えると、どうかなという部分もあります。ラ

ンニングコストを全く計算していないんじゃ

ないかという気がするんです。当初から黒字

はないということで、スタートは赤字なんで

すけれども、バーデが昨年でも5千470万円の

赤字。今年度がどうなのかというのがこれか

ら出てくると思います。これはまだ収入が入

ってくるからいいんです。去年の当初予算の

委員会の中でもいろいろ出ていましたけれど

も、ホタルドームの年間維持管理費、ランニ

ングコストが約１千万円だという話です。し

かし、あのドームで入ってくる収入、毎年85

万円しか計上されていない、予算の中で。10

0万円入るにしてもランニングコストは毎年9

00万円の赤字なんです。それに起債分の償還

をしていく。交付税で75％入ってくる、残り

25％プラスの900万円、いくらになりますか。

財政が厳しい、厳しいというのであれば、税

収をどう高めていくのかという部分もあって

しかるべきなんです。

少子化の話も８日にしました。少子化じゃ

ないんです。子どもを産み育てる若者が島を

離れていくんです。この間、若年者の定住化

政策がどうだったのか。本来はここも政策と

して持つべきだと思うんです。そのためには

雇用の創出、働くところもつくらないといけ

ないんです。しかし、深層水の関連で雇用も

拡大をしましたと、こう言っているわけです。

今後もその展望が持てるという話をしている

んです。本当に今後どう定住化政策を展開し

ていくのか。厳しい財政の中でのランニング

コストの捻出、大変なものです。子どもたち

の教育に使うＢＧのプールの管理さえ金がつ

くれないんです。住民も厳しい状況を知って

いるんです。職員の数も類似市町村に比べて

多いという部分は職員の皆さんもみんな分か

っています。どうするんですかということな

んです。

経済はものすごく低迷をしている。そのこ

とを踏まえてこの４年間なぜこういう状況に

なってきたのか。その原因はどこにあると思

っているのか。この４年間の全国的な国の三

位一体の問題もいろいろあるでしょう。しか

し、まず原因、現状を把握してその原因がど

こにあるのか。そこをしっかり抑えないと次

の発展につながっていかないと思います。

この件は最後ですので、そこらへんどこに

原因があるのか、どういう分析をしているの

か含めて再度答弁をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。
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○ 町長 高里久三

私は国の長引く不景気、三位一体改革等に

も大きな要因があると思います。こういう資

源の少ない我が離島町村で雇用の場の確保と

いってもどういう策があるか、出来たら提案

していただきたいと思いますけれども、幸い

にして海洋深層水関連の事業が今度法人登録

したのが19社登録されています。これは法人

ですから、法人税は利益なくても赤字であっ

ても事業税は入ってきます。これによって雇

用の場、税収がある程度確保されたと。もし

これがなければほとんどゼロに近いような状

態ではなかったかと思います。幸いにして民

間の皆さんが新しい企業おこして頑張ってい

らっしゃるということで、私は町の失政によ

る不景気ではなくて、国の三位一体、長引く

不景気等々も加算されてこういう状況になっ

ているんじゃないかなと思います。私は久米

島だけが不景気の中にどっぷり浸かっている

とは思っていません。

例として畜産は伸びました。４回のセリが

６回になりました。今全県で10万頭いた牛が

9万5千頭に落ちています。八重山、宮古、伊

江島、本島しかりですけれども、久米島だけ

は伸びています。そして、やがては３千頭に

もなり、年８回のセリも出来るような状況に

もなってきます。だから、マイナスの分だけ

を主張するのも結構ですが、ただ、私はいい

面もひとつ認めなさいとは言いませんけれど

も、そういう面もあるということを理解して

ほしいと思います。

そして、海洋深層水関連の事業が150名ぐ

らいの直接、間接的に働いているということ

で、ある程度の雇用の確保もやっています。

それで、これからどうするかということは、

いかに新しい企業を興すか、これ以外にない

と思います。生めや増やせといっても結婚問

題もたいへん重要な問題ではありますが、な

かなか進みません。あとは島のある資源をど

う活かすかということだと思います。

幸いにして今、真泊の方では海洋深層水の

工場が新しく４月の開業に向けて着々と進ん

でおります。更にまた、サンリーフリゾート

が12月のオープンに向けて取り組んでいると

いうことで、少なくとも少しずつは雇用の場

も確保でき、久米島の観光産業にも貢献でき

るんじゃないかなと思っております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

次に移る前に１点だけ。確かに雇用の確保、

深層水関連あるでしょう。しかし、町民税、

これに法人税も全部入っているんですよね。

しかし、税の伸びがこうなんだという部分も

ぜひ考えて、次どうするのかという、そのへ

んの部分は考えていただきたい。

次に、新しいまちづくりの関連です。先程

最後に質問したのは、そういう分析も踏まえ

て今後どうするんだというのが実は聞きたい

ところなんです。これでは住民との協働によ

り新しいまちづくりをしていくんだという部

分があります。私は「協働」というのはいっ

たい何だろうと。17年度の施政方針にもあり

ました。広辞苑等でも捜すんですけれども、

協働というのを具体的にはっきりした説明さ

れた辞書等がなくて、広辞苑では「協力して

働くこと」としかないんですね。

先程最初に言ったのは、地方分権でスター

トをして、いま三位一体改革という国の現状

の問題。いろんな補助金の問題等、たいへん
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地方の財政を圧迫してきている実態はありま

す。しかし、今だからこそ住民参画、政策立

案の段階から住民の生の声が繁栄できるシス

テム、それをつくるべきだと思うんですね。

これまでもその政策立案システムについては

一般質問でも取り上げてきました。せっかく

光ケーブルを張り巡らせてイントラが整備さ

れているんです。これも単なる箱物なんです。

構築をしたイントラを住民生活にどう利活用

するのか。町民みんなで有効に使ってはじめ

て費用対効果が出ると思うんです。ものすご

い維持管理費がかかっているんです。企画財

政の皆さんは分かると思うんですけれども。

今後目に見えない負担、突発的な負担ももっ

と増えてくるでしょう。

道路の拡張工事があればそれに伴う移転工

事費がかなりの額になると思います。しかし、

住民生活にどういうかたちで使われているの

か。住民がその恩恵を受けていない。今後そ

ういうのをうまく活用した政策立案システ

ム、それをどうするのかというのも大事なこ

とだと思うんですね。住民の生の声を繁栄し

て、決定された政策を十分に説明責任を果た

して、協働によるまちづくりというのが成り

立つんじゃないかと私は思います。

先程議論してきた部分を踏まえて今後どう

まちづくりをしていくのか。住民との一体感、

島出身の県議を出したことが一体感という答

弁をしていましたけれども、本当にゆとりの

ある、潤いというのであれば、町民の所得を

向上させる、心も豊かな日常生活を営むこと

ができる、それが本当の豊麗の島じゃないで

すか。そこらへん含めて新しいまちづくりに

ついて、こうするんだというものをぜひ出し

ていただきたい。再度答弁を願いします。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

ご指摘のイントラネットを整備して町民に

普及し、その恩典を受けるのは当然です。今

のところそれが住民にまだまだ利用されてい

ないというのは、これは私も認めます。これ

からも引き続きそれの普及に向けて取り組ん

でいきたいと思っております。更には、説明

責任というのも行政の一番大事なことであり

まして、公開条例を設定し、それもやるつも

りでございます。

それから、何と言っても町政は町民が主体

であり、町民が主人公の行政でなければなら

ないということで、共にお互いに意見交換し、

共に働き、共に頑張るということで、町民が

まず健康で心豊かに暮らせる将来のまちをつ

くっていきたいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

最後に、特に人口問題、これまでの答弁の

中でも、厳しい財政状況の中で交付税の問題

等、人口が大きなウエイトを占めてくるとい

うのはずっと言われてきているんです。少子

化の問題より若年層をどう定住化させるの

か。ここらへん真剣に考えないといけないと

思います。安心して子を産み育てるというの

は教育の問題と生活環境の問題で産婦人科の

問題じゃないと思っています。本当に小さい

子どもを抱えて、保育所の問題や小児科の問

題、学校教育の問題、これが本当に若者の一

番金のかかる部分です。衣食住を、これは子

どもから年寄りまで全部いっしょです。衣食

住をどう満たすのか。これが生存権の基本だ
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と思うんです。子どもたちの教育をどうする

のか。このへん含めてもっと今後のまちづく

りをどうするんだという部分を最後に教育問

題等を含めて、もっと具体的なものが出てこ

ないのかなと。基本的な部分を示してほしい

なと思います。

特に今後、高齢化社会に向けての介護保険

との関連、そのへんの広域連合に単に投げる

んじゃなくて、新しい保険料がどうなるのか、

そのへんまだ住民は分かりません。それの説

明責任です。それも含めて人口問題にどう取

り組んでいくのか、最後に答弁をお願いして

質問終わります。

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

○ 町長 高里久三

人口問題は単に一町村だけの問題じゃなく

て国全体の問題として考えないといけない問

題です。特に我が町においても、どうして増

やすかは真剣に考えないといけないと思って

います。そのためには生んでいただくことが

一番結構ですけれど、なかなかこれは難しい

ということですので、ならば雇用の場を確保

して、若者を又は中年の皆さんの働く場を確

保してやるしかないんじゃないかなと思って

おります。そういう面でもこれからいろいろ

と企業の立地、企業おこしを真剣に考えてい

きたいと思っております。

更には、教育の問題、これは百年の大系は

人づくりということがありますので、人材に

ついて、教育については、これからも厳しい

財政の中でも教育施設の整備についてはやら

ないといけないと思います。そういう意味で

具志川中学の校舎の建築も、あれも今の補助

率の高いうちでやろうということで繰越明許

費でやっているし、来年以降については仲里

中学の校舎の問題もあるし、特にまた将来を

背負って立つ幼児教育というのはたいへん重

要な問題でありまして、いかにそこのところ

の充実を図るか。先程指摘のあった臨時職員

の問題等も出来るだけ施設の統廃合により効

率的な保育園の運営を図り、幼児の教育が素

晴らしい成果が上げられるように、そういう

施設の面についても取り組んでいきます。そ

ういうことで先程も言ったように、とにかく

町民が健康で心豊かに文化の薫るまちを目指

して頑張っていきたいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

これで９番平田勉議員の一般質問を終わり

ます。

次に、12番大田哲也議員。

（大田哲也議員登壇）

○ 12番 大田哲也議員

一般質問、１点だけ質問したいと思います。

プロ野球キャンプについて。今年２月１日か

ら３月５日まで東北楽天ゴールデンイーグル

スの球団のキャンプを受け入れをし、久米島

町として大成功だったと思います。

次年度キャンプについて、町長と野村監督

との話し合いをしたのか伺いたい。

（大田哲也議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

12番大田議員のご質問にお答えします。野

村監督とは特別に時間をとって、次年度キャ

ンプ誘致についての話し合いは持ったことは

ございません。しかし、一軍のキャンプ終了

打ち上げ後、監督自ら本庁を訪れて、町民の
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協力に対してお礼の挨拶がございました。そ

の中で今年のキャンプが成功したことの喜び

を熱く語ってくれておりました。また、久米

島キャンプに対しては好感触を得ているもの

だと私も受けとめております。よって、楽天

球団は次年度は必ず久米島にキャンプを実施

してくれるものだと思っております。そして、

帰り際に三役、教育長も入れたみんなの前で、

「首がつながっておれば来年も来るよ、町長」

と言っておりました。それから、話によりま

すと、米田代表が必ず来年来ると。監督が決

めるんじゃなくて球団が決めるんだというこ

とを聞いていますので、間違いなく来るもの

だと自信を持っております。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

12番大田哲也議員。

○ 12番 大田哲也議員

米田代表が決めるということであります

が、素晴らしいグランドも造ってありますの

で、またぜひ、今後来年、子どもたちの健全

育成、久米島の経済効果が十分あると思いま

すので、ぜひまた来年も誘致させるようにお

願いしたいと思います。

今後どう思っているか、商工観光課長お願

いします。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

ただいま町長からお話があったように、今

回長期でキャンプをやっておりますが、その

お陰で、フロント関係の方々との話し合う機

会も結構ありまして、昨年第１回目入って、

今年２回目なんですけれども、かなり楽天の

要望を聞いていただいていると。そうした中

で、「今後とも久米島さんにはお世話になり

たい」という話もございまして、先程町長が

おっしゃったように正式なかたちではないん

ですが、米田代表が来年もお願いしますとい

うことで、そういうお話もございまして、次

年度以降も継続して来てくれるものだという

ふうに思っております。

○ 議長 仲地宗市

12番大田哲也議員。

○ 12番 大田哲也議員

ぜひ来年も誘致して下さい。久米島から本

当に子どもたちが野球で優勝するかもしれま

せんので、夢ではありませんので、ぜひ努力

して来年もキャンプが実現できるようお願い

して質問終わります。

○ 議長 仲地宗市

これで12番大田哲也議員の一般質問を終わ

ります。

次に、15番仲原健議員。

（仲原健議員登壇）

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午後 ３時 23分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午後 ３時 24分）

○ 15番 仲原健議員

15番仲原健です。植栽の管理についてお伺

いします。道路脇や公園及び公共施設の敷地

内に植えられた樹木がかわいそうである。植

樹の際に立てられた支柱がいつまでも放置さ

れたままである。樹木が生長するに従って支

柱に固定されたところはへこんだり傷ついた

り、中には気根が支柱に巻き付き苦しそうで

ある。対策をお伺いしたいと思います。

次の２点は関連しますが、敢えて２つに分

けてあります。まず、不法投棄の実態。廃棄
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物の不法投棄が後を絶たないが、一般廃棄物

最終処分場が完成し２カ年なりましたが、以

前と比べてどのように変わったか、その実態

を伺いたい。

学校での環境教育について。子どもを車に

乗せた親たちが子どもの目の前で平気で道路

横に投げ捨てているのをよく見かけるという

話を耳にする。子どもたちに対する環境教育

について学校ではどのように取り組んでいる

のかお伺いします。

（仲原健議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

15番仲原議員のご質問にお答えします。心

豊かに暮らす、または住みよい地域づくりの

ためには緑の木の育成、それから草花の育成

等には欠かせないものだと思っております。

ご指摘のとおり、確かにそういう現実に支柱

がいつまでも立っているところがありまし

て、指摘のとおりであります。町で管理して

いる公園及び施設を調査して、該当する樹木

については必要な対策を講じていきたいと思

っております。

２点目、ご指摘のとおり不法投棄は後を絶

たない状況であります。以前に比べ規模の大

きな現場は少なくなりましたが、テレビや洗

濯機などの家電品が増えている現状でありま

す。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

喜久里幸雄教育長。

（喜久里幸雄教育長登壇）

○ 教育長 喜久里幸雄

15番仲原健議員の学校での環境教育につい

てお答え致します。

各学校では児童会・生徒会・部活動を中心

に空き缶拾いや地域の清掃活動を定期的に行

っております。また、生活科や道徳、総合的

な学習の時間などを活用して、子どもたちの

発達段階に応じた環境教育が行われておりま

す。申し添えますと、町の清掃活動や各種団

体の活動への児童生徒の参加、夏休みに清掃

ボランティア活動を募集して、地域美化や海

岸の清掃活動を行っております。このような

活動をとおして環境美化に対する意識が高ま

り、ボランティア精神の醸成も図られており

ます。

（喜久里幸雄教育長降壇）

○ 議長 仲地宗市

15番仲原健議員。

○ 15番 仲原健議員

まず、植栽の管理なんですけれども、いく

つか調べたんですが、一般質問を通告したあ

とに、９日ですか、役場の前から真謝に通じ

る通称サンガータ道路と言っているんです

が、それの道路脇の植栽は支えを取って、そ

して下枝も枝打ちして非常に感じが良くなっ

ております。一般質問をして間もなく応えて

くれたら非常にいいなと思っております。

まず、植栽の見苦しい点を挙げますと、役

場の横の道もそうなんですが、役場の構内、

裏の駐車場のクワデーシの木とか、玄関前に

何名かの課長の方にその木の名前を教えほし

いと言ったんですが、誰も僕にその木の正式

な名前を教えてくれませんでした。駐車場の

すぐ横に大きな木が、葉っぱの丸い大きな木

が、成長の早い木があるんですが、これを植

えた時に、普通４本の杭を打って、それを結
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んで井の字型にしたので木を支えますね。こ

れが成長をするに従って全然動けなくなっ

て、この木などは気根が全部巻き付いて木の

中に横の木が入り込んでいます。そこらへん

を見ると本当にかわいそうですね。

そして、２カ年、３カ年したら木は普通成

長しますので、それに井の字型に締め付けら

れたところがへこんで、上に栄養がいかなく

なって、そこに傷ついてくぼんでいるんです。

そして、台風の時には支えにした木が害にな

って、今度はそこから折れるときもある。そ

の上枯れるときもあり、役場の構内のそこの

入口あたりもそこから上が枯れた木が何本か

ありますよ。まず気をつけてご覧になって下

さい。

箇所としては役場の構内、そして比嘉から

久米アイランドに通ずる、前の議会で私が歩

道の整備を指摘したところなんですが、向こ

うの道路脇の植樹もへこんで非常にかわいそ

うであります。

それから、銭田から島尻に行く線ですね、

こっちから行くと左側にタコノキが植えてあ

りますね。右側はクワデーシ、それも同様で

す。タコノキなんてものは側根が生えて、２、

３年もすると非常に頑丈になりますので、あ

の支え木は要らないんじゃないかと僕は思い

ますね。今のあれの中に食い込んで非常に見

苦しいわけです。右側のクワデーシもそうな

んです。

それから、ふれあい公園の海側、それから

本願寺横の阿里川沿いに植えているアカギ、

それとかも同じ状態で苦しんでいます。ひと

つ取り払って楽にしてあげてくれませんか。

他にも公園とか、そういう施設はあると思

うんですが、お伺いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

お答え致します。まずはじめに、庁舎内の

木の名称ですが、これは建設課長の方から資

料はもらっておりまして、オオバニギアとい

う樹木だそうです。

それで、指摘を受けまして公園と公共施設

の調査を致しました。それで、対策が必要と

なっている樹木は、今把握しているもので15

0本以上はあるのではないかと思っておりま

して、早速対策をとって絡みついている番線

とか外して支柱は撤去しております。これの

作業は順次続けていきたいと思いますが、中

には樹木が枯れてしまって、支柱のみが立っ

ているものも相当数あります。これは樹木以

上にありまして、相当時間がかかると思われ

ますので、順次そういう撤去なり対策をして

いきたいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

植樹についてお答え致します。これにつき

ましては、以前にもご指摘がありまして、機

会があるごとに県の方へ要請をしております

が、県の方もなかなか財政的に厳しいという

ことで、特に南部土木事務所の管轄が相当広

範囲で、南部市町村、それから周辺離島、で

すから久米島だけじゃなくて結構抱えている

ものですから、予算的に厳しいということで、

実は今、管内の委託清掃があります。草刈り

等、それも金額が相当減らされているような

現状です。

これにつきましては順次対策をして、例え

ば宇根仲泊線、宇江城あたりですね、５号線
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はやられております。それから、空港真泊線

の山城から比嘉、真我里のほうですね、そこ

はまだ残っている箇所もあります。ですから、

島尻についても今後県の方に要請してまいり

たいと考えております。

○ 議長 仲地宗市

15番仲原健議員。

○ 15番 仲原健議員

僕が今まで言ったのは町独自のものなんで

すが、今建設課長から話が出てちょうど良か

ったと思います。今述べようかなと思ってい

ましたけれども、そこのサンガータ道路の、

こっち役場横から上がってソーニのところま

では左側はアカギなんですが、真謝に降りて

いくところはフクギなんですよね。このフク

ギ、皆さんはよく見たらはっきり分かります

ので、途中で４カ所から締められて、締め付

けられたまま大きな台風がくるとそこから多

分ポキッと折れるような状態なんですよ。こ

れはぜひ早い時期にそこらへんは取っ払って

ほしいなと思います。

今、神里課長の話にあったように、県道は

ちょっと控えていたんですが、ぜひ県道がフ

クギとかに支柱を立てたまま、そのまま放置

されておりますので、ぜひそこらへんも含め

て県にも具申してほしいなと思っておりま

す。

次にいきます。不法投棄もちょっと見てま

わったんですが、さっきの答弁では、かえっ

て電化製品とか増えたようなことを言ってお

りましたけれども、それ以外に日常生活廃棄

物とか家庭内でいろんな出るごみ、買い物の

ビニール袋にビールを飲んだ空き缶とか他の

チリとか全部入れてポイ捨てがあるんですよ

ね。これはどこどこあるかというと、これも

全部回れないで、主だったところを挙げます

と、白瀬川の周辺が非常に多いですね。

白瀬公園から入っていって、軽自動車でず

っと上にいくと、上の方に町で立て看もして

ありますが、何カ所かにまたがって、南部土

地改良ですか、兼城の土地改良に通ずる道な

んですが、ここにも下からは白瀬川は音を立

てて水が流れているんです。その上の道路か

らいきなり車ごと捨てたような形跡もありま

すね。そこもぜひなんとかもっと住民に普及

を図るような、ただ立て看だけではどうかな

と思います。その対策も考えて下さい。

それから、島尻儀間の林道、あの横にも２

カ所ほど投げ捨てがありますね。そして、以

前の焼却処分場、火葬場との向こうからの下

に降りてくる道、こっちから比嘉のところを

真っ直ぐ上がっていくと、右側に池がありま

すね。あれはフサキナ池ですか、ウフレーア

池ですか、その堤体の横に、前にも指摘した

んですけれど、一部良くなっていましたが、

またそこにごみがあります。

それから、こっち役場の横から上がって、

今さっきのサンガータ道路ですが、そこから

上がっていくとそこにウーリの池があります

ね。ウーリの池のこっちから行くと道路のカ

ーブのところにも生活ごみが投げ捨てられて

います。

そこらへんも、ぜひそういうところをまわ

ってみて、その地域の人たちに対策をするよ

うにどうにか政策はないか、そのことについ

てお伺いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

指摘のとおり、不法投棄は依然として後を
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絶たず、担当課としても非上に頭の痛い問題

でありますが、投棄ごみを回収する、そして

立て看等設置しながら、また、広報等で住民

に啓発活動をやっていきたいと思っておりま

す。今現在、夕方パトロールを毎日まわして

いるんですが、そのへんの状況といいますか、

投棄現場を新たに発見して、それを順次回収

を行っている状況でありますので、今後とも

そういったかたちで啓発活動をしながら進め

ていきたいと思っております。

先程、仲原議員からは、いろいろその場所

の指摘もありましたので、その状況をいただ

いて巡視もやりたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○ 議長 仲地宗市

15番仲原健議員。

○ 15番 仲原健議員

ぜひそこらへんも対策して下さい。

関連しますので次の質問にいきます。教育

長のご答弁ではいろいろ児童会とか生徒会、

部活動あたりで環境教育について行っている

という話ですけれども、やはり親から子ども

にというのが普通だと思うんですが、子ども

を連れてごみの投げ捨てを子どもたちの前で

やるということは、非常に遺憾であります。

そういう親の心理状態というのが問われると

は思うんですが、子どもたちに間断なく今の

地域社会の汚れ、以前は宇根真謝の海岸線も

非常に汚いところがあったんですけれど、ボ

ランティアの皆さんが一生懸命になって取っ

て、今向こうらへんは非常に良くなったよう

に思います。そういう活動にも子どもたちも

参加しているのは僕も知っています。何名か

はですね。そういうことで、今後もそういう

子どもたちに対する環境、美化意識をもう一

度具体的にどのようにするということを、そ

してこれを自分の親だけじゃなくて大人たち

に見せるような、そういう子どもたちの活動

ができるような、そういう環境教育をしてほ

しいと思うんですが、そこらへんを教育委員

会の方から答弁をいただいて僕の質問を終わ

りたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

子どものマナー問題は非常に大きい課題

で、これは子どもたちだけの問題じゃなくて

お互い大人も含めて、お互い地域みんなで本

当に地球規模で考えていかなければいけない

問題だと思います。教育委員会の社会教育の

中でも、出来るだけこれまでは子どもたちだ

けを対象にしたいろんな自然教室とかそうい

ったものを取り組んでおりましたけれども、

この２、３年来、親子一緒に久米島の自然と

ふれあう親子隊とか、先月の21日にはリバー

ウォッチングカンジンダムということで、特

に久米島の自然の中で動植物が生育していく

ためにはどういう環境が必要なのかと。こう

いう環境になっていかないと久米島の自然は

守っていけないと。そうした時に本当に久米

島の大きい財産になるというところを、これ

までいろんなかたちで、そういった子どもた

ちと触れ合いながら、そういう体験教室もや

っております。

それを地道に積み重ねていって、これだけ

は１カ年したからすぐ来年からそれが無くな

るという問題ではないと思います。ですから、

そういったところを地道に一つひとつ、出来

るところからお互いの身近なところから始め

ていく、お互いが取り組んでいくということ
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が一番大事だと思いますので、これからもそ

ういったかたちで学校教育も含めて、そうい

う取り組みをしていきたいと考えておりま

す。

○ 議長 仲地宗市

これで15番仲原健議員の一般質問を終わり

ます。

以上で一般質問は終了しました。

本日はこれで散会します。

お疲れさまでした。

（午後 ３時 46分）
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（午前 10時07分 開議）

○ 議長 仲地宗市

おはようございます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配

布したとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 仲地宗市

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、３番宮里洋一議員、４番

仲村昌慧議員を指名します。

日程第２ 地方自治法第180条の規定によ

る町長の専決処分の報告につい

て

○ 議長 仲地宗市

日程第２、報告第１号、地方自治法第180

条の規定による町長の専決処分の報告につい

てを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

ご報告申し上げます前に、脱字がございま

すので、訂正方お願いいたします。

報告第１号でございますが、「第」が抜け

ております。「第」の字の挿入をお願いいた

します。

では、ご説明申し上げます。

地方自治法第180条の規定による専決処分

の報告についてでございます。

本件につきましては、平成17年第２回久米

島町議会定例会で議案第16号をもって議決い

ただきました久米島野球場管理棟新築工事請

負契約について、当初、請負金額1億2千390

万円に87万2千550円を増額する改定契約の専

決処分を行いましたので、地方自治法第180

条第２項の規定によりご報告を申し上げるも

のでございます。

改定契約内容でありますが、芝舗装、ピッ

チャープレート、ホームベース、ブルペン改

造等の設計変更による改定でございます。

以上、ご報告申し上げます。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

以上で地方自治法第180条の規定による町

長の専決処分の報告を終わります。

日程第３ 平成18年度久米島町一般会計予

算

○ 議長 仲地宗市

日程第３、議案第６号、平成18年度久米島

町一般会計予算についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第６号、平成18年度久米島町一般会計

予算について、その概要及び提案理由をご説

明申し上げます。

平成18年度の予算は、５月に町長の任期が

満了となることなどの実情を踏まえ、骨格予

算として位置づけし、編成をいたしました。

国と地方の財政改革の一環として平成16年

度から本格的に実施されている三位一体改革



- 104 -

の影響で本町の財政を取り巻く環境は極めて

厳しい状況にあります。

歳出分野におきましては、厳しい抑制措置

が必要となったため、一般財源枠配分方式を

採用し、財源不足の対応に努めました。しか

しながら町民の福祉向上及び住民サービスの

維持確保をする上から配分できる一般財源だ

けでは対応が困難であり、基金から繰り入れ

をして編成をいたしました。

まず、条文の方の説明をいたします。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出68億8千381万円と定めるもの

でございます。

２項におきまして、歳入歳出予算の款項の

区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入

歳出予算補正によることといたします。

地方債でございますが、第２条に掲げてご

ざいます。一時借入金につきまして、第３条

でございますが、一時借入金の最高額は５億

円と定めるものでございます。

歳出予算の流用でございますが、第４条、

これは第１号で、各項に計上した給料、職員

手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一管内でのこれらの経費の

各項間の流用と定めでございます。

８ページの歳入歳出予算事項別明細書の方

をお開きください。まず、歳入の方でござい

ますが、第１款地方税6億2千632万3千円で、

対前年度比3千99万3千円の増となっておりま

す。これは個人住民税の納税義務者数の増加、

それと法人の方では前年度に比べて課税客体

数の増で、増収の要因と捉えております。

第２款でございますが、地方譲与税は1億2

千767万2千円で、対前年度比2千12万9千円の

増となっております。

３款利子割交付金は185万9千円。

４款配当割交付金は143万7千円。

５款株式譲渡所得割交付金52万1千円。

第６款地方消費税交付金7千576万3千円。

第７款自動車取得税交付金2千163万4千円。

第８款地方特例交付金966万9千円となって

おります。

３款から８款までの各種交付金につきまし

ては、県の交付予定額を踏まえて計上してご

ざいます。

次に、９款地方交付税でありますが、28億

900万円を計上してございます。対前年度比

で1億4千100万円の減となっております。率

にいたしまして6.6％の減となっております。

これは骨格予算として編成いたしましたの

で、政策的経費に充当する財源保留が主な理

由でございます。

10款交通安全対策特別交付金156万8千円を

計上してございます。

11款分担金及び負担金でございますが、7

千344万6千円で、対前年度比1千505万1千円

の増で、これは地域支援事業等に係る負担金

の増の部分でございます。

第12款使用料及び手数料は、5千414万8千

円を計上してございます。ゴミ処理手数料17

8万円、幼稚園保育料251万円の増となってお

ります。使用料及び手数料は、各費目の増減

がありますが、差引して対前年度と比べまし

て207万7千円の増となっております。

第13款国庫支出金は、9億2千677万2千円、

対前年度に比べまして1億5千377万3千円の減

となっております。これは認可保育園の国庫

負担金で601万5千円の増となっております

が、その一方、税源委譲に伴う公営住宅の家

賃収入対策補助金810万6千円の減、また、児
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童手当制度の改正に伴う減額、特定町村人材

確保対策事業等の改減、それと各種保持事業

の終了に伴う減額が主な要因でございます。

14款国有提供施設等所在市町村助成金は64

3万7千円を計上してございます。

次に、15款県支出金でございますが、7億4

千333万2千円を計上してございます。国保基

盤安定県負担金、児童手当制度改正に伴う県

負担金の増額、また、一方、介護保険制度改

正による減額等がございますが、合わせまし

て、また各種事業の増減等がございます。こ

れらを差し引きしてトータルでは対前年度比

2千285万円の減額となっております。

第16款財産収入でございますが、5千113万

7千円で、対前年度比1千284万2千円の減額と

なっております。これは県道拡幅工事に伴う

町有地の処分が大幅に減額したことにより対

前年度比に1千284万2千円の減額となってお

ります。

18款繰入金は2億6千900万円で、対前年度

比563万3千円の減となっております。財政調

整基金１億円、減債基金８千万円、街づくり

基金６千万円及び土地開発基金2千900万円、

基金からの繰り入れを計上してございます。

20款諸収入9千659万2千円で、対前年度比1

千420万6千円の減額となっておりますが、こ

れは県道拡幅工事に伴います仲里診療所建物

の補償費の対前年度との減が主な要因でござ

います。

21款町債でございますが、9億8千750万円

で、対前年度と比べまして2億540万円の増額

となっております。これは具志川中学校校舎

の改築事業、あるいはまた電算システムの統

合経費、女性、若者等活動促進施設整備事業

が今回新たな事業として入ってきたために増

額となっているものでございます。

歳入合計では68億8千381万円でございま

す。

次に歳出の主な経費のご説明を申し上げま

す。

まず、１款議会費でございますが、9千503

万3千円で、これは対前年度比で757万5千円

増額となっております。これは主に人件費が

増えた分、増になった分が主な要因となって

おります。

第２款総務費でございますが、10億4千166

万3千円、対前年度と比較いたしまして9千99

5万5千円の増となっております。これは町長

選挙費、そして県知事選挙費、電算システム

の統合経費などが今回事業として増額になっ

たものが主な要因でございます。

次に、３款でございますが、民生費10億6

千291万円で、対前年度比1千544万円の減と

なっております。これは法人保育園の運営費

補助金等は増額となっております。また、介

護保険制度改正に伴う負担金等の増がござい

ますが、一方で、慰霊碑建立事業が終了して、

その分が減額となっております。さらには地

域福祉計画及び障害者福祉計画策定委託費の

減、そして老人保健福祉計画素案策定業務の

減が減額となった主なものであります。また、

国民健康保険特別会計への繰出金として、前

年度と同額の１億円を計上してございます。

次に、第４款衛生費でございますが、3億6

千60万1千円を計上してございます。これは

前年度と比較いたしますと463万8千円の増額

となっております。その要因は、予算の組み

替えによる人件費の移動がございまして、そ

の分が増となっております。また、予防接種

委託料の増額が衛生費では増額になった項目
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でございます。一方、水道事業会計への繰出

金、また、母子保健センターの改修工事等が

減額となっております。

次、６款農林水産業費でございますが、9

億979万9千円を計上してございます。対前年

度比で762万4千円の減額となっております。

これは農業生産総合対策条件整備事業の減

額、トクジム農道整備事業の減、集落地域整

備事業の減、新山村就業所得機会創出事業の

減がそれぞれの事業が減額となったためであ

ります。また、一方、堆肥センターの建設事

業及び儀間漁港海岸保全事業等については、

増額をして計上してございます。

次、７款でございますが、1億5千775万1千

円、対前年度比で3千970万2千円の減額とな

っております。これは観光費における観光案

内標識整備事業が終了したことによることが

主な要因となっております。

次に、第８款土木費でございますが、11億

4千354万3千円で、対前年度比2億1千849万8

千円の減額となっております。これは継続事

業でありました仲泊８号線、深層水線整備事

業、久米島総合運動公園整備事業及び島の学

校体験交流施設整備事業などの事業完了や事

業費の減額が主な要因となっております。

次、９款消防費でございますが、2億4千10

0万2千円で、386万6千円が前年度より減とな

っております。これは平成17年度に実施いた

しました形態直接受信システム設置工事、あ

るいは防火栓管理負担金等が減額になったこ

とが主な要因でございます。

次、10款教育費でございますが、8億2千74

5万5千円で、対前年度比1億4千226万1千円を

増額してあります。これは美崎小学校の特別

教室の改築事業が完了はしておりますが、一

方、具志川中学校の方で校舎建築事業や教科

書の改訂に伴う教材備品等の増額等がござい

まして、対前年度に比べて1億4千226万1千円

増額となっております。

次に、第11款災害復旧費でございますが、

384万3千円を計上してございます。

次に、第12款交際費でございますが、10億

1千421万6千円で、対前年度比2千791万9千円

の減額となっております。

第14款は予備費で、2千499万4千円を計上

してございます。

以上、歳出予算総額68億8千381万円でござ

います。

次に、10ページをお開きください。10ペー

ジ第２表地方債でございますが、地方債の限

度額を9億8千750万円として定めてございま

す。起債の方法、利率、償還の方法は掲げて

あるとおりでございます。

以上が平成18年度一般会計予算の概要であ

ります。ご審議よろしくお願いいたします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

提案理由の説明が終わりました。

本案については、後日予定されている予算

審査特別委員会で細部について質疑できます

ので、この場においては大綱的な質疑に止め

ていただくようご協力お願いします。

これから質疑を行います。

16番本永朝辰議員。

○ 16番 本永朝辰議員

歳出の79ページ、６款農林水産業費の１項

７目、その17節公有財産購入費として1千712

万8千円、説明では女性、若者等活動促進施

設用地購入とあるんですが、その場所はどこ

なのかお伺いします。
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○ 議長 仲地宗市

大田治雄農林水産課長。

○ 農林水産課長 大田治雄

ただいまの質問にお答えいたします。79ペ

ージの17節公有財産購入費の中で、女性、若

者等活動促進施設用地購入と計上してありま

すが、この場所については、昨日の質問でも

お答えしましたが、当初、兼城港の具志川役

場跡に関連施設を一体に計画しようというこ

とでありましたが、用地の文化財等との絡み

もありまして、そこではできないということ

がありまして、今回、改めて具志川の阿里第

２地区、バイパス沿いになりますが、そこに

ＪＡが鳥島にある信用テンポをこの阿里地区

の方に予定しております。そしてその場所を

隣接する形でバイパス沿いに２区画を購入し

て、そこにこの施設を作ろうということで、

ＪＡとの協議も行って進めております。

施設の建設は町の発注になりますが、管理

については指定管理をやって、ＪＡが管理す

るかたちの施設になる予定であります。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

先程、助役の説明で、今年度この予算は新

しく選挙がある年なので、骨格予算というこ

とで提案されているということですが、教え

てもらいたいんですが、結局は政策的経費は

計上しない、あるいは人件費、義務的経費を

最小限に止めるということですよね。そうい

う意味からしますと、17年度の当初予算と今

提案されている予算を比較しましたら、6千3

90万円の差額で0.9％だけの差しかなってい

ませんが、ここいら、ちょっとそれにしては

小さいのかなと思うんですが、そこいらを説

明していただきたいんですが。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

今回、骨格予算ということで位置づけて予

算編成したわけですけれども、義務的経費と

か人件費、もちろん義務的経費に入るんです

けれども、そういうものとか、それから事業

関係ですね、国とも協議して継続的に進んで

いるものについては全額計上してございま

す。それで、政策的経費という位置づけで今

回省いているのは、町の単独補助事業とかそ

ういうものを省いて計上しているつもりで

す。特に団体の補助金については、その団体

の運営に支障がきたさないようにということ

で３カ月の予算計上とか、そういうようなか

たちでやって、６月に新しくその部分は補正

していこうという考えでやっております。そ

の総額が、今、6千200万円くらいの差額とい

うことになっております。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

初めての経験でよく分からないんですが、

いろいろ内容を調べてみたらだいぶ省かれた

部分もあったり、あるいは新しいのが出てき

たりしていますけれども、特別委員会の中で

審議していきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

17ページの使用料の件でホタルドームの使

用料は載っているんですが、去年造りました

仲里球場の使用料、久米島野球場の使用料と

かはどうなっているのか、それをお聞きした
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いと思います。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 10時 36分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 10時 37分）

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

ただいまの件につきましては、具志川の新

しくできました野球場につきましては、完成

して、それが条例制定後に予算措置されると

思います。そして、仲里の野球場につきまし

ては、海洋センター使用料の中に含まれて、

そこに一括して使用料ということで計上して

あります。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

仲里の野球場の使用料は海洋センターの使

用料に含まれているということなんですが、

プロと社会人野球、大学とか、その内訳はど

のようになっているのか。それと、億という

お金を使ったわりには使用料の料金が低いの

ではないかと、そういう点はどのように考え

ているのか。

○ 議長 仲地宗市

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

料金表は持っておりませんけれども、やっ

ぱり一般、アマチュアの方の使用する料金表

と、それからまたそれ以外の町外の使用する

ものの料金、ということは、当然そういった

かたちで料金表の中でこれは区別してやって

おります。

プロにつきましては、まだ規定そのものは

設けておりません。去年もそういったかたち

で商工観光課の方で窓口となって、直接向こ

うの方と球団側と交渉して、施設全体を貸し

切るという形になりますので、そこらへんを

考慮して去年の料金を算定しておりますけれ

ども、今年もおそらくそういったかたちにな

ってくると思います。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

残りの詳しい内容は委員会の中でまた明細

とかそういうのは提出してもらいたいと思い

ます。

行政改革とかそういうのが叫ばれているん

ですが、その前にそういう収入の方をいかに

考えるかということが重要だと思う。あれだ

け億のお金を使いながら、100万円以下の使

用料しか取ってないと、こんなバカな話あり

ますか。片一方では行政改革、改革と言いな

がら、収入というのはぜんぜん考えてない。

これを見たら本当に腹が立ってどうしようも

ないわけです。

○ 議長 仲地宗市

他にありませんか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

２点ほどあります。まず、関連して、今の

体育施設の使用料の関係。基本的な考え方を

執行部は持つべきだと思うんです。プロから

はじまって社会人野球、あるいは大学野球、

その部分がキャンプに入ったときに、住民は

その期間使用が全部規制されるんです。住民

が規制される、使用できない、そのへんの部

分を全く考慮してないのではないかという気

もするんですね。例えば最終補正予算でプロ

野球受入対策事業補正もあって、最終的には
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３千万円余り払っているんですね。これだけ

の支出をしながら、しかも球場建設にも金が

かかったという部分を考えたときに、先ほど

出ていました行財政改革と収入の問題、ここ

らへんはもっと真剣にものを考えるべきだと

いう気がします。そこらへんの基本的な考え

方がどうなのか、そこを１点、はっきりさせ

てください。

２点目に、提案説明の中で、枠配分方式と

いう部分があったんですけれども、確か17年

度からその方式をとっているという気もする

んですけれども、この枠配分方式というのは

具体的にどういうことなのか。従来の予算編

成の仕方と、この枠配分方式ではどういう違

うが出てくるのか。この方式の違いの部分を

もうちょっと詳しく説明してもらえません

か。というのは、一律に例えば光熱費とか水

道料金とか、通常いろんな形で削減のできな

いような部分、そのへんの部分まで一律に枠

配分方式でしわ寄せが来てないのか、このへ

んが気になるものですから、その方式の違い、

はっきりさせてください。

３点目に、他市町村に比較して本町の18年

度予算は対前年度比の上限額の減額が、率が

少ないんだという昨日の一般質問等での答弁

の中でもありましたけれども、８億円余りの

繰越明許、この部分がこの18年度予算総額の

中でどういう位置づけをするのか、その部分

も考慮したときの対前年度比の減額というの

はどういう形になるのか。このへんで何か数

字のマジックみたいなものが存在しているよ

うな気がして、もうちょっと数学ではなくて

算数の分かりやすいかたちでそのへんを出し

てくれませんか。お願いします。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

ただいま上里議員と平田議員からご質問の

ございました使用料手数料についてお答えい

たします。今、行革の方で音頭を取りまして、

全てのサービスの使用料手数料について、原

価計算をいたしまして、そのサービスの種類

によってその使用料、手数料が妥当かどうか、

それを今検討して、ある程度その数値をまと

めているところであります。

質問のあった野球場の問題につきまして

も、今現在仲里球場の使用料が確か３千円、

条例上の規定は３千円になっているかと思い

ますが、これも当然原価計算の結果、それか

ら県内の他市町村のプロ野球のキャンプの手

数料の実態、それを調べますとだいたい相場

として１日1万5千円から２万円くらいです。

球場だけで。あと、それぞれの施設の大きさ

とか附帯施設もまた違いますので、そういっ

たものを勘案して適切な料金を早めに設定し

ていきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

枠配分の方法についてご説明いたします。

枠配分は、17年度の予算編成と18年、若干変

えてきたんですけれども、18年度におきまし

ては、経常的な経費ですね、人件費とか扶助

費、それから公債費等々については、当然１

カ年分の計上を、必要額を計上する必要があ

りますので、優先にこれは計上してあります。

この枠をシーリングという形で財源に合わ

せて縮小できる部分、これは賃金とか旅費、

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、

それから補助費というふうな部分から縮小を
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図りたいということで、その中でも、先ほど

ありましたように需用費の中に光熱水費とか

それから電算器機のリースとか、そういうも

のは１カ年分計上して、その他の部分につい

て20％のシーリングをかけた予算編成になっ

ています。

それから対前年度の部分なんですけれど

も、今回、0.9％の対前年度比の減というこ

とですが、繰越の８億円余りの部分は、この

数字とは別途です。要するに18年度で行う繰

越も含めますと、この68億円余りに８億円加

えれば繰越の部分も含まれますよということ

なんですけれども、今回の68億円の予算編成

においては、繰越部分は含まれておりません。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

最初の部分での体育施設の、住民が全く使

用できない、全くその間は規制されますよね、

この関連での答弁がなかったんですけれど

も、特に気になるのは、その誘致をした受け

入れ企業が、グランドの周辺とかでもかなり

手を加えたりしていますよね、設備の部分。

このへんは町ともきれいな連携が取れている

のかどうかですね。はっきり言えばホテルと

か、いろいろ施設とか備品とかを置いた時に、

この所有権というのはどこになるのか。例え

ばその部分で怪我があった時の管理責任の問

題等を含めてどうなるのか。どうもこのへん、

ルーズな部分があるのかなという気がするん

ですね。そこらへん、きれいにぴしゃっとや

られているのか。万が一、そこらへんで事故

が起きたときに、損害賠償とかいろいろなも

のが出てきたときの管理責任はどうなるのか

という、このへんの部分までは配慮すべきな

のかなという気もするんですけれども、そこ

らへんどうなのか。

それと、枠配分方式の関係、こういう理解

でいいんですか。予算総額はまずありますと。

その中から経常的に必要な部分は各課全体の

トータルの経常的な部分は差し引いて、ここ

に残った分をこの対応を20％のシーリングな

らシーリングでやる。それを各課でやってい

くんだという一律のその部分という理解でい

いんですね。

そうなれば、あと１点、事業の取捨選択の

話がありましたね、昨日の答弁の中でもあり

ましたけれども、事業の取捨選択というもの

は、枠配分をされた各課に任されているのか、

それとも企画財政等も含めてその事業の取捨

選択をして、事業の優先順位等で確定をして、

その枠配分でのシーリングというものもやっ

ているのか。そこらへんとの関連ももうちょ

っと分かりやすく説明をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

枠配分との関連を私の方でお答えします。

事業に関しては、当然、各課から要望が上

がってきます。それを収入の財政枠に合わせ

てはめていくんですけれども、その中で継続

は当然進めないといけないということで、新

規の部分については、１カ年、あるいは２カ

年先送りできないのかとか、その中で協議を

して、早めにやる必要があるもの、それから

先ほど優先順位といいましたけれども、それ

を伸ばしていくものということで、協議をし

てやっております。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 10時 53分）
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○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 10時 54分）

吉元幸信社会教育課長。

○ 社会教育課長 吉元幸信

今の新しい球場ができる前、仲里球場の方

ですけれども、これまで教育委員会として整

備してきたいろんなそういう備品とかそうい

った施設、それ以外にまた社会人が利用して

いた関係で、ホテルの方でネット類を整備し

た部分と、そういうものがあります。これに

つきましては、今度のキャンプに入る前にホ

テルで整備した分については、ちゃんと引き

取ってもらっております。

今現在ある分につきましては、町の方と、

それから請負準備室の方で対応した備品とネ

ット類になっております。当然、そういった

ものに係るそういった事故等につきまして

は、当然町の責任になるかと思います。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

住民との規制の部分はなかなかないので、

そこは最後にもう１回お願いしたいんですけ

れども。

最後に、町民も含めて考えてほしいなと思

うのは、いい機会ですからちょっと言いたい

と思っているんですけれども、モノを作る時

に、建設をする段階というのは建設課でやり

ますね。設計を含めてそうなんですけれども、

できあがる段階でポンと管理運営の条例とか

何とかという部分はポンと教育委員会にいき

ますね。あるいはそこの主管課の方に。で、

作った後に、ここはこうすれば良かったとか

何とかという部分が、管理運営をする部分と、

どうも横の連携があまりにもなさすぎるよう

な気がするんですね。

箱物は建設課でボンと造ります。後の管理

運営はどこかに流れていくというふうな、こ

こはどうも縦割り行政の弊害が出ている部分

ではないかなという気がするんですけれど

も。先ほどの専決処分のあの決裁の部分とか

を見たら、グループ制も敷いていろんなこと

をやっているんですから、そういう細かい部

分は、こんな感じで連携取れませんか。最近

そんな気がするんですけれども、そこらへん

どう考えていますか。最後にそこを教えてく

ださい。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

事業によっては、商工に関するものだった

ら、その事業の企画といいますか、それにつ

いては商工観光課がやったり、企画財政課が

やって、その工事の実施ですね、それについ

て建設課が見たりと、そしてまたできあがっ

た時点においては、その関係する担当課が管

理をするというような事とかもあります。最

初から企画、計画をして実施事態が建設課で

行われるのもあります。

今おっしゃるように、やっぱり課がまたが

っているとか、そういうものも多々あります。

そういうことも含めて、今、現状としても十

分連携が足りない部分もあったりもします。

今後においてもより企画、実施、そして管理

を含めて関係課が十分連携をとるように努力

をしていきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
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お諮りします。

本案については、議長を除く17人の議員で

構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、本案につい

ては、議長を除く17人の議員で構成する予算

審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。

休憩します。（午前 10時 58分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時 10分）

引き続き会議を開きます。

日程第４ 平成18年度久米島町農業集落排

水事業特別会計予算について

○ 議長 仲地宗市

日程第４、議案第10号、平成18年度久米島

町農業集落排水事業特別会計予算についてを

議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第10号、平成18年度久米島町農業集落

排水事業特別会計についてご説明申し上げま

す。

まず、条文の方でございますが、第１条、

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38

2万4千円と定めるものでございます。

２項におきまして、歳入歳出の款項の区分

及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出

予算によるものと定めます。

一時借入金、第２条でございますが、一時

借入金の最高額は１億円として定めるもので

ございます。

４ページの歳入歳出予算事項別明細書の方

でご説明を申し上げます。

１款使用料及び手数料でございますが、36

万8千円、対前年度比4万8千円、18％の増と

なっております。

第２款繰入金でございますが、345万6千円

を一般会計から繰り入れいたしまして、対前

年度比49万6千円の増となっております。

次に、歳出の方でございますが、一般管理

費が206万9千円、対前年度比54万4千円の増

となっております。

公債費でございますが、175万5千円、対前

年度額と同様でございます。

農業集落排水特別会計におきましては、こ

れまで事業が完了いたしまして、その施設の

管理維持運営という形でこれまで燃料費、修

繕費、あるいは光熱水費、そして電気保安管

理委託や、あるいはポンプ施設の委託等が主

な経費となっております。

以上が議案第10号、平成18年度久米島町農

業集落排水事業特別会計の説明であります。

ご審議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

提案理由の説明が終わりました。

本案については、後日予定されている予算

審査特別委員会で細部について審議できます

ので、この場においては大綱的な質疑に止め

ていただくようご協力お願いします。

これから質疑を行います。

他に質疑ありませんか。

○ 議長 仲地宗市
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質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

お諮りします。

本案については、議長を除く17人の議員で

構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、本案につい

ては、議長を除く17人の議員で構成する予算

審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。

日程第５ 平成18年度久米島町国民健康保

険特別会計予算について

○ 議長 仲地宗市

日程第５、議案第11号、平成18年度久米島

町国民健康保険特別会計予算についてを議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第11号、平成18年度久米島町国民健康

保険特別会計予算についてご説明を申し上げ

ます。

まず、条文の方からご説明を申し上げます。

第１条、歳入歳出の総額は、歳入歳出それ

ぞれ10億2千787万3千円と定めるものでござ

います。

第２項、歳入歳出の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による

事といたします。

第２条、一時借入金でございますが、一時

借入金の最高額は１億円と定めてございま

す。

次に、歳出予算の流用でございますが、第

３条、各項に計上した給料、職員手当及び共

済費に係る予算額に過不足が生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用と定めてございます。

まず、８ページの方をお開きください。歳

入の主な概要についてご説明を申し上げま

す。

まず、第１款、国民健康保険税であります

が、2億4千532万8千円として定めてございま

す。対前年度比で1千226万円、５％の増とな

っております。これは国保への加入者の増や、

収納率の増を見込んで計上してございます。

次のページをお開きください。９ページで

すが、国庫支出金でございますが、5億4千35

3万8千円、これは対前年度比2千728万7千円、

率にいたしまして5.3％の増となっておりま

す。これは保険給費の伸びに伴い、国庫負担

金が増えるために計上してございます。

第５款医療給付費交付金でございますが、

5千228万2千円を計上してあります。これは

対前年度と比べますと1千717万8千円の増と

なっておりまして、率にいたしまして48.9％

となっております。これは退職被保険者の加

入者が増えたため、今回、増額の要因となっ

ております。

第６款県支出金ですが、4千406万4千円、

これは対前年度と比較いたしますと、480万8

千円の減額となっております。率にいたしま

すと9.8％となっております。これは平成17

年度の実績から計算して割り出した額を今年

度計上してございます。

第８款、共同事業交付金ですが、4千185万

3千円としてございます。対前年度比で1千58



- 114 -

0万8千円となっております。これは高額療養

費の増加により国保連合会からの交付金が増

える事を見込んで計上しているためでござい

ます。

第９款繰入金でございますが、繰入金は１

億円を計上してございます。

次に、歳出の方でございますが、第１款総

務費で2千525万8千円、これは対前年度と比

較しますと255万5千円、率にいたしまして9.

1％の減となっております。これは給与改正

と人件費によるものでございます。

第２款、保険給付費でございますが、これ

が6億278万1千円、対前年度と比べますと2千

96万6千円、率にいたしますと3.6％の増とな

っております。これは療養費の伸びを見越し

て計上してございます。

第３款老人保健拠出金が2億5千945万円

で、これは前年度と比べますと1億9千60万6

千円、率にいたしまして8.1％増えておりま

す。

また、第４款介護納付金が8千453万3千円

となっております。

第６款共同事業拠出金は、前年度実績によ

るもので計上をしてございます。

第６款保健施設費につきましては、1千100

万円を計上してございます。

以上が平成18年度久米島町国民健康保険特

別会計予算の概要でございます。審議、よろ

しくお願いいたします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

提案理由の説明が終わりました。

本案については、後日予定されている予算

審査特別委員会で細部について審議できます

ので、この場においては大綱的な質疑に止め

ていただくようご協力お願いします。

これから質疑を行います。

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

歳入についてお聞きします。今回、県の支

出金が6.8％減になっておりますけど、これ

は負担率の問題で減になっているのか、その

ことについて説明をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 11時 24分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時 25分）

○ 11番 内間久栄議員

聞こえないようですので、もう１回再質問

します。

総括の方なんですけど、今回、県支出金と

して、前年度より480万8千円減になっていま

すね。率にして6.8％の減になっていますけ

れど、これはどういった原因で今回県の負担

金が減になっているのか。療養費は国、県と

か、そういったのは増になっているが、今回、

県の負担金が減になるのは考えられないと思

います。その減になった原因をお答え願いま

す。

○ 議長 仲地宗市

与座勇健康づくり課長。

○ 健康づくり課長 与座勇

お答え致します。前年度、財政調整基金で

予算措置したのが8億4千723万6千円の0.05で

査定しております。今回の場合、5億4千335

万円で、0.07で予算計上しておりますが、前

年度まで県が負担していたのが100分の５で、

そして今年は100分の７という計算で予算計

上してあります。

○ 議長 仲地宗市
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11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

予算は、率の減によってのそれだけ下がっ

たということで理解してよろしいですか。

○ 議長 仲地宗市

与座勇健康づくり課長。

○ 健康づくり課長 与座勇

国の率が下がって県の率が上がった、そし

て前年度の療養費もこれが変わったというこ

とですね。前年が8億4千700万円でやってい

たのが、今年は5億4千万円でやって、それ以

外に県の率は上がっているんですが、実績か

らして交付金が下がっているというかたちの

捉え方をすればいいと思います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はございませんか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

１点だけお伺いします。介護納付金が歳出

の部分でかなりの増額になっているんですけ

れども、これは介護保険の法改正との関連が

あるのか。それとも18年度からの新しい保険

料算定との関連なのか。広域連合でいろいろ

議論されていると思うんですけれども、そこ

らへんが私たちには全く見えないので、基本

的な問題は、そこらへんに関連あるのか。法

改正に伴うものなのか何なのか、あるいは新

しい料金の算定のものなのか、あるいは被保

険者の対象者の増によるものなのか、具体的

な説明をお願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

与座勇健康づくり課長。

○ 健康づくり課長 与座勇

法改正による部分もございます。そして、

老人医療が段階的に70から75歳に上がるとい

うかたちのものもひっくるめて改正になって

います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はございませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

お諮りします。

本案については、議長を除く17人の議員で

構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、本案につい

ては、議長を除く17人の議員で構成する予算

審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。

日程第６ 平成18年度久米島町老人保健特

別会計予算について

○ 議長 仲地宗市

日程第６、議案第12号、平成18年度久米島

町老人保健特別会計予算についてを議題とし

ます。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第12号、平成18年度久米島町老人保健

特別会計予算についてご説明を申し上げま

す。

まず、条文からご説明をいたします。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ9億59万1千円と定めるものでござい

ます。
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第２項、歳入歳出の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算書によ

るものといたします。

第２条、一時借入金でございますが、借入

最高額は１億円と定めてございます。

次に、歳出予算の流用でございますが、第

３条、各項に計上した給料、職員手当及び共

済費に係る予算額に過不足が生じた場合にお

ける同一款内で、これらの経費の各項の間の

流用と定めてございます。

本当に申し訳ないんですが、ここで「職手

当」となっておりますが、「職員手当」「員」

が抜けております。その一字挿入をお願いし

たいと思います。

まず、歳入の方でございますが、６ページ

をご覧ください。支払基金交付金で4億8千59

万5千円計上してございます。これは予算全

体での構成比からしますと53.3％となってお

ります。

次に、国庫支出金でございますが、2億7千

999万4千円の計上となっております。これは

予算の構成比からいたしますと31.1％となっ

ております。

県支出金でございますが、6千999万4千円、

県支出金の予算に占める割合が7.7％となっ

ております。

次のページでございますが、繰入金7千万

円、これも構成比にいたしまして7.7％とな

っております。

次、９ページの歳出をご覧ください。歳出

は、医療費諸費でございますが、9億58万6千

円を計上してございます。対前年度比で2億3

千859万8千円の減となっております。

老人保健特別会計におきましては、歳出は

ほとんど扶助費20節の方で占めております。

医療諸費のうち、医療費給付金が8億8千625

万2千円、医療費支給費が1千110万円、審査

手数料が323万4千円となっております。以上

が平成18年度久米島町老人保健特別会計の概

要であります。ご審議、よろしくお願いいた

します。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

提案理由の説明が終わりました。

本案については、後日予定されている予算

審査特別委員会で細部について審議できます

ので、この場においては大綱的な質疑に止め

ていただくようご協力お願いします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

お諮りします。

本案については、議長を除く17人の議員で

構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、本案につい

ては、議長を除く17人の議員で構成する予算

審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。

日程第７ 平成18年度久米島町下水道事業

特別会計予算について

○ 議長 仲地宗市

日程第７、議案第14号、平成18年度久米島

町下水道事業特別会計予算についてを議題と

します。
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本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第14号、平成18年度久米島町下水道事

業特別会計予算についてご説明を申し上げま

す。

まず、条文から説明をいたします。

第１条、歳入歳出の総額は、歳入歳出それ

ぞれ2億7千255万6千円と定めるものでござい

ます。

第２項、歳入歳出の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による

ことといたします。

地方債は、第２表に掲げてございます。

一時借入金でございますが、第３条、最高

額は１億円と定めるものでございます。

歳出予算の流用でございますが、各項に計

上した給料、職員手当及び共済費に係る予算

額に過不足を生じた場合における同一款内で

これらの経費の各項の間の流用と定めてござ

います。

度々申し訳ございません。この歳出予算の

流用の方でも、「職員手当」の方の「員」が

抜けております。どうか訂正をお願いいたし

ます。

では、歳入の方からご説明を申し上げます。

７ページをお開きください。第１款使用料及

び手数料でございますが、1千208万3千円、

対前年度と比較いたしまして157万5千円の増

となっております。これは率にいたしますと

15％の増加となっております。これは一般調

停見込み件数578件、大口事業所調停見込み

数１件で、現年度分といたしております。そ

して、平成14年度から平成17年度までの滞納

分、これを７割を過年度分として算定して予

算を計上してございます。

第２款、国庫支出金でございますが、６千

万円、対前年度と比較いたしまして３千万円

の減額となっております。これは下水道事業

の建設費が減少したものに伴うものでござい

ます。

次に、８ページ繰入金でございますが、1

億6千447万2千円を一般会計から繰り入れし

ようとするものでございます。対前年度と比

較いたしますと、913万7千円が増加となって

おります。

増加の理由でございますが、下水道を管理

するための維持費、そして公債費の増に伴う

増額となっております。

第６款町債は、3千600万円とし、対前年度

比で1千800万円の減となっております。これ

は事業費の対前年度よりは事業費が減少して

いるということによる要因でございます。

以上が歳入の主な内容でございます。

次に、歳出のご説明を申し上げます。

１目一般管理費でございますが、1千948万

2千円、対前年度比17万7千円減となっており

ます。これは人件費の減によるものでござい

ます。

次に、第２目の方の下水道維持費でござい

ますが、これが2千414万8千円で、対前年度

より600万5千円増でございます。これは汚水

処理量の増に伴う光熱水費の増加分、そして

汚泥処理量が増えたことにより、汚泥処理委

託費の増額でございます。

第３目、次のページでございますが、第３

目下水道事業建設費でございます。これが本

年度は9千732万3千円を計上してございます。

前年度と比較いたしますと4千830万1千円減
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となっております。平成18年度におきまして

は、美崎地区、これは企業用地の方に主にな

りますが、管渠敷設工事、延長が649ｍを現

在予定をしております。さらには圧送管敷設

工事、延長にいたしまして498ｍ、計1,147ｍ

の敷設工事を予定して、また、マンホールポ

ンプ１カ所の工事も予定をしております。

第２款公債費は1億3千160万3千円で、対前

年度と比較いたしますと518万5千円増加とな

っております。

以上が、平成18年久米島町下水道事業特別

会計予算の概要の説明でございます。ご審議

よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

提案理由の説明が終わりました。

本案については、後日予定されている予算

審査特別委員会で細部について質疑できます

ので、この場においては大綱的な質疑に止め

ていただくようご協力お願いします。

これから質疑を行います。

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

歳出の10ページ、今回、工事費として9千4

00万円計上されておりますけれども、今回、

下水道工事として、どちらの地区を施行する

のか、ご説明お願いしたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

又吉敏雄水道課長。

○ 水道課長 又吉敏雄

お答えします。助役からも説明がありまし

たとおり、美崎地区の企業用地の圧送管等の

整備を行います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑ございませんか。

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

お諮りします。

本案については、議長を除く17人の議員で

構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、本案につい

ては、議長を除く17人の議員で構成する予算

審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。

日程第８ 平成18年度久米島町水道事業特

別会計予算について

○ 議長 仲地宗市

日程第８、議案第13号、平成18年度久米島

町水道事業特別会計予算についてを議題とし

ます。

本案について提案理由の説明を求めます。

高里久三町長。

（高里久三町長登壇）

○ 町長 高里久三

議案第13号、平成18年度久米島町水道事業

会計予算について、概要を説明申し上げます。

１ページを開けてください。

第１条、18年度久米島町水道事業会計予算

は、次に定めるところによる。

第２条、給水戸数3,680戸、年間給水量113

万9,000立方を予定しております。

開けまして２ページ、第３条、収益的収入

及び支出の第１款水道事業収益は2億7千110

万9千円を予定しております。

第１項営業収益は、前年度実績の元に積算

して、2億3千607万8千円で、主に給水収益と
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なっております。

第２項、営業外収益は、他会計補助金は一

般会計からの補助金で、前年度より１千円減

額し、3千500万円となっております。

次２ページ、第１款水道事業費用は2億7千

685万5千円を予定し、第１項営業費では、2

億1千21万8千円、主に修繕費、動力費、薬品

材料費、委託料、人件費等となっております。

第２項の営業外費用は、主に支払利息5千8

68万8千円、利息と消費税となっております。

水道事業計におきましては、各施設の機器

及び配水管等の老朽化に伴い、修繕費と材料

費、人件費に多大な費用を要すると見込み、

予定損益計算において151万9千円の純利益を

見込んでおります。

３ページ、第４条の資本的収入及び支出で

は、当年度は拡張事業の予定がないため、資

本的収入においては費目存置２千円、資本的

支出は6千278万円と定め、主に企業償還とな

っております。収入が支出に不足する額6千2

77万8千円は、過年度分損益保留、損益勘定、

留保資金と消費税、資本的支出調整額をもっ

て補てんする予定です。

今年も安全で良質な水道水を安定的に供給

することを最大の責務として業務を作ってあ

ります。よろしくお願いします。

（高里久三町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

提案理由の説明が終わりました。

本案については、後日予定されている予算

審査特別委員会で細部について質疑できます

ので、この場においては大綱的な質疑に止め

ていただくようご協力お願いします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

お諮りします。

本案については、議長を除く17人の議員で

構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、本案につい

ては、議長を除く17人の議員で構成する予算

審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。

これから諸般の報告を行います。

予算審査特別委員長には、仲原健議員、副

委員長には山城宗太郎議員が選出されまし

た。

以上で報告を終わります。

日程第９ 鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃

場の返還要求決議について

○ 議長 仲地宗市

日程第９、発議第３号、鳥島射爆撃場及び

久米島射爆撃場の返還要求決議についてを議

題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

本永朝辰議員。

（本永朝辰議員登壇）

○ 16番 本永朝辰議員

発議第３号

平成18年３月14日

久米島町議会議長 仲地宗市殿

提出者 久米島町議会議員 本永朝辰

賛成者 久米島町議会議員 内間久栄

鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還要
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求決議

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14

条の規定により提出します。

提案理由

漁業者の操業の安全及び漁業経営の安定向

上と町民の安全な暮らしを守るため、本案を

提出する。

鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還要

求決議案であります。

近年、沿岸漁場の荒廃による資源の減少、

輸入や水産物の増加等による漁価安、さらに

燃油の高騰等、漁業経営は厳しい局面を迎え

ている。

本町では、漁業者の生活の安定向上を図る

べく、浮漁礁の設置やモズク養殖等に取り組

んでいるところである。日米地位協定により

米国に提供されている本町区域内の鳥島及び

オーハ島東方海域は、県内でも有数な漁場で、

鳥島射爆撃場水域の５ないし６マイル離れた

地点に沖魚礁も設置されている。また、オー

ハ島東方約５㎞の地点に位置している久米島

射爆撃場水域は、モズク養殖場に隣接し、近

くには久米島の観光名所であるハテノ浜があ

り、非常に危険な状況にある。

鳥島は実弾射爆により島の形状が大きく変

貌し、近い将来海中に没する危機すらある。

また、周辺海域ではハリアー機の墜落事故や

劣化ウラン弾の使用問題、浮漁礁で操業中の

漁船への米軍機による操業妨害等、事故が多

発している。

昨年５月には、本町字宇江城の農道に米軍

ヘリが不時着し、町民に大きな衝撃と不安を

与えた。これも鳥島射爆撃場があるが故の事

故である。

久米島町議会は、このような状況に鑑み、

漁業者の操業の安全及び漁業経営の安定向上

と町民の安全な暮らしを守る立場から、下記

事項について強く要請する。

記

鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場を漁場と

して復元（不発弾の回収処理）し、早期に返

還していただきたい。

以上、決議する。

平成18年３月14日 沖縄県島尻郡久米島町

議会

宛先 内閣府特命担当大臣 外務大臣

防衛庁長官 防衛施設庁長官

（本永朝辰議員降壇）

○ 議長 仲地宗市

本案について、質疑を省略したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認め質疑を省略します。

これから討論を行います。

原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

次に、原案に賛成者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

他に討論ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで討論を終わります。

これから発議第３号、鳥島射爆撃場及び久

米島射爆撃場の返還要請決議についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手、全員であります。従って、本案は原
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案のとおり可決されました。

以上で本日の全日程は終了しました。

これで散会します。お疲れさまでした。

（午前 12時 20分）
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（午前 10時02分 開議）

○ 議長 仲地宗市

おはようございます。これより本日の会議

を開きます。

本日の議事日程はあらかじめお手元に配布

したとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 仲地宗市

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、５番宮田勇議員、６番上

里総功議員を指名します。

日程第２ 平成18年度久米島町一般会計

予算について

○ 議長 仲地宗市

日程第２、議案第６号、平成18年度久米島

町一般会計予算について。議案第10号、平成

18年度久米島町農業集落排水事業特別会計予

算について。議案第11号、平成18年度久米島

町国民健康保険特別会計予算について。議案

第12号、平成18年度久米島町老人保健特別会

計予算について。議案第14号、平成18年度久

米島町下水道事業特別会計予算について。議

案第13号、平成18年度久米島町水道事業会計

予算についてを一括議題とします。

以上６件について、審査を予算審査特別委

員会に付託してありましたので、委員長の報

告を求めます。

仲原健委員長。

（仲原健委員長登壇）

○ 委員長 仲原健

平成18年度予算審査特別委員会委員長報

告。予算審査特別委員会委員長の仲原健でご

ざいます。

３月14日の本会議において予算審査特別委

員会に付託されました議案は、議案第６号、

平成18年度久米島町一般会計予算。議案第10

号、平成18年度久米島町農業集落排水事業特

別会計予算。議案第11号、平成18年度久米島

町国民健康保険特別会計予算。議案第12号、

平成18年度久米島町老人保健特別会計予算。

議案第14号、平成18年度久米島町下水道事業

特別会計予算。議案第13号、平成18年度久米

島町水道事業会計予算の６議案であります。

３月15日、16日、17日、20日の４日間にわ

たり、各款ごとに予算科目を分割して行いま

した。

執行部から関係職員の出席の下、慎重に審

査を行いました。

予算審査委員会で多くの質疑がありました

が、その中から要点を抜粋し審査の経過と質

疑の主なものについてご報告致します。

まず最初に、平成18年度久米島町一般会計

予算の審査状況について報告します。

地方交付税の減税の理由について。

基金の平成18年度末残高はいくらになる

か。

骨格予算となっているが、４カ年に１回の

選挙の度に行われることになるが、精査する

必要はないか。

国の三位一体改革による久米島町の税源移

譲の額はいくらになるか。

軍用地料の要請を那覇防衛施設局に行った

が、その効果は。

電算委託料の金額が高い。１万人の人口で

外部に管理委託しなくてもできると思うがど

うか。
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庁舎建設基金を計画的に積み立てて欲しい

がどうか。

美崎背後地はあと何カ年の支払か。

電算は合併当初から統一すべきではなかっ

たか。

救急医療業務が昨年の倍になっているが、

その理由は。

町独自の光ケーブルは平成18年度から新た

な契約になると思うが、当初予算で計上すべ

きではないか。

基金の取り崩し額が予算編成しない前に既

に新聞報道されていいのか。

住基カードの利用者はどの程度見越して管

理費はいくらかかっているか。

介護保険法の改正に伴い、地域包括支援セ

ンターが設置される、また、保険料等も設定

されるということですが、町民に早めに説明

会をもつ必要があると思うが、どうか。

廃棄車輌の運搬分、トラックで積む費用だ

と思うが、何回分か。

久米島公共施設ごみ事業費が設定され、料

金徴収されるということだが、どういう内容

の事業か。

ごみの有料化になって不法投棄が多くなっ

ているが、その対策はどのようになっている

か。事業所のごみ収集料金のランク付けにつ

いて。

久米島病院で眼科検診を実施しているが、

健診の人数と健診率はどうなっているか。廃

ビニールを処理する場合はどのようになって

いるか。

儀間漁港海岸事業工事は19年度までとなっ

ているが、植栽の計画はあるのか。

重要野菜安定価格事業はどういう野菜の種

類で、どういった価格の安定の基準になって

いるか。

赤土流出防止対策について、勾配事業があ

ると思うが、今後この事業をどのように考え

ているか。

町財政の厳しい中、勾配事業、耕土流出防

止事業、農林水産課の事業等、有効に連携を

取って対策協議会で協議して県に要請したら

どうか。

路線バスの兼城港への乗り入れについて。

バーデハウスの経営体制に厳しい指導をし

てもらいたい。

離島地域資源活用産業育成事業は紫金鉱を

活用して、町としてどういった事業をするの

か。

商店街パワーアップ事業はどういった事業

を行っているか。

町の施設の管理委託について、定職をもっ

ている人が管理委託している。どういった方

法で選考しているか。

久米島海底鍾乳洞の調査研究費が今年度は

ないが。

ユイマール館管理業務委託料と指定管理者

制度との関連は。

久米島や球場建設について、今年度で工事

は完了するのか。

防災関係の主管課が町民課になっている

が、危機管理体制の中で直轄的に関わる総務

課が担当すべきだと思うが、消防本部として

の考えはどうか。

救急救命士の数は足りているか。

消防職員の年齢構成を中長期的に検討すべ

きだと思うがどうか。

消防車輌について、耐用年数を考慮して、

購入計画を立てているか。

仲里友好の翼交流事業は今後も続けていく
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のか。

育英会の予算の減と運営状況について。

特殊学級設置に至った経緯について。

具志川城趾整備保存修理事業について、ど

ういった内容か。

綱引き保存会の今年度はなくなっている。

保存会の活動について協議したことがある

か。

映画鑑賞、公民館活動の内容は。

バス委託料は生徒数での算定なのか。

昨年は大幅な教育費の減があった。

学校側から要求があった予算で実現できな

かったものは何々か。

食育推進事業について。

宇江城城跡整備保存事業について。

次に、議案第11号、平成18年度久米島町国

民健康保険特別会計予算関連についてです。

まず、保険基盤安定繰入金の去年と今年の

差額の理由は何か。

一般会計からの繰入金について、昨年は当

初で1億2千万円補正で５千万円増やした。前

年度実績を踏まえてしないで補正で増やすと

いうことはどうかと思うが。また、税率の値

上げはないか。

国保税はいくらの医療費を見込んで算出し

たか。

次に、議案第12号、平成18年度久米島町老

人保健特別会計予算関係です。

昨年度の比べて2億3千万円余り減になって

いるが、その原因はどういうことか。

昨年の実績を見て、最終的にどのくらいの

予算を見込んでいるか。

次に、議案第13号、平成18年度久米島町下

水道事業会計についてであります。下水道使

用料が昨年より多くなっているが、接続率は

どのくらい増えたか。

仲里、具志川の処理場の能力はどうなって

いるか。まだ余裕はあるのか。

公的機関及び町職員の接続率はどうなって

いるか。字具志川から宇江城までの整備計画

の見通しはどうなのか。

浄化センターの維持管理は専門会社に委託

するのか。

次に、議案第14号関係です。平成18年度久

米島町水道会計予算についてです。

前年度未収金について説明してもらいた

い。

滞納分の民間と企業との内訳はどうなって

いるか。

個人の場合、３カ月で止水しているが、ホ

テル、民宿等も３カ月で止水することはでき

ないか。

以上、予算審査特別委員会において、６議

案とも審査経過を申し上げましたが、採決の

結果、６議案とも可決されるべきものと決定

致しました。

以上で委員長報告を終わります。

（仲原健委員長降壇）

○ 議長 仲地宗市

以上で委員長報告を終わります。

お諮りします。

委員長の報告については質疑を省略したい

と思いますが、ご異議ありませんか。

(多数の｢異議なし｣の声あり)

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、委員長報告

に対し、質疑を省略することに決定しました。

○ 議長 仲地宗市

議案第６号、平成18年度久米島町一般会計

予算についての討論を行います。
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まず、原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

次に、原案に賛成者の発言を許します。

５番宮田勇君。

○ ５番 宮田勇議員

平成18年度久米島町一般会計予算につい

て、先程、委員長からも報告のあったとおり、

たくさんの指摘、要望もありました。特に今

回の予算は町長の任期満了に伴う骨格予算と

いうことで、首長の政策的な予算が見えない

ようでありますが、町民サービスが低下しな

いように、６月議会においてしっかり補正予

算措置をするよう強く要望申し上げまして、

本案に賛成します。

○ 議長 仲地宗市

他に討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで、討論を終わります。

これから議案第６号、平成18年度久米島町

一般会計予算についてを採決します。

議案第６号は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。

(全員挙手)

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり決定されました。

○ 議長 仲地宗市

議案第10号、平成18年度久米島町農業集落

排水事業特別会計予算についての討論を行い

ます。

討論ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第10号、平成18年度久米島町

農業集落排水事業特別会計予算についてを採

決します。

議案第10号は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。

(全員挙手)

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

議案第11号、平成18年度久米島町国民健康

保険特別会計予算についての討論を行いま

す。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第11号、平成18年度久米島町

国民健康保険特別会計予算についてを採決し

ます。

議案第11号は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。

(全員挙手)

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

議案第12号、平成18年度久米島町老人保健

特別会計予算についての討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第12号、平成18年度久米島町

老人保健特別会計予算についてを採決しま

す。

議案第12号は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。

(全員挙手)
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挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

議案第14号、平成18年度久米島町下水道事

業特別会計予算についての討論を行います。

討論ありませんか

幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

本案に賛成するものであります。下水道事

業につきましては、委員長報告にもありまし

たとおり、接続率が非常に低いということで、

たくさんの指摘がございましたが、下水道事

業の施設整備に普及率の向上には環境衛生の

向上と快適な生活を営む上でたいへん重要な

事業であり、地域の文化的生活のバロメータ

ーともいわれています。本町においては整備

率はかなり進んではいるんですが、接続率に

おいてはかなり低い状況であり、運営に一般

会計からの持ち出しを出さざるを得ない状況

である。これからも毎年整備していく中で、

接続率の低迷は一般会計を著しく圧迫してい

くことになる。そうならないように今後は接

続率の推進向上にこれまで以上に力を入れて

頑張っていくことで、一般会計の負担を軽減

することになりますので、これ以上に接続率

の向上を図るよう頑張っていくよう希望致し

まして、賛成討論と致します。

○ 議長 仲地宗市

他に討論はありませんか。

これで、討論を終わります。

これから議案第14号、平成18年度久米島町

下水道事業会計特別会計予算についてを採決

します。

議案第14号は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。

(全員挙手)

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

議案第13号、平成18年度久米島町水道事業

会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第13号、平成18年度久米島町

水道事業会計予算についてを採決します。

議案第13号は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。

(全員挙手)

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

日程第３ 久米島佇立学校設置条例の一

部を改正する条例について

○ 議長 仲地宗市

日程第３、議案第19号、久米島町立学校施

設条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第19号、久米島町立学校設置条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げま

す。

今回の改正の内容でございますが、久米島

町立美崎小学校及び久米島町立美崎幼稚園の

位置の変更でございます。位置を久米島町字

真謝801番地から久米島町字真謝103番地に改
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めるものです。

以上が議案第19号、久米島町立学校施設条

例の一部を改正する条例の説明でございま

す。ご審議よろしくお願い致します。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

今回の条例改正について、真謝801番地か

ら同じく真謝の103番地に改めるということ

になっていますが、その経緯がどういった中

で、今回条例改正になったか。当時の番地が

間違っていたのか、それとも土地改正によっ

て変わったのか、そのへんの具体的な説明を

お願いします。

○ 議長 仲地宗市

平良進教育課長。

○ 学校教育課長 平良進

これはずっと美崎小学校につきましては、

戦後いろいろ、田んぼとか、その周辺の拡張

等に伴いまして番地が変わった経緯がござい

ます。それと、新しい土地改良に伴って周囲

の地番の変更等もあります。800番地という

のはずっと以前の番地でありまして、103番

地が合筆等に伴いまして、以前はだいぶ分筆

がございました。合筆で103番地になってお

ります。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第19号、久米島町立学校設置

条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 10時 33分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 10時 38分）

日程第４ 久米島町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例

について

○ 議長 仲地宗市

日程第４、議案第20号、久米島町職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第20号、久米島町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。

平成17年度の人事院勧告に沿った内容で、

国家公務員の俸給等の改正法が昨年11月に公

布されております。本町における職員給与に

つきましては、基本的には人事院勧告の趣旨
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を尊重し、国に準拠したかたちで改正してま

いりました。このようなことから、平成17年

12月１日から施行を必要とされた給料月額の

引き下げ、扶養手当の引き下げ及び勤務手当

の引き下げ等に関する条例改正は、平成17年

11月の第10回久米島町議会臨時会において議

決をいただきましたが、今回提案致します改

正条例は、平成18年４月１日から施行が必要

となる給料表の改正、昇格時期の統一化、昇

給制度の改廃などでございます。

では、本町職員の給与の改正につきまして

ご説明を申し上げます。まず、新旧対照表の

方も併せてご覧いただきたいと思います。ま

ず、第１条、久米島町職員の給与に関する条

例の改正でございますが、第６条第３項の改

正で、１年間の勤務成績を判定し、１年間の

給料額を定める趣旨から、現行の年４回の昇

給時期を年１回に改めるものでございます。

第４項の改正は普通昇給制度と特別昇給制

度を廃止し、勤務実績を反映できる昇給制度

を整備しようとするものでございます。

第５項の改正でございますが、55歳を超え

る職員の昇給を通常の職員より半分程度に抑

制する定めでございます。

第６項は職務給の原則から枠外昇給を廃止

する規定でございます。

第７項、第８項及び第９項の改正は枠外特

別昇給制度の廃止、そして55歳昇給停止制度

の廃止及び資格取得者の号級調整の規定でご

ざいます。

第10項では休職者又は休暇のため勤務しな

かった職員の復職後の給料月額の調整に関す

る定めでございます。

次に第４条関係でございますが、これは給

料表の改正でございます。給料表、行政職給

料表及び医療職給料表と致しまして、２ペー

ジから８ページまでに掲げてあるとおり改め

るものであります。

次に２条関係でございますが、一般職の任

期付き職員の採用等に関する条例の一部改正

についてご説明申し上げます。

第７条第１項の任期を定めて採用された職

員の給料表を掲げてあります表のとおり改め

るものでございます。

次に第８条関係でございますが、これは特

定業務等従事任期付き職員行政職給料表、そ

して、特定業務等従事任期付職員医療職給料

表(2)及び特定業務等従事任期付職員医療職

給料表(3)に掲げてあります表のとおり改め

るものでございます。この条例の施行期日で

ございますが、平成18年４月１日からの施行

としてございます。

附則の方でございますが、附則第２項の級

の切替表及び附則第３項の号級の切替表は12

ページから19ページに掲げてある表のとおり

改めるものでございます。

以上が議案第20号、久米島町職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例の説明で

ございます。

ご審議よろしくお願いします。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

１点目に、第６条関連、６条３項から４項

等ですね。勤務成績に応じて決めていくとい

うかたちになっているんですが、その勤務成
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績を誰がどういう基準に基づいて判定をする

のか。そこは物差しがあるのかないのかも含

めて答弁お願いします。

２点目に、職員給与と24ページの第２条関

係の一般職の任期付き職員の採用に関する部

分、説明の中では最高７％から平均4.8％の

減給という話があったんですが、この任期付

き職員の別表第１の部分、第８条関係、ここ

ではこの級の部分で、備考の２の部分、14万

5千800円から逆に15万1千円に改正されます

ね。現行が特定業務等従事任期付職員行政職

給料表の特定業務等従事任期付職員に適用す

るという部分、これはこの表の額に関わらず

14万5千800円ですと、現行が。これも逆に15

万1千円ということで引き上げられています

よね。それはどういう意味なのか。

一方で一般行政職含めて平均4.8から最高

７％の幅で給与引き下げになるということで

減給補償はしますという説明だったんです

が、この増額の部分、そこは何らかの理由が

あって引き上げられていると思いますが、そ

の理由も併せて説明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

ただいま平田議員のご質問にお答え致しま

す。まず１点目に誰がどういう基準に基づい

て決めていくかというご質問ですが、その評

価制度については、これから構築していくと

いうことであります。構築にあたっては職員

の意見、そういったものも十分に反映させる

ようなかたちでワーキンググループ等を設置

して、公正公平な人事評価制度の構築をこれ

から取り組んでいきたいと思っております。

ただ、国家公務員においては、その公正な

評価制度が構築されるまでの間の勤務成績の

判定の尺度というのがある程度示されており

ます。あくまでもこれは参考ということで、

昇給に関して、例えば公平な評価制度が構築

されるまでの間は、例えばＡ、これは８号の

昇給です。それが適用される例の一つとして、

煩忙度や緊急度、困難度が高い業務を遂行し、

特に高く評価できる成果を上げた場合といっ

たような例とか。

もう１点、組織における重要度の高い業務

を遂行し、組織としての成果の向上に特に顕

著な貢献をした場合といったかたちで、具体

的な事例を挙げて示されております。こうい

ったものも参考にして、本町の評価制度の構

築にも取り組んでいきたいと思います。

それから、これも国家公務員の場合の事例

ですが、良好未満、標準未満の勤務成績の判

定基準を例としまして、例えば懲戒処分を受

けた場合、これにつきましては停職の場合は

原則Ｅですよと。戒告の場合は原則Ｄですよ

といったような具体的な基準です。また、訓

告につきましてはＤですよといったような具

体的な事例を示されております。そういった

ものを踏まえて、公平公正な人事評価制度の

構築に取り組んでいきたいと考えておりま

す。

２点目につきましては、任期付き職員の給

与が14万5千800万円から逆に15万1千円にア

ップしているということですが、これにつき

ましては県の任期付きの採用の条件に合わせ

ておりまして、おそらくはっきりとした理由

は把握していないんですが、県に準拠してや

っている関係で、おそらく臨任がございます

よね、臨時的任用、それとのバランスで逆に

引き上げになったんじゃないかと考えていま
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す。臨任の場合は経験年数に応じて昇給があ

るわけですが、任期付き採用については昇給

がないと。そういった部分で差がありますの

で、それとのバランスで逆に引き上げになっ

たのではないかと考えております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

具体的には必要な部分は規則で定めるとい

う条例になっていますね。公正な評価制度を

構築していくという答弁がありましたが、そ

の評価制度というのは規則で明確に定められ

てくると思うんですが、これまでも渡りの件

とかいろいろ出た分で、法定主義なんですけ

れども改正すべき段階で規則が改定されてい

なかったという例も過去にありましたね。そ

こらへん含めてこの公正な評価制度というの

は当然この評価制度に基づいて決定していく

のであれば、そのへんは誰が見てもおかしく

ない公正透明な評価制度というのが当然求め

られてくると思いますので、そこらへんはき

ちっとした職員との協議とかは、ワーキング

グループでやるという話をしていたんです

が、そこいら含めてピシャッとやってほしい

なという気がします。

あと１点、関連して、例えば、未良好の判

断の部分、これは懲戒処分の関連は懲罰委員

会があって、その中である一定の議論がなさ

れて、その懲戒処分が決定していくというシ

ステムはあるんですが、その部分は理解でき

ます。新たにできる公正な評価制度の部分の

評価基準踏まえての評価を終えた後の懲罰委

員会みたいにですよ、その判定が公正なもの

であったかどうかのトータル的な議論をする

判定委員会、あるいは評価委員会、どういう

名称になるか分からないですが、そういう感

じでの委員会制度みたいなものも考えている

のか、再度答弁お願いします。

あと１点、任期付き職員の関連はあとでも

うちょっと細かく調べて、そこらへんの理由

等を教えてくれませんか、お願いします。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男行政改革推進室長。

○ 行政改革推進室長 仲村渠一男

ただいまの評価に対する職員の苦情と申し

ましょうかそういったものは、当然、人事評

価そのものが、人が人を評価するということ

で、たいへん難しい制度になるわけですが、

評価の結果はどうしても100％満足するとい

う評価制度というのはおそらく困難だと考え

ております。

そういうことで、職員の人事評価に関する

結果、その苦情に対応する制度、これも当然

設けていかなければならないと考えておりま

す。これをどういった制度にするかというの

は今後又職員とも意見交換しながら、組織の

形態につきましては検討していきたいと思っ

ております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

最後に１点、俸給から給料と語句も訂正し

ましたが、この評価をするときにぜひ気をつ

けてほしいのは、給料として皆さんが支払っ

ているのは、決められた時間に提供した労働

者の個々人の労働力の対価として給料を支払

っていると思うんですね。そこの評価制度と

いうことになったときに、製造業とか実際に

そこでつくるものが目に見えるところでは物

差しはつくりやすいと思うんです。しかし、
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行政でいう町役場で職員が生産をしているの

は住民サービスという目に見えないものを生

産しているんです。それを生産するために提

供した労働の対価として給料を支払う。その

基本からすると、目に見えないものを生産す

る成績を評価するというのは、評価をする段

階で住民の満足度がどうなんだろうという部

分も側面的には把握する必要があると思うん

ですね。

そこらへん民間企業で用いているような評

価制度をただそこに持ち込んでくるだけでは

混乱が生じるという気がします。ですから、

そこらへんはワーキンググループ等で、もの

凄くシビアに慎重に対応しないとおかしなこ

とになってくる。それが結果的に職員の労働

意欲を低下させるような結果になってしまっ

たときに、もろにその影響を受けるのは住民

なんです。そこらへんはぜひ念頭に議論しな

がらより公正で透明なものを構築していただ

きたいと考えますが、最後にそこらへんどう

考えているのか答弁お願いします。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

評価制度につきましては、これからのいろ

いろな検討になってきますので、職員も併せ

て、議会の議員の皆さんにもその内容につい

ては検討をお願いしながら、検討を重ねてい

きたいと思います。そういうものが透明性と

か公平性とか確立される時点において、その

実施ということになっていくと思いますの

で、その時点において規則等にもその内容を

制定していくということになると思います。

これまでも評価によって給料を支給するとい

う条文はありますが、実際にやってないとい

うことですので、今後是非やる必要がある分

については協議をしながらちゃんと進めてい

きたいと思います。

それから、先程、俸給が給料ということの

語句の訂正をしましたが、人勧での語句の訂

正ということではなくて、お互いの条例では

その語句になっております。俸給ではなくて

給料と。資料が今回の人勧の資料をそのまま

添付したということでの訂正でありますの

で、ご理解をよろしくお願いします。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

今の件と関連しますが、職員の昇給問題に

ついて勤務成績との関係ですが、この条例は

４月１日から走りますね。ところが今、平田

議員への答弁を聞きましたら、基準は今から

つくるんだということで、ちょっとお習いし

たいんですが、条例や法令というものはそん

なものですか。これはつくってあと細かいも

のはつくりますと。それに合わせて、例えば

これは一つの勤務評定をやっていくというこ

とですが、ちょっとそこいら疑問を持ってい

ます。４月１日から走るんですよね、走るの

に、細則みたいな基準はこれからつくります

ということですが、そこいらちょっとお答え

下さい。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

以前の議会の中でも説明致しましたが、そ

の内容等につきましては規則で定めていきま

す。その規則の内容等について職員との協議

を進めているところです。そして、その方法

については他の市町村も久米島町においても
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協議として上がっているのが、当面は評価制

度を導入できるわけではありませんので、全

部今までどおり、現在の給料表からしたら定

昇は１号です。それに匹敵する新しい給料表

での４号級を同じように定昇にしていくとい

うことでの規則内容になると思います。

○ 議長 仲地宗市

10番上江洲盛元議員。

○ 10番 上江洲盛元議員

大事なことは、こういう昇給できない人が

出ないようにすることが大事です。どういう

ことかといいますと、いろんな職場でいろん

な方々がいらっしゃるんですが、僕は内部で

例えばワーキンググループとか、課とか、課

に課長がいて職員がいて、その職員の中で昇

給されないとなると、やっぱり職場自体が雰

囲気がおかしくなるし、そして住民サービス

の低下が出る可能性がある。ですから、そこ

いらはひとつ職場の仲間として十分話をし

て、研修もしながら討議もしながら、みんな

が同じような方向で住民のサービスが出来る

ような方向でやっていただきたいなというこ

とです。そして、更にこの規定ができました

ら、議会に提示するでしょうね。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

本当でしたら、議会の決定事項ではありま

せんが、この条例の資料として皆さんにも提

供すべきものだと思っておりますので、それ

についてはまた整い次第、議会の方にも配布

していきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

討論なしと認めます。これで、討論を終わ

ります。

これから議案第20号、久米島町職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例につい

てを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は、原

案のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

休憩します。（午前 11時 08分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時 23分）

引き続き会議を開きます。

日程第５ 平成17年度久米島町一般会計

補正予算（第10号）について

○ 議長 仲地宗市

日程第５、議案第21号、平成17年度久米島

町一般会計補正予算（第10号）についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第21号、平成17年度久米島町一般会計

予算（第10号）についてご説明申し上げます。

今回、補正第10号を提案致します理由でご

ざいますが、まず、第１点目、これは宇江城

地区公民館建設事業に係る繰越明許費の補正
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であります。当該工事は平成18年１月下旬に

着手し、平成18年３月下旬に工事完了の予定

でありましたが、当初実施計画前の地質調査

の結果、軟弱地盤であったことから載荷試験、

ボーリングを２カ所で実施する予定でした。

しかし、工事着工後、根切り等を行った後、

地質の状況が想定した以上に軟弱地盤であっ

たために再度検討を行い、２カ所から６カ所

へ増やし、載荷試験を実施することとなりま

した。その間、日数を要したために工事完了

が４月にずれ込む見込みとなったことから、

繰越の手続きをしようとするものでございま

す。

また、具志川中学校建築工事におきまして

は、平成17年事業として実施すべき設計管理

委託料が増額の確定となったために繰越の手

続きをとるものでございます。

第２点目でございますが、町債の補正、こ

れは具志川中学校校舎建設事業に係る町債の

うち、沖縄県振興資金で充当を予定しており

ましたが、より有利な一般公共事業債の枠配

分があったため、資金別の組み替え、また、

義務教債で措置しておりましたＢＧ体育館の

アスベスト除去工事の町債ですが、これが義

務教債として充当しようという予定でした

が、今回新たに石綿対策事業債と区分替えを

するためであります。

更には、辺地対策事業債で充当を予定して

おりましたカンジンダムの工事負担金、その

一部が適債と認められないということが、県

との調整でありまして、これを一般財源化す

る必要が出たために今回補正をしようとする

ものでございます。

まず、条文からご説明を致します。

第１条は歳入歳出予算の補正の定めで、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ188万1

千円を追加し、補正後の額を74億1千968万1

千円と致します。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によ

ることとします。

第２条、繰越明許費に定めるもので翌年度

に繰り越しして使用することが出来る経費

は、「４表繰越明許費」によることとします。

第３条は町歳の定めであり、町歳の追加及

び変更は「第３表町歳補正」によることと致

します。

６ページをご覧下さい。繰越明許費でござ

いますが、ただいまご説明申し上げました理

由によりまして、宇江城地区会館建設事業、

1千938万1千円を繰り越すものでございます。

同様に具志川中学校校舎建設事業、これに補

正前の金額に517万1千円を追加致しまして、

2億3千457万1千円とするものでございます。

繰越の補正後の金額を8億7千727万9千円とし

てございます。

次のページ、第３表地方債補正でございま

すが、これも先程ご説明申し上げましたとお

り、一般公共事業債をはじめ起債目的の決定

に沿った補正を行い、補正後の額を9億1千52

0万円とし、起債の方法、利率、償還の方法

は掲げてあるとおりでございます。

以上が議案第21号、平成17年度久米島町一

般会計補正予算（第10号）の説明であります。

ご審議よろしくお願い致します。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。



- 137 -

質疑ございませんか。

○ 議長 仲地宗市

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第21号、平成17年度久米島町

一般会計補正予算（第10号）についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は原案

のとおり可決されました。

日程第６ 堆肥化処理施設建設工事請負

契約について

○ 議長 仲地宗市

日程第６、議案第22号、堆肥化処理施設建

設工事請負契約についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第22号、堆肥化処理施設建設工事（第

Ⅰ期）工事の請負契約についてご説明を申し

上げます。

堆肥化処理施設建築でございますが、この

施設は平成14年度に策定されました久米島町

農村振興基本計画に基づき、地域資源循環利

用及び農業の振興を図る目的として、平成18

年度に補助事業として採択されて今回、事業

実施の予定となっております。

建設場所は町の最終処分場リサイクルセン

ター施設の隣の方に字嘉手刈地内の方で建設

を予定しております。

まず、全体工事の概要でございますが、こ

れが用地の方が約8,600㎡でございます。事

業年度と致しましては平成19年度まで予定を

しております。平成17年度から18年度にかけ

ましては、施設建設、そして機械設備、電気

設備一式となっております。平成19年度には

材料倉庫を建築する予定でございます。

今回工事する概要でございますが、これは

堆肥化処理施設の躯体の工事で、面積にして

1,872㎡でございます。

次に、事業の負担割合でございますが、こ

れは国が70％、県が18％、町が12％となって

おります。なお、町負担分につきましては辺

地債を充当する予定でございます。

次に、契約の事項でございますが、

１．契約の目的 堆肥化処理施設建築工事

（１期工事）

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 132,825,000円

４．契約の相手方

住所 沖縄県久米島町字宇根438番

地の３

称号 ㈱儀間建設・㈲建設東海興業

建設特定工事協同企業体

氏名 代表取締役 儀間清

工期は130日を予定しております。

以上が議案第22号、堆肥化処理施設建築工

事（１期工事）の工事請負契約についてのご

説明であります。ご審議よろしくお願い致し

ます。

（長井聰助役降壇）
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○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

20日でしたか、儀間の地域でこの件につい

て説明会があったんですが、その時に年間の

処理能力は2,600ｔという話を聞いたんです

が、それで久米島全体のを賄なえるのかどう

か。

それと、生ごみとか、大きい事業所からの

生ごみ、工場のバガス、畜産業者の堆肥、そ

れも使うということだったんですが、材料の

心配は大丈夫なのか、その点だけお聞きしま

す。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

この処理能力ですが、１日当たり20ｔの予

定をしております。これで賄えるかというこ

とになれば、全農家については、今ＪＡさん

あたりからも結構入ってきておりますので、

これで全部賄えるということにはちょっと厳

しいだろうと考えております。

それから、生ごみ、事業所から出るもの、

それからバガス、牛糞、これについては以前

協議会の中で久米島製糖さんのバガス提供に

ついては、一部農家の方、それからバガスに

ついてはこちらに搬入できると。あと、牛糞

につきましては、畜産農家の方々から一応ア

ンケート調査をしまして、返事を得て、その

分を原料として搬入していただくということ

で今計画しております。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

それと、台風の後、いろんな木の枯れ枝と

かがだいぶ集まってくるわけなんです。この

前の話では小さいのであれば使えるという話

であったんですが、どの程度のものが使える

のかどうか。

それと、経営は指定管理者制度、それをつ

かうということだったんですが、それをやれ

ば何人ぐらいの人数でできるのか、そこまで

聞きたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

木の剪定枝でございますが、だいたい10㎝

から15㎝ぐらいの径の分まではチップです。

破砕にかけて、今現在、例えば県の当たり、

それから町道の木の伐採とか枝打ち、草等に

ついては搬入する予定であります。

指定管理者になった場合の人数ですが、だ

いたい３名から４名予定しております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

まず、関連する部分から１点、生ごみ等を

大量に発生する部分から搬入するときに、そ

の搬入業者から逆に処理費をもらうのかどう

か。これの問題が出てくると思います。そこ

がまず関連する部分で１点です。

あと１つは、前にプラントと施設をつくる

ときの初期投資の安い高いとかで物を決めて

いないかという話をバーディの件で問題提起

したんですが、特に今回のこの堆肥化のプラ

ントはそれが一番分かりやすく出てくる工事

だと思うんですね。例えば、１日20ｔという

話をしていましたが、搬入する原材料、製品
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含めて２つの条件があると思います。搬入す

る側を入口とすれば、堆肥として出てくる部

分を出口と考えた時に、入口の条件と出口の

条件が出てくると思うんです。例えば搬入す

る原料の現在の家畜の頭数がどのぐらいなの

か。そこからの排出物等で持ち込むのがいく

らなのか。飼育頭数とか、そこらへんの条件

があると思うんです。それと１日当たりの搬

入量、それはどうなのか。持ち込む原材料が

どれぐらい水を含んでいるのか。この含んで

いる水の量によって出口までの期間というの

も変わってくると思うんですね。それに見合

った設備、機器があればその機器の部分も、

そこを条件にして選定をすべきものだと思う

んです。それは出口でも一緒だと思うんです。

堆肥として提供する段階での含水量がどれぐ

らいなのか。ここが勝負だと思うんです。そ

うなると、入口から出口までの間での設備の

問題、そこが気になってくるんです。その時

に出口での、例えば出来上がり数量がいくら

なのか、入口で搬入した量に対して出口で出

来る量がいくらなのか。それとさっき言いま

した含水量、あるいは雑菌の混入率、あるい

は肥料の成分等を含めて、このへんの性能の

部分というのが当然出てくるべきだと思うん

です。

そうなった時に設備をするプラントで納入

する機器というものは２つの条件を満たした

部分をメーカー側とやるのか。あるいは今回

の請負をする業者が選定をするのか、設備の

部分が絡むのかどうかですね。その設備を決

定する段階で、先程言いました２つの入口、

出口の条件の部分、その条件を踏まえた仕様

基準みたいなものがあるか。特別仕様書とい

うのか、あるいはその設備の仕様基準みたい

なものがあるのかどうか。発注側が何をどう

いう機能、どういう性能を得たいと思ってい

るのか、それによって違ってくると思うんで

す。そこら辺は今回のこのプラント工事で議

論されたのかどうか。設計段階でそこらへん

が工夫されたのかどうか。そこらへんの説明

をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

有料化のご質問がありますが、まず、これ

のいきさつは久米島町においてサトウキビの

反収が相当落ちてきていると、現在において

約4.5ｔ、４ｔ余りということで、地力が低

下しているということで何とか地力の回復を

と。

それから、平成14年に施行されております

家畜の堆肥については野積みは10頭以上は駄

目ですよという、そういう家畜の法律ができ

まして、久米島町においては平成14年から堆

肥化施設の推進協議会というのを立ち上げ

て、この中に座長は琉大の先生お二方と、そ

れから農家代表、役場、それから久米糖さん、

普及員、婦人部、その他諸々の方々を網羅し

た協議会を立ち上げて今日まで議論してきて

おります。その中で、まず先程初期投資の話

がございましたが、要するに一番金のかから

なくて、それからメンテも金がかからない、

今後、機械を導入した場合、年数が経って老

朽化するとメンテに金がかかるとか、いろい

ろメーカーさんがこちらでやればいいという

のが出てきておりました。それで我々その日

の中で、先進地の視察とか、宜野座辺りでや

っている施設も見てまいりました。最終的に

あまり機械の入らないような、中の方はいく
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らかの槽に区切って、それを原材料を入れま

して、トラクターショベルで切り返して一週

間ずつ移していって、だいたい工程が先程水

分の話もありましたが、含水量約70～75、そ

れを90日間槽を切り替えしていくということ

で、最終的には約35％ぐらいの含水量になる

ということでの予定であります。

その前に、牛が現在2,500頭なんですが、

それの全頭数より約50％ということで今見込

んでおります。

それから、仕様書はあるかということでご

ざいますが、これにつきましては、今回の工

事については機械電気は入っておりません。

あくまでも建物のみであります。将来的には

ブロアとか機械が入ってきますが、その時に

当然仕様書を作って、それなりの物を我々は

製品として作っていく予定でございます。

○ 議長 仲地宗市

６番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

分かりました。今回は建物のみということ

ですね。なぜそういう話をするかというと、

バーデでの光熱費があまりにも高いので、電

気だけでやっているものですから、省エネビ

ジョンとして風力発電等を利用しようとい

う、そういうものが出てくる。今回のこれで

もその出来上がった製品、発注側、町行政が

求めているこのプラントで出来上がってくる

製品の性能、その品質を意識して持ち込んで

くる原料との比較をして、それを見込む、そ

れプラスのメンテナンスコスト、ランニング

コスト、そういうものを意識した機器の選定

の仕方、初期建設投資だけにとらわれずに、

そこに目を向けた機器の選定、そこをぜひや

っていただきたい。それが逆に言えば将来的

な経費の削減、あるいは財政の改革、そこら

へんに繋がっていくと思うんです。

最後に、次回に向けての、今後そこらへん

の設計に入ってくると思うんですが、そこに

対しての考え方を聞いて質問を終わりたいと

思います。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

平田議員のおっしゃるとおりでございま

す。我々としても光熱費がかからないように、

機器のメンテにも金のかからないような方法

で、この堆肥センターを建設する予定でござ

います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑ございませんか。

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

今回の堆肥化処理施設建築工事請負契約に

ついてですが、今回は建築工事のⅠ期工事だ

ということは聞いています。そういった堆肥

持ち込みの際の汚水等が出ると思いますが、

これの処理はどういったかたちで処理される

のか。Ⅱ期工事は外郭とかも含めてやると思

いますが、そのへんの説明をお願いします。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

お答え致します。水の処理につきましては、

当然その場で処理しまして、中の方で発酵し

ていきますとどうしても温度が高くなってい

きます。その温度調整のためにその処理水を

再利用して使うということで、外には出さな

いというような密閉式になっております。

○ 議長 仲地宗市
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他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第22号、堆肥化処理施設建築

工事請負契約についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 仲地宗市

挙手全員であります。従って、本案は原案

のとおり可決されました。

日程第７ 島の学校体験交流施設建築工

事請負契約について

○ 議長 仲地宗市

日程第７、議案第23号、島の学校体験交流

施設建築工事請負契約についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

長井聰助役。

（長井聰助役登壇）

○ 助役 長井聰

議案第23号、島の学校体験交流施設建築工

事（２期工事）請負契約ご説明申し上げます。

本施設は字仲泊の阿里地区の方で現在第Ⅰ

期の工事を施工しているところでございま

す。この事業は沖縄県米軍基地所在市町村地

域活性化特別事業を導入して現在実施してい

るところでございます。

第１期工事は施設の付帯工事が主で間もな

く完了を予定しております。第２期工事につ

きましては、これは内部の工事が主体となり

ます。木工事、そして排水施設や電気施設等

の工事が第２期工事として入ってまいりま

す。

事業の負担割合でございますが、国が90％、

町が10％の負担となっております。なお、町

負担分については一般単独事業債を充てる予

定にしてございます。

次に契約事項でございますが、

１．契約の目的 島の学校体験交流施設建

築工事（２期工事）

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 178,395,000円

４．契約の相手方 沖縄県島尻郡久米島町字

大田565

久米建設㈱・㈲山里土建

特定建設工事協同企業体

代表取締役 仲真良典

となっております。

工期につきましては、126日を予定してお

ります。

以上が議案第23号、島の学校体験交流施設

建築工事（２期工事）請負契約についての説

明であります。ご審議よろしくお願い致しま

す。

（長井聰助役降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ございませんか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

設備が主だという話だったんですが、負担

率の関係で、今の説明の中で、町負担率が10
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％という説明がありましたが、確か島懇事業

というのは当初は国の全額負担という話を聞

いた記憶があるんですが、このへんの関連は

どうなっているのか説明お願いします。

今回の工事でこの契約の部分の10％なの

か、総事業費の10％なのか、負担率、ここも

併せて説明お願いします。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

負担率は総事業費の10％が町負担でありま

す。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

補助率が90％、町の負担が10％ということ

と、それから、その町負担に対して一般単独

事業を充当しまして、交付税見返りが70％の

見返りがあるということになっております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

総事業費ということになると、用地買収費

も含みますか。となると、当初島懇事業とい

うのは相当数のあれがあるということで、物

をつくるときに殆ど町の持ち出しがないとい

うかたちでバーデを含めて島懇事業で導入し

てきたんですね。その基準をオーバーするも

のを単独事業でという分でバーデの時はやっ

た記憶があるんですね。今回、用地買収を含

めて総事業費というのであれば、確か一度設

計変更で1千400万円ぐらい一般財源でやりま

したよね。そのへん含めて考えていくと、も

うちょっと工夫が必要だったんじゃないかと

いう気がしますが、負担率の分を初めて聞い

たもんですから、70％、残り25％とこの分で

すね、それとこのランニングコストですね、

運営に関してどのぐらいの経費がかかるのか

なと思って、当然、設備の部分で電気とか全

部出ているはずなので、そこらへん皆さんが

想定している部分で、どれぐらいの経費を見

込んでいるのか、維持管理費、運営費等で、

そこらへんの説明もお願いします。

○ 議長 仲地宗市

盛本實商工観光課長。

○ 商工観光課長 盛本實

ランニングコストに関しては、当初計画の

中でつくられてはいるんですが、今手持ちに

資料がないので、後日改めてご報告したいと

思います。

○ 議長 仲地宗市

平田議員、今の答弁でよろしいですか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

交付税見返りで入ってくるという分もある

ので判断したと思うんですが、これまでの経

緯の中でもいろいろ議論出てきましたね、場

所の問題とか、改善センターを改築してとか、

いろんな議論を含まれてきました。だからラ

ンニングコストも気にしているのは、用地費

も含めてそうだとあれば、阿里地区の取得単

価というのは、平米当たりの単価というのは

結構高いですよね。しかもあれは二段になっ

ている部分を利用しているんですかね。その

分であれして、そこらへんの真っ新な平地の

部分と段差のある部分を含めてやると建築費

もこの方がかなり嵩んだと思うんです。財源

が厳しい中でそこら辺というのは、自分の反

省も含めてなんですが、当初段階からそうい

うものの言い方をすればよかったなと今反省
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も含めてなんですが、もっと議論する必要が

あったなという気がするんですが、そこらへ

んいかがですか、最後です。

○ 議長 仲地宗市

平田光一総務課長。

○ 総務課長 平田光一

用地費については、阿里の造成を担当して

いる総務課としてお答えしますが、阿里地区

においてより土地の販売を推進するという立

場から、島の学校の適正地ということは抜き

にして、補助事業で用地が購入できるという

ことと、そして今後の町負担にならないとい

うこともありまして、それについては非常に

適正ではなかったかと思っています。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑ありませんか。

11番内間久栄議員。

○ 11番 内間久栄議員

今回の議案の金額は1億7千839万5千円とな

っておりますが、請負契約の相手方が久米島

建設株式会社と有限会社山里土建の共同企業

体ということになっておりますが、万一事故

が起こった場合の責任具合ですね、こういっ

たことについてはどういったかたちの負担に

なるのか、そのへんお聞きします。

○ 議長 仲地宗市

神里稔建設課長。

○ 建設課長 神里稔

まず、共同企業体につきましては、最低出

資額30％を限度額としております。ですから、

自ずと７対３の割合になると考えておりま

す。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これで、討論を終わります。

これから議案第23号、島の学校建設工事請

負契約についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 仲地宗市

挙手多数であります。従って、本案は原案

のとおり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

以上で本日の議事日程は終了しました。

平成18年３月９日から始まり、本日まで長

期に渡りました第２回久米島町議会定例会

は、予定されておりました議案、発議の全日

程が議員各位そして執行部のご協力で無事終

了することができました。感謝を申し上げま

す。

これで、平成18年第２回久米島町議会定例

会を閉会します。

お疲れさまでした。

（午前 12時 07分）
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